
規 則

�愛媛県規則第１９号
審議会、審査会等の委員その他これに準ずる者の報酬に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

審議会、審査会等の委員その他これに準ずる者の報酬に関する規則の一部を改正する規則

審議会、審査会等の委員その他これに準ずる者の報酬に関する規則（昭和２８年愛媛県規則第６２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

省略

省略

准看護師試験委員

愛媛県がん対策推進委員会委員

省略

省略

愛媛県市町合併推進審議会委員

省略

准看護師試験委員

省略

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県規則第２０号
公立大学法人愛媛県立医療技術大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

公立大学法人愛媛県立医療技術大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「法」という。）の規定に基づき、公立大学法人愛媛県立医療技

術大学（以下「法人」という。）の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。

（業務方法書の記載事項）

第２条 法第２２条第２項の規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

� 業務運営の基本方針

� 業務委託の基準

� 競争入札その他契約に関する基本的事項

� その他法人の業務の執行に関し必要な事項

（中期計画の認可の申請）

第３条 法人は、法第２６条第１項の規定により中期計画（同項に規定する中期計画をいう。以下同じ。）の認可を受けようとするときは、

当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の３０日前までに、知事に提出しなければならない。

２ 法人は、法第２６条第１項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載

した申請書を知事に提出しなければならない。

（中期計画の記載事項）

第４条 法第２６条第２項第７号の規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

� 施設及び設備に関する計画

� 人事に関する計画

� 法第４０条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

� その他法人の業務運営に関し必要な事項

（年度計画の記載事項等）

第５条 法第２７条第１項に規定する年度計画（以下「年度計画」という。）には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実

施すべき事項を記載しなければならない。

２ 法第２７条第１項後段の規定による前項の年度計画の変更の届出は、変更した事項及びその理由を記載した届出書を知事に提出して行わ

なければならない。

（各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続）

第６条 法人は、法第２８条第１項の規定により各事業年度における業務の実績について愛媛県公立大学法人評価委員会（以下「委員会」と

いう。）の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた事項ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後３月以内

に委員会に提出しなければならない。

（中期目標に係る事業報告書の記載事項）

第７条 法第２９条第１項の中期目標（法第２５条第１項に規定する中期目標をいう。以下同じ。）に係る事業報告書においては、当該中期目

標に定められた事項ごとにその実績を明らかにしなければならない。

（中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続）

第８条 法人は、法第３０条第１項の規定により中期目標の期間における業務の実績について委員会の評価を受けようとするときは、当該中

期目標に定められた事項ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後３月以内に委員会に提出しなければならな

い。

（会計処理）

第９条 知事は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる

場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

２ 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上す

るものとする。

（財務諸表）

第１０条 法第３４条第１項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解（平成１６年３月総務省告示

第２２１号）に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

（財務諸表等の閲覧期間）

第１１条 法第３４条第４項の規則で定める期間は、６年とする。

（剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の手続）

第１２条 法人は、法第４０条第３項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

愛 媛 県 報平成２２年３月３１日 第２１５３号外１
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� 承認を受けようとする金額

� 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

２ 前項の申請書には、法第４０条第１項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他知事

が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

（積立金の処分に係る承認の手続）

第１３条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度（以下「期間最後の事業年度」という。）に係る法第４０条第１項又は第２項の規定によ

る整理を行った後、同条第１項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第４項の規定によ

り当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提

出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の６月３０日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。

� 法第４０条第４項の規定による承認を受けようとする金額

� 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

２ 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他知事が必要と認

める事項を記載した書類を添付しなければならない。

（納付金の納付の手続）

第１４条 法人は、法第４０条第６項に規定する残余があるときは、同項の規定により納付する残余の額（以下「納付金」という。）の計算書

に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明ら

かにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の６月３０日までに、知事に提出しなければならない。ただし、前条第

１項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第２項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

（納付金の納付期限）

第１５条 納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の７月１０日までに納付しなければならない。

（短期借入金の認可の申請）

第１６条 法人は、法第４１条第１項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第２項ただし書の規定

により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

� 借入れを必要とする理由

� 借入金の額

� 借入先

� 借入金の利率

� 借入金の償還の方法及び期限

� 利息の支払の方法及び期限

� その他知事が必要と認める事項

（重要な財産の処分等の認可の申請）

第１７条 法人は、法第４４条第１項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること（以下「処分等」という。）について認可を受

けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

� 処分等に係る財産の内容及び予定価格（適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行おうとする場合にあっては、その

適正な見積価額）

� 処分等の条件

� 処分等の方法

� 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 法人の成立後最初の中期計画の認可の申請に係る第３条第１項の規定の適用については、同項中「当該中期計画の最初の事業年度開始

の日の３０日前までに」とあるのは、「法第２５条第１項の規定による知事の指示を受けた後遅滞なく」とする。

３ 法人の成立の際法第６６条第１項の規定により法人が承継した権利に係る財産のうち償却資産については、第９条第１項の規定による指

定があったものとみなす。

�愛媛県規則第２１号
医療法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療法施行細則の一部を改正する規則

医療法施行細則（平成１４年愛媛県規則第４３号）の一部を次のように改正する。

愛 媛 県 報平成２２年３月３１日 第２１５３号外１
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

項 左欄 右欄 項 左欄 右欄

１～

１０

省略

１～

１０

省略

１１ 省令第２５条（省令第２５条

の２において準用する場

合を含む。）又は第２９条

第１項若しくは第２項の

届出書

診療用高エネルギー放射線

発生装置（診療用粒子線照

射 装 置）設 置（変 更・廃

止）届出書（様式第１１号）

１１ 省令第２５条

又は第

２９条第１項若しくは第２

項の届出書

診療用高エネルギー放射線

発 生 装 置 設 置（変 更・廃

止）届出書

（様式第１１号）

１２～

１５

省略

１２～

１５

省略

１６ 省令第２８条第１項若しく

は第２９条第２項の届出書

又は同条第３項の届出書

（同項の規定により１０日

以内に提出することとさ

れるものに限る。）

診療用放射性同位元素（陽

電子断層撮影診療用放射性

同位元素）設置（変更・廃

止）届出書（様式第１６号）

１６ 省令第２８条第１項若しく

は第２９条第２項の届出書

又は同条第３項の届出書

（同項の規定により１０日

以内に提出することとさ

れるものに限る。）

診療用放射性同位元素設置

（変更・廃止）届出書

（様式第１６号）

１７ 省令第２８条第２項の届出

書

診療用放射性同位元素（陽

電子断層撮影診療用放射性

同位元素）使用予定届出

書（様式第１７号）

１７ 省令第２８条第２項の届出

書

診療用放射性同位元素使用

予定届出書

（様式第１７号）

１８ 省令第２９条第３項の届出

書（同項の規定により３０

日以内に提出することと

されるものに限る。）

診療用放射性同位元素（陽

電子断層撮影診療用放射性

同位元素）廃止後措置届出

書（様式第１８号）

１８ 省令第２９条第３項の届出

書（同項の規定により３０

日以内に提出することと

されるものに限る。）

診療用放射性同位元素廃止

後措置届出書

（様式第１８号）

１９～

２５

省略

１９～

２５

省略

様式第１１号（第２条関係） 診療用高エネルギー放射線発生装置

（診療用粒子線照射装置）設置（変更・廃止）届出書

様式第１１号（第２条関係） 診療用高エネルギー放射線発生装置設

置（変更・廃止）届出書

診療用高エネルギー放射線発生装置（診療用

粒子線照射装置）設置（変更・廃止）届出書

省略

診療用高エネルギー放射線発生装置設置（変

更・廃止）届出書

省略

省略 省略

診療用高エネルギー放射線発生装置（診

療用粒子線照射装置）

省略 診療用高エネルギー放射線発生装置 省略

診療用高エネルギー放射線発生装置（診療用粒

子線照射装置）及び診療用高エネルギー放射線

発生装置使用室（診療用粒子線照射装置使用

室）の放射線障害の防止に関する構造設備及び

予防措置の概要（廃止の場合は、記載を要しな

い。）

診療用高エネルギー放射線発生装置

及び診療用高エネルギー放射線

発 生 装 置 使 用 室

の放射線障害の防止に関する構造設備及び

予防措置の概要（廃止の場合は、記載を要しな

い。）

診療用高エネルギー放射線発生装置（診療用粒 診療用高エネルギー放射線発生装置
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子線照射装置）を使用する医師、歯科医師又は

診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する

経歴（廃止の場合は、記載を要しない。）

を使用する医師、歯科医師又は

診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する

経歴（廃止の場合は、記載を要しない。）

省略 省略

注 省略

様式第１３号（第２条関係） 診療用放射線照射器具設置（変更・廃

止）届出書

様式第１３号（その１） （医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第

５０号）第２４条第４号に該当する場合）

注 省略

様式第１３号（第２条関係） 診療用放射線照射器具設置（変更・廃

止）届出書

様式第１３号（その１） （医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第

５０号）第２４条第３号に該当する場合）

省略 省略

注 省略

様式第１３号（その２） （医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第

５０号）第２４条第５号に該当する場合）

注 省略

様式第１３号（その２） （医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第

５０号）第２４条第４号に該当する場合）

省略 省略

注 省略

様式第１６号（第２条関係） 診療用放射性同位元素（陽電子断層撮

影診療用放射性同位元素）設置（変更・廃止）届出書

注 省略

様式第１６号（第２条関係） 診療用放射性同位元素設置（変更・廃

止）届出書

診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療

用放射性同位元素）設置（変更・廃止）届出

書

省略

診療用放射性同位元素設置（変更・廃止）届

出書

省略

省略 省略

その年に使用を予定する診療用放射性同

位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同

位元素）

省略 その年に使用を予定する診療用放射性同

位元素

省略

診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用

放射性同位元素）

省略 診療用放射性同位元素 省略

診療用放射性同位元素使用室（陽電子断層撮影

診療用放射性同位元素使用室）、貯蔵施設、運

搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同位元

素（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）に

より治療を受けている患者を入院させる病室の

放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措

置の概要（廃止の場合は、記載を要しない。）

診療用放射性同位元素使用室

、貯蔵施設、運

搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同位元

素 に

より治療を受けている患者を入院させる病室の

放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措

置の概要（廃止の場合は、記載を要しない。）

診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用

放射性同位元素）を使用する医師又は歯科医師

の氏名及び放射線診療に関する経歴（廃止の場

合は、記載を要しない。）

診療用放射性同位元素

を使用する医師又は歯科医師

の氏名及び放射線診療に関する経歴（廃止の場

合は、記載を要しない。）

省略 省略

注 省略

様式第１７号（第２条関係） 診療用放射性同位元素（陽電子断層撮

影診療用放射性同位元素）使用予定届出書

注 省略

様式第１７号（第２条関係） 診療用放射性同位元素使用予定届出書

診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療

用放射性同位元素）使用予定届出書

省略

診療用放射性同位元素設置使用予定届出書

省略

省略 省略

翌年において使用を予定する診療用放射

性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射

性同位元素）

省略 翌年において使用を予定する診療用放射

性同位元素

省略
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注 省略

様式第１８号（第２条関係） 診療用放射性同位元素（陽電子断層撮

影診療用放射性同位元素）廃止後措置届出書

注 省略

様式第１８号（第２条関係） 診療用放射性同位元素廃止後措置届出

書

診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療

用放射性同位元素）廃止後措置届出書

省略

診療用放射性同位元素設置廃止後措置届出書

書

省略

省略 省略

注１ 不要の文字は、抹消すること。

２ 省略

３ 省略

注

１ 省略

２ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第２２号
児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則

（児童福祉法施行細則の一部改正）

第１条 児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第２３号の４（第２３条の４関係） 養育里親（専門里親）・養子

縁組希望里親・親族里親家庭調査票

省略

省略

省略 省略

３ 児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）、児童

買春、児童ポルノに係

る行為等の処罰及び児

童の保護等に関する法

律（平成１１年法律第５２

号）、社会福祉法（昭

和２６年法律第４５号）、

児童扶養手当法（昭和

３６年法律第２３８号）、特

別児童扶養手当等の支

給に関する法律（昭和

３９年法律第１３４号）、児

童手当法 （昭和４６年

法律第７３号）又は平成

２２年度における子ども

手当の支給に関する法

律（平成２２年法律第１９

号）の規定により罰金

の刑に処せられ、その

執行を終わり、又は執

行を受けることがなく

３ 児童福祉法、

児童買春、児童

ポルノに係る行

為等の処罰及び

児童の保護等に

関する法律、社

会福祉法、児童

扶養手当法、特

別児童扶養手当

等の支給に関す

る法律、児童手

当法又は平成２２

年度における子

ども手当の支給

に関する法律の

規定により罰金

の刑に処せら

れ、その執行を

終わり、又は執

行を受けること

がなくなるまで

の者

申

請 欠 欠

者 格 格

に 事 □ 事 □

つ 由 無 由 無

い 該 該

て 当 □ 当 □

の の 有 の 有

事 有 有

項 無 無

様式第２３号の４（第２３条の４関係） 養育里親（専門里親）・養子

縁組希望里親・親族里親家庭調査票

省略

省略

省略 省略

３ 児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）、児童

買春、児童ポルノに係

る行為等の処罰及び児

童の保護等に関する法

律（平成１１年法律第５２

号）、社会福祉法（昭

和２６年法律第４５号）、

児童扶養手当法（昭和

３６年法律第２３８号）、特

別児童扶養手当等の支

給に関する法律（昭和

３９年法律第１３４号）又は

児童手当法（昭和４６年

法律第７３号）

の規定により罰金

の刑に処せられ、その

執行を終わり、又は執

行を受けることがなく

３ 児童福祉法、

児童買春、児童

ポルノに係る行

為等の処罰及び

児童の保護等に

関する法律、社

会福祉法、児童

扶養手当法、特

別児童扶養手当

等の支給に関す

る法律又は児童

手当法

の

規定により罰金

の刑に処せら

れ、その執行を

終わり、又は執

行を受けること

がなくなるまで

の者

申

請 欠 欠

者 格 格

に 事 □ 事 □

つ 由 無 由 無

い 該 該

て 当 □ 当 □

の の 有 の 有

事 有 有

項 無 無

改 正 後 改 正 前
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なるまでの者

省略 省略

省略

注 省略

（生活保護法施行細則の一部改正）

第２条 生活保護法施行細則（昭和５６年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第１４号（第５条関係） 生活保護法による保護申請書

省略

別紙１ 省略

別紙２ 収入申告書

（表）

省略

１ 省略

２ 恩給、年金等による収入（受けているものを○で囲んで

ください。）

有

・

無

国民年金、厚生年金、恩給、児童手当、子ど

も手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、

雇用保険、傷病手当金、その他（

）

省略

３ 省略

省略

（裏） 省略

別紙３ 省略

（中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則の一部改正）

第３条 中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則（平成２０年愛媛県規則第４１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第２号（第５条関係） 支援給付申請書

省略

別紙１ 省略

別紙２（その１） 収入申告書（新規用）

（表）

省略

１ 省略

２ 恩給、年金等による収入（受けているものを○で囲んで

ください。）

有

・

無

国民年金、厚生年金、恩給、児童手当、子ど

も手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、

雇用保険、傷病手当金、その他（

）

省略

３ 省略

省略

（裏） 省略

別紙２（その２） 収入申告書（継続用（一世世帯用））

なるまでの者

省略 省略

省略

注 省略

様式第１４号（第５条関係） 生活保護法による保護申請書

省略

別紙１ 省略

別紙２ 収入申告書

（表）

省略

１ 省略

２ 恩給、年金等による収入（受けているものを○で囲んで

ください。）

有

・

無

国民年金、厚生年金、恩給、児童手当

、児童扶養手当、特別児童扶養手当、

雇用保険、傷病手当金、その他（

）

省略

３ 省略

省略

（裏） 省略

別紙３ 省略

様式第２号（第５条関係） 支援給付申請書

省略

別紙１ 省略

別紙２（その１） 収入申告書（新規用）

（表）

省略

１ 省略

２ 恩給、年金等による収入（受けているものを○で囲んで

ください。）

有

・

無

国民年金、厚生年金、恩給、児童手当

、児童扶養手当、特別児童扶養手当、

雇用保険、傷病手当金、その他（

）

省略

３ 省略

省略

（裏） 省略

別紙２（その２） 収入申告書（継続用（一世世帯用））

改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前
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（表）

省略

１ 省略

２ 恩給、年金等による収入（受けているものを○で囲んで

ください。）

有

・

無

国民年金、厚生年金、恩給、児童手当、子ど

も手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、

雇用保険、傷病手当金、その他（

）

省略

３ 省略

省略

（裏） 省略

別紙２（その３） 収入申告書（継続用（二世等世帯用））

（表）

省略

１ 省略

２ 恩給、年金等による収入（受けているものを○で囲んで

ください。）

有

・

無

国民年金、厚生年金、恩給、児童手当、子ど

も手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、

雇用保険、傷病手当金、その他（

）

省略

３ 省略

省略

（裏） 省略

別紙３ 省略

附 則

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

２ この規則施行の際現に第２条の規定による改正前の生活保護法施行細則様式第１４号の規定により提出されている書類又は第３条の規定

による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則様式第２号の規定により提出されている書類は、第２条の規定による改正

後の生活保護法施行細則様式第１４号の規定により提出された書類又は第３条の規定による改正後の中国残留邦人等に対する支援給付に関

する規則様式第２号の規定により提出された書類とみなす。

�愛媛県規則第２３号
愛媛県立子ども療育センター使用規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立子ども療育センター使用規則の一部を改正する規則

愛媛県立子ども療育センター使用規則（平成１９年愛媛県規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４６条関係） 別表第２（第４６条関係）

名称 区分 単位 金額 備考 名称 区分 単位 金額 備考

省略 省略

文書料 省略 文書料 省略

診療費納付証明書 省略 診療費納付証明書 省略

診療明細書（再発行の場合

に限る。）

１部 ８４０円

（表）

省略

１ 省略

２ 恩給、年金等による収入（受けているものを○で囲んで

ください。）

有

・

無

国民年金、厚生年金、恩給、児童手当

、児童扶養手当、特別児童扶養手当、

雇用保険、傷病手当金、その他（

）

省略

３ 省略

省略

（裏） 省略

別紙２（その３） 収入申告書（継続用（二世等世帯用））

（表）

省略

１ 省略

２ 恩給、年金等による収入（受けているものを○で囲んで

ください。）

有

・

無

国民年金、厚生年金、恩給、児童手当

、児童扶養手当、特別児童扶養手当、

雇用保険、傷病手当金、その他（

）

省略

３ 省略

省略

（裏） 省略

別紙３ 省略
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省略 省略

省略 省略

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２４号
愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則（昭和３０年愛媛県規則第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県

条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、愛媛

県産業技術研究所の使用料及び手数料の額を次のとおり定める。

使用料

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県

条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、愛媛

県産業技術研究所の使用料及び手数料の額を次のとおり定める。

使用料

区分 種別 細別 単位 金額 備考 区分 種別 細別 単位 金額 備考

技術

開発

関係

機械金属

用機器

１～２１ 省

略

技術

開発

関係

機械金属

用機器

１～２１ 省

略

２２ プロジ

ェクショ

ンオプチ

メーター

１時間 ４２０円

２３ 電解研

摩装置

１時間 ５２０円

２２ 省略 ２４ 省略

２３ 省略 ２５ 省略

２４ 省略 ２６ 省略

２５ ハイス

ピードビ

デオ

１時間 ４２０円 ２７ ハイス

ピードビ

デオ

１時間 ７３０円

２６ 省略 ２８ 省略

２９ 振動騒

音測定装

置

１時間 ４２０円

３０ シンク

ロスコー

プ

１時間 ４２０円

２７ 省略 ３１ 省略

３２ 温度測

定記録装

置

１時間 ６３０円

２８ 省略 ３３ 省略

２９ 省略 ３４ 省略

３０ 省略 ３５ 省略
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３１ 省略 ３６ 省略

３２ 省略 ３７ 省略

３３ 省略 ３８ 省略

３４ 省略 ３９ 省略

４０ 電磁オ

シログラ

フ

１時間 ４２０円

３５ 省略 ４１ 省略

４２ データ

解析処理

装置

１時間 ６３０円

３６ 省略 ４３ 省略

３７ 省略 ４４ 省略

３８ 省略 ４５ 省略

３９ 省略 ４６ 省略

４０ 省略 ４７ 省略

４１ 省略 ４８ 省略

４９ 回転曲

げ疲労試

験機

１時間 ４２０円

５０ メルト

インデク

サー

１時間 ４２０円

５１ ペン書

オシログ

ラフ

１時間 ５２０円

５２ 低温保

持装置

１時間 ５２０円

４２ 省略 ５３ 省略

４３ 省略 ５４ 省略

４４ 省略 ５５ 省略

４５ 省略 ５６ 省略

４６ 省略 ５７ 省略

４７ 省略 ５８ 省略

４８ 省略 ５９ 省略

４９ 省略 ６０ 省略

５０ 省略 ６１ 省略

５１ Ｘ線マ

イクロア

ナライザ

ー

１時間 ８４０円

５２ 炭素硫

黄同時分

析装置

１時間 ２，５２０円

５３ 酸素窒

素同時分

析装置

１時間 １，５７０円
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５４ 放電プ

ラズマ焼

結機

１時間 ２，７３０円

５５ 金属顕

微鏡

１時間 ５２０円

電子用機

器

１～３ 省

略

電子用機

器

１～３ 省

略

４ ロジッ

クアナラ

イザー

１時間 ５２０円

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

１０ ピコア

ンメータ

ー

１時間 ５２０円

９ 省略 １１ 省略

１０ 省略 １２ 省略

１１ 省略 １３ 省略

１４ ひずみ

率計

１時間 ４２０円

１５ 周波数

カウンタ

ー

１時間 ４２０円

１２ 省略 １６ 省略

１７ パルス

ジェネレ

ーター

１時間 ４２０円

１８ 波形デ

ジタイザ

ー

１時間 ６３０円

１３ 省略 １９ 省略

１４ 省略 ２０ 省略

１５ 省略 ２１ 省略

１６ 省略 ２２ 省略

１７ 省略 ２３ 省略

１８ 省略 ２４ 省略

２５ シンセ

サイズド

信号発生

器

１時間 ５２０円

１９ 省略 ２６ 省略

２０ 省略 ２７ 省略

２１ 省略 ２８ 省略

２２ 省略 ２９ 省略
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２３ 省略 ３０ 省略

２４ 省略 ３１ 省略

３２ ロック

インアン

プ

１時間 ４２０円

３３ カーブ

トレーサ

ー

１時間 ５２０円

２５ 省略 ３４ 省略

３５ デジタ

ル圧力計

１時間 ４２０円

２６ 省略 ３６ 省略

２７ 省略 ３７ 省略

２８ 省略 ３８ 省略

３９ 実体顕

微鏡

１時間 ５２０円

２９ 省略 ４０ 省略

３０ 省略 ４１ 省略

３１ 省略 ４２ 省略

３２ 省略 ４３ 省略

３３ 省略 ４４ 省略

３４ 省略 ４５ 省略

３５ 省略 ４６ 省略

３６ 省略 ４７ 省略

３７ 音響特

性測定装

置

１時間 ４２０円

３８ ＥＭＩ

測定シス

テム

１時間 ４２０円

３９ 高周波

信号収集

解析装置

１時間 ４２０円

４０ 多信号

情報高速

収集装置

１時間 ４２０円

４１ 周波数

特性分析

器

１時間 ５２０円

化学用機

器

１～２１ 省

略

化学用機

器

１～２１ 省

略

２２ 粉砕機 １時間 ７３０円 ジェ

ット

気流

２３ 射出成

形機

１時間 １，７８０円
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２４ ホット

プレス

１時間 １，３６０円

２５ マッフ

ル炉

１時間 ４２０円

２６ 電気炉 １時間 ６３０円 シリ

コニ

ット

２７ 粉砕機 １時間 ５２０円 ロー

ル型

２８ 自動滴

定装置

１時間 ４２０円

２９ 細孔分

布等測定

装置

１時間 １，５７０円

３０ 混練性

試験機

１時間 １，０５０円

３１ ゼータ

電位測定

装置

１時間 ８４０円

３２ ＩＣＰ

発光分光

分析装置

１時間 １，８９０円

３３ ＨＰＬ

Ｃ／質量

分析計

１時間 １，８９０円

３４ 高分解

能観察装

置

１時間 ８４０円 ＦＥ

―Ｓ

ＥＭ

３５ 動的粘

弾性測定

装置

１時間 １，０５０円

食品

産業

関係

食品加工

用機器

１ 省略 食品

産業

関係

食品加工

用機器

１ 省略

２ 自動ア

ミノ酸分

析機

省略 ２ アミノ

酸自動分

析計

省略

３ 高温高

圧調理殺

菌装置

１時間 ８４０円 ３ 回転レ

トルト

１時間 ９４０円

４～９ 省

略

４～９ 省

略

１０ オーブ

ン

省略 ホイ

ロ付

き

１０ 試験焼

きオーブ

ン

省略

１１～１９ 省

略

１１～１９ 省

略

２０ ガスク

ロマトグ

ラフ

１時間 ６３０円 ２０ ガスク

ロマトグ

ラフ

１時間 ７３０円
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２１～２８ 省

略

２１～２８ 省

略

２９ 紫外可

視分光光

度計

省略 ２９ 分光光

度計

省略

３０ 高速液

体クロマ

トグラフ

１時間 ５２０円 ３０ 高速液

体クロマ

トグラフ

１時間 ６３０円

３１～４１ 省

略

３１～４１ 省

略

４２ 恒温恒

湿器

１時間 ５２０円

４３ ビスコ

グラフ

１時間 ４２０円

４４ 発泡果

実酒製造

装置

１時間 ４２０円

４５ 粒度分

布計

１時間 ４２０円 乾式

４６ マイク

ロチップ

電気泳動

装置

１時間 ４２０円

４７ 泳動観

察装置

１時間 ４２０円

４８ 生物顕

微鏡シス

テム

１時間 ４２０円

４９ 画像認

識システ

ム

１時間 ４２０円

５０ 高速大

容量遠心

機

１時間 ４２０円

５１ 高圧滅

菌処理機

１時間 ４２０円

５２ 粘度測

定装置

１時間 ４２０円

窯業

関係

焼成がま

及び炉

１ 電気炉 １回 ７，３５０円 ２０キ

ロワ

ット

窯業

関係

焼成がま

及び炉

１ 電気炉 １回 ７，６６０円 ２０キ

ロワ

ット

２・３ 省

略

２・３ 省

略

窯業用機

器

１～２２ 省

略

窯業用機

器

１～２２ 省

略

２３ バッチ

式微粉砕

機

１時間 １，４７０円
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２４ 高速混

合混練機

１時間 ５２０円

２５ 粒度分

布測定装

置

１時間 ５２０円 レー

ザー

式

２６ 湿式プ

レス成形

機

１時間 ４２０円

２７ 完全脱

気式圧力

鋳込装置

１時間 ４２０円

２８ 表 面

積・細孔

分布測定

器

１時間 ５２０円

２９ 焼結試

験装置

１時間 ４２０円

３０ 自然対

流式乾燥

機

１時間 ４２０円

３１ デジタ

ルマイク

ロスコー

プ

１時間 ４２０円

繊維

産業

関係

染織用機

器

１～１３ 省

略

繊維

産業

関係

染織用機

器

１～１３ 省

略

１４ パンチ

ングマシ

ン

１時間 ４２０円

１５ 電子サ

イクルマ

シン

１時間 ４２０円

１６ 自動型

彫機

１時間 ５２０円

１４ 省略 １７ 省略

１５ 省略 １８ 省略

１６ 省略 １９ 省略

１７ 省略 ２０ 省略

１８ 省略 ２１ 省略

１９ レピア

織機

１時間 ６３０円

２０ 電気透

析装置

１時間 ５２０円

２１ ＡＴＲ

赤外分光

光度測定

機

１時間 ４２０円

２２ 真空凍

結乾燥機

１時間 ４２０円
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２３ 高速ワ

インダー

１時間 ４２０円

２４ 経糸抱

合力試験

機

１時間 ６３０円

紙産

業関

係

省略 紙産

業関

係

省略

製紙用機

器

１ 高濃度

リファイ

ナー

１時間 ７３０円 製紙用機

器

１ ディス

ク型高濃

度リファ

イナー

１時間 ９４０円

２～２５ 省

略

２～２５ 省

略

省略 省略

物理試験

用機器

１～２１ 省

略

物理試験

用機器

１～２１ 省

略

２２ シート

フォーメ

ーション

テスター

１時間 ５２０円

２２ 省略 ２３ 省略

２３ 省略 ２４ 省略

２４ 省略 ２５ 省略

２５ 省略 ２６ 省略

２６ 省略 ２７ 省略

２７ 省略 ２８ 省略

２８ 省略 ２９ 省略

２９ 省略 ３０ 省略

３０ 省略 ３１ 省略

３１ 省略 ３２ 省略

３２ 省略 ３３ 省略

３３ 省略 ３４ 省略

化学試験

用機器

１～２８ 省

略

化学試験

用機器

１～２８ 省

略

２９ Ｘ線回

折装置

省略 ２９ Ｘ線回

析装置

省略

３０～３２ 省

略

３０～３２ 省

略

３３ 収束イ

オンビー

ム装置

１時間 ５２０円

３４ ガスク

ロマトグ

ラフ

１時間 ５２０円

省略 省略

省略 省略

注 省略

手数料

注 省略

手数料
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区分 種別 細別 単位 金額 区分 種別 細別 単位 金額

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ

省略

円 円 円

省略

円 円 円

繊維

産業

関係

省略 繊維

産業

関係

省略

染織

整理

等試

作加

工

１ 省略 染織

整理

等試

作加

工

１ 省略

２ 染色

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２ 染色

�～� 省略

� かすり染

色

� 省略

� 省略

� 省略

１キ

ログ

ラム

１，５７０ １，３６０ １，０５０

３～５ 省略 ３～５ 省略

省略 省略

省略 省略

注 省略 注 省略

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則（以下「新規則」という。）本則使用料の表及び手数料の表の規定は、

この規則の施行の日以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、同日前に徴収した使用料及び手数料については、なお従前の例に

よる。

３ 県内に住所又は事務所若しくは事業所を有する者に係る愛媛県産業技術研究所の使用料の額は、次の表期間の欄に掲げる期間は、新規

則本則使用料の表の規定及び愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則等の一部を改正する規則（平成２１年愛媛県規則

第１８号）附則第５項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分 種別 細別 単位 期間 備考

平成２２年４

月１日から

平成２３年３

月３１日まで

の間

平成２３年４

月１日から

平成２４年３

月３１日まで

の間

技術開発

関係

機械金属用機器 １ 焼鈍炉 １時間 １，５７０円 １，５７０円

２ 横フライス盤 １時間 １，０００円 １，０５０円

３ 立フライス盤 １時間 ８００円 ９４０円

４ 平面研削盤 １時間 １，５７０円 １，５７０円

５ ラジアルボール盤 １時間 ９４０円 ９４０円

６ ワイヤーカット放電加工機 １時間 １，４７０円 １，４７０円

７ 油圧帯のこ盤 １時間 ７３０円 ７３０円

８ 普通旋盤 １時間 １，１５０円 １，１５０円

９ シアーリングマシン １時間 ７３０円 ７３０円

１０ 炭酸ガスアーク半自動溶接機 １時間 ９４０円 ９４０円

１１ 交流アーク溶接機 １時間 ８００円 ８４０円

１２ 交直両用ＴＩＧ溶接機 １時間 ７３０円 ７３０円

１３ 高速湿式試料切断機 １時間 ７３０円 ７３０円
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１４ 万能材料試験機 １時間 １，１５０円 １，１５０円

１５ 万能工具顕微鏡 １時間 ７３０円 ７３０円

１６ 真円度測定機 １時間 ６００円 ６３０円

１７ 形状粗さ測定機 １時間 ６００円 ６３０円

１８ 光切断表面粗さ計 １時間 ２００円 ４００円

１９ 膜厚測定機 １時間 ２００円 ４００円

２０ 顕微鏡試料埋込機 １時間 ９４０円 ９４０円

２１ 顕微鏡試料研摩機 １時間 ９４０円 ９４０円

２２ 硬度計 １時間 ２００円 ４００円

２３ ビッカース硬度計 １時間 ２００円 ４００円

２４ シャルピー衝撃試験機 １時間 ２００円 ４００円

２５ ハイスピードビデオ １時間 ４２０円 ４２０円

２６ キャス試験機 １時間 ４２０円 ４２０円

２７ イオン窒化炉 １時間 ２，１００円 ２，１００円

２８ 恒温恒湿器 １時間 ６００円 ７３０円

２９ 高速小型精密旋盤 １時間 ６３０円 ６３０円

３０ サブマージドアーク溶接機 １時間 ２，８３０円 ２，８３０円

３１ マイクロプラズマ溶接機 １時間 ６３０円 ６３０円

３２ オートコリメーター １時間 ２００円 ４００円

３３ 極低温槽 １時間 ２００円 ４００円

３４ 軟Ｘ線撮影装置 １時間 １，５７０円 １，５７０円

３５ 迅速熱伝導率計 １時間 ４００円 ５２０円

３６ 静ひずみ測定装置 １時間 ２００円 ４００円

３７ 動ひずみ計 １時間 ２００円 ４００円

３８ 電動デジタルロックウエル硬度計 １時間 ２００円 ４００円

３９ 疲労試験機 １時間 １，１５０円 １，１５０円

４０ 摩耗試験機 １時間 ４２０円 ４２０円

４１ 円筒研削盤 １時間 ６００円 ６３０円

４２ ロール型粉砕機 １時間 ６００円 ６３０円

４３ デジタル変角光沢計 １時間 ２００円 ４００円

４４ ＮＣフライス盤 １時間 ７３０円 ７３０円

４５ 走査型レーザー顕微鏡 １時間 ８４０円 ８４０円

４６ 電子ビーム加工機 １時間 ８００円 ８４０円

４７ マイクロスコープ １時間 ６００円 ６３０円

４８ 超微小硬度計 １時間 ２００円 ４００円

４９ 万能投影機 １時間 ４２０円 ４２０円

５０ 精密三次元座標測定機 １時間 ４２０円 ４２０円

５１ Ｘ線マイクロアナライザー １時間 ８４０円 ８４０円

５２ 炭素硫黄同時分析装置 １時間 ２，５２０円 ２，５２０円

５３ 酸素窒素同時分析装置 １時間 １，５７０円 １，５７０円

５４ 放電プラズマ焼結機 １時間 ２，７３０円 ２，７３０円

５５ 金属顕微鏡 １時間 ５２０円 ５２０円

電子用機器 １ ノイズ試験装置 １時間 ４２０円 ４２０円

２ 波形解析システム １時間 ２００円 ４００円
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３ 電子計測システム １時間 ２００円 ４００円

４ 恒温恒湿器 １時間 ７３０円 ７３０円

５ デジタルパワーメーター １時間 ４００円 ５２０円

６ 直流安定化電源 １時間 ７３０円 ７３０円

７ 交流安定化電源 １時間 ４００円 ５２０円

８ スペクトラムアナライザー １時間 ４００円 ５２０円

９ ガウスメーター １時間 ４００円 ５２０円

１０ 超絶縁抵抗計 １時間 ２００円 ４００円

１１ 可変抵抗器 １時間 ２００円 ４００円

１２ シールド効果評価器 １時間 ２００円 ４００円

１３ 標準コンデンサーセット １時間 ４００円 ４２０円

１４ オシロスコープ １時間 ４００円 ５２０円

１５ 透磁率計 １時間 ２００円 ４００円

１６ 電波暗室 １時間 ２００円 ４００円

１７ シールド室 １時間 ２００円 ４００円

１８ 妨害波強度測定装置 １時間 ９４０円 ９４０円

１９ 複合環境試験装置 １時間 １，２６０円 １，２６０円

２０ 冷熱衝撃試験装置 １時間 ７３０円 ７３０円

２１ 衝撃試験装置 １時間 ７３０円 ７３０円

２２ ＬＦインピーダンスアナライザー １時間 ４００円 ５２０円

２３ ＲＦインピーダンスアナライザー １時間 ４００円 ５２０円

２４ ネットワークアナライザー １時間 ７３０円 ７３０円

２５ 加速寿命試験器 １時間 ７３０円 ７３０円

２６ ＦＦＴアナライザー １時間 ２００円 ４００円

２７ 耐電圧試験装置 １時間 ２００円 ４００円

２８ 三次元表面粗さ計 １時間 １，４７０円 １，４７０円

２９ 分光放射計 １時間 ６００円 ６３０円

３０ 光スペクトラムアナライザー １時間 ６００円 ６３０円

３１ 光パワーメーター １時間 ２００円 ４００円

３２ 精密切断機 １時間 ２００円 ４００円

３３ 雰囲気炉 １時間 ４００円 ５２０円

３４ イミュニティ試験装置 １時間 ９４０円 ９４０円

３５ 高周波ネットワークアナライザー １時間 １，０５０円 １，０５０円

３６ ミリ波ネットワークアナライザー １時間 ２００円 ４００円

３７ 音響特性測定装置 １時間 ４２０円 ４２０円

３８ ＥＭＩ測定システム １時間 ４２０円 ４２０円

３９ 高周波信号収集解析装置 １時間 ４２０円 ４２０円

４０ 多信号情報高速収集装置 １時間 ４２０円 ４２０円

４１ 周波数特性分析器 １時間 ５２０円 ５２０円

化学用機器 １ 画像処理装置 １時間 １，８９０円 １，８９０円

２ 粒度分布測定装置 １時間 ６００円 ６３０円

３ 測色色差計 １時間 ４００円 ５２０円

４ プラスチック試料調整装置 １時間 ４００円 ５２０円

５ ロール機 １時間 ６００円 ６３０円
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６ 自動プレス １時間 ８４０円 ８４０円

７ 偏光顕微鏡 １時間 ４００円 ５２０円

８ 押出し成形機 １時間 １，８９０円 １，８９０円

９ 耐候試験機 １時間 ６００円 ７３０円

１０ 熱分解ガスクロマトグラフ １時間 ２００円 ４００円

１１ 熱分析装置 １時間 ５２０円 ５２０円

１２ 二波長自記分光光度計 １時間 ６００円 ６３０円

１３ 微少平面曲面光度計 １時間 ４００円 ５２０円

１４ 接触角計 １時間 ２００円 ４００円

１５ イオンクロマトグラフ １時間 ９４０円 ９４０円

１６ 密度計 １時間 ４２０円 ４２０円

１７ フーリエ変換赤外分光光度計 １時間 ２００円 ４００円

１８ 摩擦測定機 １時間 ２００円 ４００円

１９ 自動遠心研磨機 １時間 ２００円 ４００円

２０ 自動乳鉢 １時間 ２００円 ４００円

２１ 万能材料試験機 １時間 ４２０円 ４２０円

２２ 粉砕機 １時間 ７３０円 ７３０円 ジェット気流

２３ 射出成形機 １時間 １，７８０円 １，７８０円

２４ ホットプレス １時間 １，３６０円 １，３６０円

２５ マッフル炉 １時間 ４２０円 ４２０円

２６ 電気炉 １時間 ６３０円 ６３０円 シリコニット

２７ 粉砕機 １時間 ５２０円 ５２０円 ロール型

２８ 自動滴定装置 １時間 ４２０円 ４２０円

２９ 細孔分布等測定装置 １時間 １，５７０円 １，５７０円

３０ 混練性試験機 １時間 １，０５０円 １，０５０円

３１ ゼータ電位測定装置 １時間 ８４０円 ８４０円

３２ ＩＣＰ発光分光分析装置 １時間 １，８９０円 １，８９０円

３３ ＨＰＬＣ／質量分析計 １時間 １，８９０円 １，８９０円

３４ 高分解能観察装置 １時間 ８４０円 ８４０円 ＦＥ―ＳＥＭ

３５ 動的粘弾性測定装置 １時間 １，０５０円 １，０５０円

食品産業

関係

食品加工用機器 １ 超遠心分離機 １時間 ５２０円 ５２０円

２ 自動アミノ酸分析機 １時間 ２，５２０円 ２，５２０円

３ 高温高圧調理殺菌装置 １時間 ８４０円 ８４０円

４ テクスチュロメーター １時間 ２，６２０円 ２，６２０円

５ 微生物検査装置 １回 ７３０円 ７３０円

６ ガス置換包装機 １時間 ４００円 ５２０円

７ コンタクトフリーザー １時間 ６００円 ６３０円

８ 真空冷凍乾燥機 １時間 ４２０円 ６３０円

９ 簡易くん煙装置 １時間 ４００円 ６３０円

１０ オーブン １時間 ６３０円 ６３０円 ホイロ付き

１１ 搾汁機 １時間 ２００円 ４００円
きく

１２ 小型パッケージ自動製麹装置 １時間 ８００円 ８４０円

１３ 遠赤外線乾燥器 １時間 ６００円 ６３０円

１４ 凍結粉砕機 １時間 ４００円 ５２０円
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１５ 造粒試験機 １時間 ６００円 ６３０円

１６ 細胞融合装置 １時間 ６００円 ６３０円

１７ 多孔質管分離型反応装置 １時間 ４００円 ５２０円

１８ 超臨界ガス抽出装置 １時間 ９４０円 ９４０円

１９ 真空低温乾燥器 １時間 ２００円 ４００円

２０ ガスクロマトグラフ １時間 ６００円 ６３０円
いり

２１ 煎機 １時間 ２００円 ４００円

２２ 糖衣機 １時間 １，０００円 １，２６０円

２３ スーパーマスコロイダー １時間 ４００円 ５２０円

２４ マイクロ波減圧乾燥装置 １時間 ９４０円 ９４０円

２５ 遠心液液分配クロマトグラフ １時間 ７３０円 ７３０円

２６ 水分活性測定装置 １時間 ２００円 ４００円

２７ 遠赤外線焼物機 １時間 ４００円 ５２０円

２８ フードカッター １時間 ４００円 ５２０円

２９ 紫外可視分光光度計 １時間 ４００円 ５２０円

３０ 高速液体クロマトグラフ １時間 ５２０円 ５２０円

３１ 原子吸光分光光度計 １時間 ２，３１０円 ２，３１０円
びん

３２ 天秤 １時間 ２００円 ４００円

３３ 冷却遠心器 １時間 ４２０円 ４２０円

３４ 測色計 １時間 ４２０円 ４２０円

３５ 自動温度測定器 １時間 ４２０円 ４２０円

３６ 無菌ボックス １時間 ４２０円 ４２０円

３７ レオ・メーター １時間 ４２０円 ４２０円

３８ ＦＰＤガスクロマトグラフィ １時間 ４２０円 ５２０円

３９ 実体顕微鏡 １時間 ２００円 ４００円

４０ 水分計 １時間 ４２０円 ４２０円

４１ 屈折計 １時間 ２００円 ４００円

４２ 恒温恒湿器 １時間 ５２０円 ５２０円

４３ ビスコグラフ １時間 ４２０円 ４２０円

４４ 発泡果実酒製造装置 １時間 ４２０円 ４２０円

４５ 粒度分布計 １時間 ４２０円 ４２０円 乾式

４６ マイクロチップ電気泳動装置 １時間 ４２０円 ４２０円

４７ 泳動観察装置 １時間 ４２０円 ４２０円

４８ 生物顕微鏡システム １時間 ４２０円 ４２０円

４９ 画像認識システム １時間 ４２０円 ４２０円

５０ 高速大容量遠心機 １時間 ４２０円 ４２０円

５１ 高圧滅菌処理機 １時間 ４２０円 ４２０円

５２ 粘度測定装置 １時間 ４２０円 ４２０円

窯業関係 焼成がま及び炉 １ 電気炉 １回 ７，３５０円 ７，３５０円 ２０キロワット

２ 電気炉 １回 ４，０９０円 ４，０９０円 １２キロワット

３ 電気炉 １回 ３，９９０円 ３，９９０円 １０キロワット

窯業用機器 １ ボールミル １時間 ６００円 ６３０円 処理能力１５０キログラム

２ ボールミル １時間 ４２０円 ４２０円 処理能力５０キログラム

３ ボールミル １時間 ２００円 ４００円 処理能力６キログラム以下
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４ 真空土練機 １時間 ６３０円 ６３０円

５ クラッシャー １時間 ５２０円 ５２０円

６ スタンパー １時間 ６００円 ６３０円 小型

７ 脱鉄器 １時間 ６２０円 ６３０円

８ フィルタープレス １時間 ７３０円 ７３０円

９ 機械乳鉢 １時間 ４００円 ５２０円

１０ 標準ふるい １時間 ２００円 ４００円

１１ 衝撃強度測定解析装置 １時間 ５２０円 ５２０円

１２ たたら成形機 １時間 ６３０円 ６３０円

１３ サンドブラスト １時間 ８４０円 ８４０円

１４ 材料試験機 １時間 ４２０円 ４２０円

１５ Ｘ線分析装置 １時間 １，８９０円 １，８９０円

１６ 熱風乾燥器 １時間 ４２０円 ４２０円

１７ 超低温恒温恒湿器 １時間 ４２０円 ５２０円
かわら

１８ 瓦 曲げ試験機 １時間 ４２０円 ４２０円

１９ 赤外線水分計 １時間 ４２０円 ４２０円

２０ 実体顕微鏡 １時間 ４２０円 ４２０円

２１ 細孔分布測定装置 １時間 １，４７０円 １，４７０円

２２ 走査型電子顕微鏡 １時間 ４２０円 ４２０円

２３ バッチ式微粉砕機 １時間 １，４７０円 １，４７０円

２４ 高速混合混練機 １時間 ５２０円 ５２０円

２５ 粒度分布測定装置 １時間 ５２０円 ５２０円 レーザー式

２６ 湿式プレス成形機 １時間 ４２０円 ４２０円

２７ 完全脱気式圧力鋳込装置 １時間 ４２０円 ４２０円

２８ 表面積・細孔分布測定器 １時間 ５２０円 ５２０円

２９ 焼結試験装置 １時間 ４２０円 ４２０円

３０ 自然対流式乾燥機 １時間 ４２０円 ４２０円

繊維産業

関係

染織用機器 １ 整経機 １時間 ４００円 ８００円
ねん

２ 撚糸機 １時間 ４００円 ７３０円

３ 電子顕微鏡 １時間 ７３０円 ７３０円

４ アップツイスター １時間 ５２０円 ５２０円

５ ダブルカバーリングマシーン １時間 ４２０円 ５２０円

６ アレンジワインダー １時間 ４２０円 ４２０円

７ 多色染型高温高圧チーズ染色機 １時間 １，０５０円 １，０５０円

８ 高温高圧製品染色処理機 １時間 ８４０円 ８４０円

９ デザイン企画総合支援システム １時間 ６２０円 ６３０円

１０ 真空糸蒸機 １時間 １，０５０円 １，０５０円

１１ 染色乾燥仕上加工機 １時間 ７３０円 ７３０円

１２ 引張圧縮試験機 １時間 ４２０円 ５２０円

１３ 真空式赤外線乾燥計量器 １時間 ４２０円 ４２０円
かせ

１４ 綛糸巻き返しワインダー １時間 ４２０円 ４２０円

１５ 電動式検尺器 １時間 ４２０円 ４２０円

１６ 顕微鏡システム １時間 ８４０円 ８４０円

１７ 高温高圧チーズ染色乾燥機 １時間 ６２０円 ６３０円
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１８ オーバーマイヤー染色機 １時間 ５２０円 ５２０円

１９ レピア織機 １時間 ６３０円 ６３０円

２０ 電気透析装置 １時間 ５２０円 ５２０円

２１ ＡＴＲ赤外分光光度測定機 １時間 ４２０円 ４２０円

２２ 真空凍結乾燥機 １時間 ４２０円 ４２０円

２３ 高速ワインダー １時間 ４２０円 ４２０円

２４ 経糸抱合力試験機 １時間 ６３０円 ６３０円

紙産業関

係

共同研究室 １平方

メート

ル１月

１，１６０円 １，１６０円

研修室 １時間 １，７２０円 １，７２０円

控室 １時間 １６０円 １６０円

会議室 １時間 １６０円 １６０円

製紙用機器 １ 高濃度リファイナー １時間 ７３０円 ７３０円

２ 自動式ＰＦＩミル １時間 ８４０円 ８４０円

３ カナディアン型こう解度試験機 １時間 ２００円 ４００円

４ 抄紙機 １時間 １１，０００円 １２，１８０円

５ シートマシン抄紙機 １時間 ４００円 ８００円

６ 回転型乾燥機 １時間 ４２０円 ５２０円

７ 湿紙乾燥装置 １時間 ２００円 ４００円

８ 浮選試験機 １時間 ２００円 ４００円

９ パルパー １時間 ４００円 ５２０円

１０ サイズプレス装置 １時間 ２，６２０円 ２，６２０円

１１ 高温用回転型乾燥機 １時間 ４２０円 ６３０円

１２ 打解機 １時間 ４２０円 ４２０円

１３ ビーター １時間 ６２０円 ６３０円

１４ ナギナタビーター １時間 ４２０円 ５２０円
す

１５ 手漉き道具 １時間 ４２０円 ５２０円

１６ 自動プレス機 １時間 ４２０円 ５２０円

１７ 三角蒸気乾燥機 １時間 ４２０円 ６３０円

１８ ナイヤガラビーター １時間 ４２０円 ５２０円

１９ ゼータ電位計 １時間 ５２０円 ５２０円

２０ 粒子電荷計 １時間 １，３６０円 １，３６０円

２１ オートクレーブ １時間 ４２０円 ５２０円

２２ パルプ離解機 １時間 ４２０円 ４２０円

２３ 試験用パルパー １時間 １，０５０円 １，０５０円

２４ 試験用ビーター １時間 １，０５０円 １，０５０円

２５ 手動式シートマシン １時間 ６３０円 ６３０円

紙加工用機器 １ 熱カレンダー １時間 １，０５０円 １，０５０円

２ 多目的不織布製造装置 １時間 ５，０８０円 ７，７７０円

３ ホットプレス １時間 ９４０円 ９４０円

４ 卓上型塗工機 １時間 ４００円 ５２０円

５ 乾式破砕装置 １時間 ６００円 ６３０円

６ オートミル １時間 ４００円 ５２０円

愛 媛 県 報平成２２年３月３１日 第２１５３号外１

２３



７ プロッター １時間 ４２０円 ６３０円

８ カラー印刷機 １時間 ８４０円 ８４０円

９ 写真撮影システム １時間 ４２０円 ５２０円

１０ スクリーン印刷機 １時間 ７３０円 ７３０円
ねん

１１ 撚糸機 １時間 ４２０円 ４２０円

１２ ロータリースクリーンコーター １時間 １，３６０円 １，３６０円

１３ マルチコーター １時間 ４，９３０円 ４，９３０円

１４ テスト用エンボス加工機 １時間 ５２０円 ５２０円

１５ ボールミル １時間 ４２０円 ４２０円

物理試験用機器 １ 伸縮度試験機 １時間 １，０００円 １，６８０円

２ 燃焼性試験機 １時間 ４００円 ５２０円

３ 引張圧縮試験機 １時間 ４２０円 ５２０円

４ 柔軟度試験機 １時間 ２００円 ４００円

５ 電子式水分計 １時間 ２００円 ４００円

６ 剛度試験機 １時間 ２００円 ４００円

７ 恒温恒湿器 １時間 ４２０円 ４２０円

８ 紫外線検出器 １時間 ２００円 ４００円

９ 熱傾斜試験機 １時間 ６００円 ６３０円

１０ 繊維配向性試験機 １時間 ８４０円 ８４０円

１１ 繊維長分布測定装置 １時間 １，６８０円 １，６８０円

１２ ドレープテスター １時間 ６００円 ６３０円

１３ 吸油度試験機 １時間 ８００円 ８４０円

１４ 摩擦感テスター １時間 ４００円 ５２０円

１５ 通気性試験機 １時間 ４００円 ５２０円

１６ ハンディ圧縮試験機 １時間 ８４０円 ８４０円

１７ 全自動紙物性測定装置 １時間 ２００円 ４００円

１８ 生物顕微鏡 １時間 ４２０円 ７３０円

１９ 実体顕微鏡 １時間 ４２０円 ５２０円

２０ 光沢度計 １時間 ４２０円 ４２０円

２１ 白色度計 １時間 ４２０円 ５２０円

２２ 材料万能試験機 １時間 ４２０円 ４２０円

２３ 水蒸気透過度試験機 １時間 ４２０円 ４２０円

２４ ガス透過度試験機 １時間 ４２０円 ５２０円

２５ 耐候性試験機 １時間 ６２０円 ６３０円

２６ 自動細孔測定装置 １時間 ４２０円 ５２０円

２７ 粒度分布測定装置 １時間 ４２０円 ５２０円

２８ 万能投影機 １時間 ２００円 ４００円

２９ 高圧型破裂度試験機 １時間 ４２０円 ５２０円

３０ 軽荷重引裂度試験機 １時間 ４２０円 ４２０円

３１ クラーク剛度試験機 １時間 ４２０円 ４２０円

３２ ハンドルオメーター １時間 ４２０円 ４２０円

３３ 強制循環式恒温機 １時間 ４２０円 ４２０円

化学試験用機器 １ 遠心分離機 １時間 ２００円 ４００円

２ ＰＨ測定器 １時間 ２００円 ４００円
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３ ホモミキサー １時間 ２００円 ４００円

４ 電気マッフル炉 １時間 ４２０円 ４２０円

５ 自動滴定装置 １時間 ４００円 ５２０円

６ 倒立型蛍光顕微鏡 １時間 ６００円 ６３０円

７ 顕微赤外分光光度計 １時間 １，０４０円 １，０５０円

８ 原子吸光分光光度計 １時間 ６００円 ７３０円

９ 熱分解ＧＣ／ＭＳ分析装置 １時間 １，１５０円 １，１５０円

１０ 蛍光Ｘ線分析装置 １時間 ７３０円 ７３０円

１１ 低真空走査型電子顕微鏡 １時間 １，５７０円 １，５７０円
かくはん

１２ 撹拌機 １時間 ２００円 ４００円

１３ ホットスターラー １時間 ４２０円 ４２０円

１４ 恒温機 １時間 ４２０円 ４２０円

１５ 低温恒温水槽 １時間 ４２０円 ４２０円

１６ ウォーターバス １時間 ４２０円 ４２０円

１７ オイルバス １時間 ２００円 ４００円

１８ クールスターラー １時間 ２００円 ４００円

１９ ホモジナイザー １時間 ２００円 ４００円

２０ デジタルマイクロスコープ １時間 ４２０円 ４２０円

２１ 高速液体クロマトグラフ １時間 ９４０円 ９４０円

２２ 固液界面解析システム １時間 ４２０円 ４２０円
かくはん

２３ 撹拌脱泡機 １時間 ４２０円 ５２０円

２４ 高圧蒸気滅菌器 １時間 ４２０円 ４２０円

２５ クリーンベンチ １時間 ４２０円 ４２０円

２６ ロータリーエバポレーター １時間 ４２０円 ４２０円

２７ ウォーターバスインキュベーター １時間 ４２０円 ４２０円

２８ 熱分析装置 １時間 ６２０円 ６３０円

２９ Ｘ線回折装置 １時間 ５２０円 ５２０円

３０ プラズマ発光分光分析装置 １時間 １，５７０円 １，５７０円

３１ 分光光度計 １時間 ５２０円 ５２０円
びん

３２ 電子天秤 １時間 ４２０円 ４２０円

３３ 収束イオンビーム装置 １時間 ５２０円 ５２０円

３４ ガスクロマトグラフ １時間 ５２０円 ５２０円

研修用機器 １ パソコン用プロジェクター １時間 ４２０円 ４２０円

建設関係 土木用機器 １ 電動式自動ふるい装置 １時間 ４２０円 ４２０円

２ モルタルミキサー １時間 ４２０円 ４２０円

３ 傾胴型試験用ミキサー １時間 ４２０円 ４２０円

４ コンクリート圧縮試験機 １時間 ６３０円 ６３０円

５ 試料切断機 １時間 ４２０円 ５２０円

６ 供試体研磨機 １時間 ５２０円 ５２０円

７ 土の一軸圧縮試験機 １時間 ４２０円 ４２０円

８ 土の変水位透水試験機 １時間 ４２０円 ５２０円

９ 土の自動突き固め装置 １時間 ５２０円 ５２０円

１０ 土のＣＢＲ試験機 １時間 ５２０円 ５２０円

１１ 土の定水位透水試験機 １時間 ４２０円 ４２０円
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１２ 土の液性限界試験機 １時間 ２００円 ４００円

注１ 使用時間が３０分以下のときは半額（１０円未満切捨て）とし、３０分を超えるときは１時間に満たないときでも１時間として計算す

る。

２ 窯業技術センターにおける焼成がま及び炉の使用料は、素焼の場合は、この表に定める額の２分の１（１０円未満切捨て）とする。

３ １の規定にかかわらず、紙産業技術センターにおける共同研究室、研修室、控室及び会議室の使用料は、使用時間が１時間に満た

ないときは１時間とし、使用期間が１月に満たないときは１月として計算する。

４ 紙産業技術センターにおける共同研究室の１月の使用料は、この表に定める額に部屋の面積を乗じた額（１０円未満切捨て）とする。

（愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則等の一部を改正する規則の一部改正）

４ 愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則等の一部を改正する規則（平成２１年愛媛県規則第１８号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（経過措置）

５ 県内に住所又は事務所若しくは事業所を有する者に係る愛媛県

産業技術研究所の使用料及び手数料の額は、次の表期間の欄に掲

げる期間は、新産業技術研究所規則本則使用料の表及び手数料の

表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

使用料 省略

手数料

附 則

（経過措置）

５ 県内に住所又は事務所若しくは事業所を有する者に係る愛媛県

産業技術研究所の使用料及び手数料の額は、次の表期間の欄に掲

げる期間は、新産業技術研究所規則本則使用料の表及び手数料の

表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

使用料 省略

手数料

区分 種別 細別 単位 期間 区分 種別 細別 単位 期間

平成２２年４月１

日から平成２３年

３月３１日までの

間

平成２３年４月１

日から平成２４年

３月３１日までの

間

平成２２年４月１

日から平成２３年

３月３１日までの

間

平成２３年４月１

日から平成２４年

３月３１日までの

間

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ

省略

円 円 円 円 円 円

省略

円 円 円 円 円 円

繊維

産業

関係

省略 繊維

産業

関係

省略

染織

整理

等試

作加

工

１

省略

染織

整理

等試

作加

工

１

省略

２

染

色

�

～

�

省

略

�

２

染

色

�

～

�

省

略

�

か

す

り

染

色

�

１キ

ログ

ラム

１，４

２０

１，０

００

６００ １，５

７０

１，３

６０

１，０

５０
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省

略

�

省

略

�

省

略

省

略

�

省

略

�

省

略

３～

５

省略

３～

５

省略

省略 省略

省略 省略

注 省略 注 省略

�愛媛県規則第２５号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（支出決議書の作成）

第４３条 支出命令者は、支出決議書又は支出負担行為書兼決議書

を、債権者から提出された請求書（官公署の発行する納入告知書

その他これに準ずるものを含む。以下同じ。）により、支出科目

別及び債権者別並びに直接払、隔地払及び口座振替ごとに作成し

なければならない。ただし、次に掲げる経費については、請求書

によらないで支出決議書又は支出負担行為書兼決議書を作成する

ことができる。

� 省略

� 児童手当及び子ども手当

�～� 省略

� 児童手当法（昭和４６年法律第７３号）及び平成２２年度における

子ども手当の支給に関する法律（平成２２年法律第１９号）に基づ

く負担金

	～
 省略

２ 省略

（資金前渡のできる経費）

第４９条 資金前渡をすることができる経費は、令第１６１条第１項第

１号から第１４号まで及び第１６号に規定するもののほか、次に掲げ

るものとする。

� 児童手当及び子ども手当

�～� 省略

（給与等の支払の方法）

第７５条 報酬、法第２０４条の規定による給料及び手当（退職手当を

除く。）、賃金（日日雇用する者の賃金を除く。）並びに児童手

（支出決議書の作成）

第４３条 支出命令者は、支出決議書又は支出負担行為書兼決議書

を、債権者から提出された請求書（官公署の発行する納入告知書

その他これに準ずるものを含む。以下同じ。）により、支出科目

別及び債権者別並びに直接払、隔地払及び口座振替ごとに作成し

なければならない。ただし、次に掲げる経費については、請求書

によらないで支出決議書又は支出負担行為書兼決議書を作成する

ことができる。

� 省略

� 児童手当

�～� 省略

� 児童手当法（昭和４６年法律第７３号）

に基づ

く負担金

	～
 省略

２ 省略

（資金前渡のできる経費）

第４９条 資金前渡をすることができる経費は、令第１６１条第１項第

１号から第１４号まで及び第１６号に規定するもののほか、次に掲げ

るものとする。

� 児童手当

�～� 省略

（給与等の支払の方法）

第７５条 報酬、法第２０４条の規定による給料及び手当（退職手当を

除く。）、賃金（日日雇用する者の賃金を除く。）並びに児童手
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当及び子ども手当（以下「給与等」という。）は、口座振替の方

法により職員に支払う場合を除き、給与等の資金前渡担任者（以

下「給与資金前渡担任者」という。）に資金を前渡して支払をさ

せるものとする。ただし、資金前渡の方法により難いときは、こ

の限りでない。

（歳入歳出外現金等の区分）

第１１５条 県が保管する歳入歳出外現金等は、次表により区分する

ものとする。

当 （以下「給与等」という。）は、口座振替の方

法により職員に支払う場合を除き、給与等の資金前渡担任者（以

下「給与資金前渡担任者」という。）に資金を前渡して支払をさ

せるものとする。ただし、資金前渡の方法により難いときは、こ

の限りでない。

（歳入歳出外現金等の区分）

第１１５条 県が保管する歳入歳出外現金等は、次表により区分する

ものとする。

歳入歳出外現金 省略

省略

歳入歳出外現金 省略

医療技術大学奨学研究費交付金

省略

省略 省略

（入札保証金に代わる担保）

第１３６条 令第１６７条の７第２項の規定により入札保証金の納付にか

えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとす

る。

�・� 省略

� 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を

地区とする信用金庫連合会の発行する債券

� 省略

２ 省略

様式第１号（第６条関係） 出納員その他の会計職員異動届

（入札保証金に代わる担保）

第１３６条 令第１６７条の７第２項の規定により入札保証金の納付にか

えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとす

る。

�・� 省略

� 資金運用部資金法（昭和２６年法律第１００号）第７条第１項第

９号の規定による金融債

� 省略

２ 省略

様式第１号（第６条関係） 出納員その他の会計職員異動届

省略 省略

注 １ 省略

２ 設置場所欄には、当該出納員その他の会計職員が会計事

務を担当する本庁各課又は地方機関（支所等）名を記入す

ること。

３～５ 省略

注 １ 省略

２ 設置場所欄には、当該出納員その他の会計職員が会計事

務を担当する本庁各課又は地方機関（分場等）名を記入す

ること。

３～５ 省略

様式第４４号（その１）中「児童手当」を「児童子ども」に改める。

様式第４６号（その２）中「児童手当」を「児童・子」に改める。

様式第４７号（その１）中「児童手当」を「児童子ども」に改める。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県告示第４２２号
愛媛県がん対策推進委員会規程を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県がん対策推進委員会規程

（趣旨）

第１条 この規程は、愛媛県がん対策推進条例（平成２２年愛媛県条例第２６号）第１２条第６項の規定に基づき、愛媛県がん対策推進委員会

（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（委員）

第２条 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

２ 知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行が

あると認めるときは、その委員を罷免することがある。

（会長及び副会長）

第３条 委員会に会長及び副会長各１人を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
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監査委員規程

�������
�愛媛県告示第４２３号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令

（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとおり公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県東予地方局四国中央土木事

務所に備え置いて縦覧に供する。

平成２２年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 河川の名称

二級河川契川水系契川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成２２年３月３１日

３ 廃川敷地等の位置

四国中央市妻鳥町字上屋敷２０６２番３地先から２０５９番１地先の公

有地地先まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ２０４．９３平方メートル

３ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（会議）

第４条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

２ 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（意見の聴取）

第５条 委員会は、調査審議のため必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

（庶務）

第６条 委員会の庶務は、保健福祉部管理局医療対策課において処理する。

（雑則）

第７条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県告示第４２４号
愛媛県収入証紙をもつて納付すべき使用料及び手数料の範囲（昭和３９年３月愛媛県告示第２８３号）の一部を次のように改正し、平成２２年

４月１日から施行する。

平成２２年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

次のものを除く使用料及び手数料

１ 使用料

�～� 省略

� 保健所使用料

�～�

� １件１万円以上のもの（産業技術研究所紙産業技術センター

機器使用料及び産業技術研究所窯業技術センター機器使用料を

除く。）

２ 省略

次のものを除く使用料及び手数料

１ 使用料

�～� 省略

� 保健所使用料（保菌検査・性病検査・寄生虫検査）

�～� 省略

� １件１万円以上のもの（産業技術研究所紙産業技術センター

機器使用料 を

除く。）

２ 省略

�愛媛県監査委員規程第１号
愛媛県監査事務局規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 和 氣 政 次

同 本 宮 勇

同 赤 松 泰 伸

愛媛県監査事務局規程の一部を改正する規程
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愛媛県監査事務局規程（昭和４１年愛媛県監査委員規程第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次

第１章 総則（第１条）

第２章 組織（第２条―第５条）

第３章 事務の専決（第６条・第７条）

第４章 事務の代決（第８条―第１０条）

第５章 事務処理の方法その他（第１１条）

附則

（職）

第３条 事務局に事務局長のほか、次の職を置く。

� 省略

� 主幹

�・� 省略

２・３ 省略

（職務）

第４条 省略

２～４ 省略

５ 主幹 は、上司の命を受け、グループの事務を掌理し、所属

職員を指揮監督する。

６～９ 省略

（次長の専決事項）

第７条 次長の専決事項は、次のとおりとする。

�・� 省略

� 児童手当及び子ども手当の認定に関すること。

�～� 省略

目次

第１章 総則（第１条）

第２章 組織（第２条―第６条）

第３章 事務の専決（第７条・第８条）

第４章 事務の代決（第９条―第１２条）

第５章 事務処理の方法その他（第１３条）

附則

（職）

第３条 事務局に事務局長のほか、次の職を置く。

� 省略

� 監査主幹

�・� 省略

２・３ 省略

（職務）

第４条 省略

２～４ 省略

５ 監査主幹は、上司の命を受け、グループの事務を掌理し、所属

職員を指揮監督する。

６～９ 省略

（次長の専決事項）

第７条 次長の専決事項は、次のとおりとする。

�・� 省略

� 児童手当 の認定に関すること。

�～� 省略

附 則

１ この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

２ この規程施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、当該右欄に掲げる職を命ぜられた

ものとする。

監査事務局監査主幹 監査事務局主幹

�愛媛県監査委員規程第２号
愛媛県監査委員監査規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 和 氣 政 次

同 本 宮 勇

同 赤 松 泰 伸

愛媛県監査委員監査規程の一部を改正する規程

愛媛県監査委員監査規程（昭和５５年愛媛県監査委員規程第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（監査提出書類）

第３条 本庁各課及び地方機関の長は、次に掲げる書類

を作成し、指定の

期日までに監査委員に提出するものとする。

（監査提出書類）

第３条 本庁各課及び地方機関の長は、次に掲げる書類１０部（公営

企業管理局及び地方局の長にあつては、１５部）を作成し、指定の

期日までに監査委員に提出するものとする。
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� 共通

ア～セ 省略

ソ 補助助成状況調 様式第４１号

タ 委託事業実施状況調 様式第４２号

チ 省略

ツ 省略

テ 省略

ト 省略

ナ 省略

ニ 省略

ヌ 省略

ネ 省略

� 本庁各課

ア～セ 省略

ソ 省略

タ 省略

� 省略

２ 前項の規定により監査委員に提出する書類の部数は、監査委員

が定める。

（検査提出書類）

第５条 検査を受ける会計管理者及び管理者は、次に掲げる書類

を作成し、指定の期日までに監査委員に提出するものとする。

�～� 省略

２ 前項の規定により監査委員に提出する書類の部数は、監査委員

が定める。

第６条 省略

様式第２号（第３条関係）

目次

� 共通

ア～セ 省略

ソ 省略

タ 省略

チ 省略

ツ 省略

テ 省略

ト 省略

ナ 省略

ニ 省略

� 本庁各課

ア～セ 省略

ソ 補助助成状況調 様式第４１号

タ 委託事業実施状況調 様式第４２号

チ 省略

ツ 省略

� 省略

（検査提出書類）

第５条 検査を受ける会計管理者及び管理者は、次に掲げる書類１０

部を作成し、指定の期日までに監査委員に提出するものとする。

�～� 省略

（執行年月日の記載等）

第６条 監査委員は、監査及び検査を終了したときは、経理に関す

る帳簿又は書類に執行年月日を記載し、記名押印するものとす

る。

第７条 省略

様式第２号（第３条関係）

目次

省略 省略

注 １ 省略

２ 監査調書作成基準は次のとおりとする。

� 概況（おおむね次の事項を要約して記載すること。）

ア～ウ 省略

エ 事務事業の実施状況（所管事項の順序で記載し、事

業実施は前年度実績と比較するとともに、当該事業の

本年度の予算額、決算額、繰越額及び戻入未済額を記

載すること。）

�～� 省略

様式第１２号（第３条関係） 授業料調定収入状況調

注 １ 省略

２ 監査調書作成基準は次のとおりとする。

� 概況（おおむね次の事項を要約して記載すること。）

ア～ウ 省略

エ 事務事業の実施状況（所管事項の順序で記載し、事

業実施は前年度実績と比較するとともに、当該事業の

本年度の予算現額及び決算額 を記

載すること。）

�～� 省略

様式第１２号（第３条関係） 授業料調定収入状況調

省略 省略

注 １ この調は、授業料を徴収する地方機関について作成する

こと。

２ 転編入者については、その旨備

考欄に記載すること。

注 １ この調は、授業料を徴収する学校 について作成する

こと。

２ 高等学校においては、全日制と定時制に区分し、それぞ

れ別葉に作成すること。

３ 県外及び私立学校よりの転編入者については、その旨備

考欄に記載すること。
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教育委員会規則

様式第４１号（第３条関係） 補助助成状況調 様式第４１号（第３条関係） 補助助成状況調

年度補助助成状況調（
課

）
地方機関

月 日現在

年度補助助成状況調（
課

）

年 月 日現在

省略 省略

注 省略

様式第４２号（第３条関係） 委託事業実施状況調

注 省略

様式第４２号（第３条関係） 委託事業実施状況調

年度委託事業実施状況調（
課

）
地方機関

月 日現在

年度委託事業実施状況調（
課

）

年 月 日現在

省略 省略

注 省略

様式第７６号（第６条関係） 省略

様式第７７号（第６条関係） 省略

様式第７８号（第６条関係） 省略

様式第７９号（第６条関係） 省略

注 省略

様式第７６号（第７条関係） 省略

様式第７７号（第７条関係） 省略

様式第７８号（第７条関係） 省略

様式第７９号（第７条関係） 省略

附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第２号
愛媛県奨学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県奨学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県奨学資金貸与条例施行規則（昭和３７年愛媛県教育委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第２条 省略

（奨学金の貸与月額）

第３条 奨学金の貸与月額は、別表に定めるとおりとする。

第４条 省略

第５条 省略

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略

２ 省略

３ 前２項の出願手続は、第４条の方法に準じる。

４ 省略

第９条 省略

第１０条 省略

第１１条 省略

（奨学金の貸与月額の変更）

第１２条 奨学生は、奨学金の貸与月額の変更を希望するときは、奨

学金貸与月額変更申請書（第６号様式）を、学校長を経て教育委

員会に提出しなければならない。

２ 教育委員会は、前項の規定による奨学金貸与月額変更申請書の

提出があつたときは、審査の上、予算の範囲内において、貸与月

第２条 省略

第３条 省略

第４条 省略

第５条 省略

第６条 省略

第７条 省略

２ 省略

３ 前２項の出願手続は、第３条の方法に準じる。

４ 省略

第８条 省略

第９条 省略

第１０条 省略
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額の変更を決定し、学校長を経て本人に通知する。

３ 前２項の場合のほか、奨学生に条例第５条第１項の表左欄に掲

げる区分の変更が生じた場合で、同項の規定により奨学金の貸与

月額を減額したときは、学校長を経て本人に通知する。

第１３条 省略

（奨学生の辞退）

第１４条 奨学生を辞退しようとするときは、連帯保証人と連署した

奨学生辞退届（第７号様式）を、学校長を経て教育委員会に提出

しなければならない。

２ 省略

（借用証書の提出）

第１５条 奨学生が、奨学生でなくなつたときは、貸与を受けた奨学

金の全額について、連帯保証人と連署した奨学金借用証書（第８

号様式）及び返還明細書（第９号様式）に当該連帯保証人の印鑑

証明書を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならな

い。

第１６条 省略

第１７条 省略

（奨学金の返還猶予の手続）

第１８条 条例第１０条の規定により奨学金の返還猶予を受けようとす

る者は、連帯保証人と連署した奨学金返還猶予願（第１０号様式）

に、その事由を証明することのできる書類を添えて、教育委員会

に提出しなければならない。

（死亡の届出）

第１９条 奨学生が死亡し、又は奨学生であつた者が奨学金返還完了

前に死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、死亡届（第１１

号様式）に、戸籍抄本を添えて、速やかに教育委員会に提出しな

ければならない。

（奨学金返還免除の手続）

第２０条 条例第１１条の規定により奨学金の返還免除を受けようとす

る者は、連帯保証人と連署した奨学金返還免除願（第１２号様式）

に、その事由を証明することのできる書類を添えて、教育委員会

に提出しなければならない。

第２１条 省略

第２２条 省略

別表（第３条関係）

第１１条 省略

（奨学生の辞退）

第１２条 奨学生を辞退しようとするときは、連帯保証人と連署した

奨学生辞退届（第６号様式）を、学校長を経て教育委員会に提出

しなければならない。

２ 省略

（借用証書の提出）

第１３条 奨学生が、奨学生でなくなつたときは、貸与を受けた奨学

金の全額について、連帯保証人と連署した奨学金借用証書（第７

号様式）及び返還明細書（第８号様式）に当該連帯保証人の印鑑

証明書を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならな

い。

第１４条 省略

第１５条 省略

（奨学金の返還猶予の手続）

第１６条 条例第１０条の規定により奨学金の返還猶予を受けようとす

る者は、連帯保証人と連署した奨学金返還猶予願（第９号様式）

に、その事由を証明することのできる書類を添えて、教育委員会

に提出しなければならない。

（死亡の届出）

第１７条 奨学生が死亡し、又は奨学生であつた者が奨学金返還完了

前に死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、死亡届（第１０

号様式）に、戸籍抄本を添えて、速やかに教育委員会に提出しな

ければならない。

（奨学金返還免除の手続）

第１８条 条例第１１条の規定により奨学金の返還免除を受けようとす

る者は、連帯保証人と連署した奨学金返還免除願（第１１号様式）

に、その事由を証明することのできる書類を添えて、教育委員会

に提出しなければならない。

第１９条 省略

第２０条 省略

区分 月額

１ 国、地方公共団体、

国立大学法人、独立行

政法人国立高等専門学

校機構及び公立大学法

人が設置する高等学

校、高等専門学校又は

専修学校の高等課程

自宅通学

のとき

５，０００円、１０，０００円、

１５，０００円又は１８，０００円

自宅外通

学のとき

５，０００円、１０，０００円、

１５，０００円、２０，０００円又は

２３，０００円

２ 私立の高等学校、高

等専門学校又は専修学

校の高等課程

自宅通学

のとき

５，０００円、１０，０００円、

１５，０００円、２０，０００円、

２５，０００円又は３０，０００円

自宅外通

学のとき

５，０００円、１０，０００円、

１５，０００円、２０，０００円、

２５，０００円、３０，０００円又は

３５，０００円
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第１号様式（第４条関係） 愛媛県奨学生願書 第１号様式（第３条関係） 愛媛県奨学生願書

省略 省略

通学

形態
自宅通学・自宅外通学

貸与希望

月 額
円

通学

形態

自宅通学・自宅外通学（自宅外通学に係る奨学金の貸与の

希望 有 ・ 無 ）

省略 省略

（注） 省略

第２号様式（第４条関係） 省略

第３号様式（第６条関係） 進学届兼確認書

（注） 省略

第２号様式（第３条関係） 省略

第３号様式（第５条関係） 進学届兼確認書

省略

確 認 書

上記の進学届を提出するに当たり、奨学金については、

自 宅 通 学
の月額 円の貸与を希望することを確認し

自宅外通学

ます。

省略

省略

確 認 書

上記の進学届を提出するに当たり、奨学金については、

自 宅 通 学
の貸与額 を希望することを確認し

自宅外通学

ます。

省略

（注） 省略

第４号様式（第９条関係） 省略

第５号様式（第１１条、第１６条関係） 省略

第７号様式（第１４条関係） 省略

第８号様式（第１５条関係） 省略

第９号様式（第１５条関係） 省略

第１０号様式（第１８条関係） 省略

第１１号様式（第１９条関係） 省略

第１２号様式（第２０条関係） 省略

（注） 省略

第４号様式（第８条関係） 省略

第５号様式（第１０条、第１４条関係） 省略

第６号様式（第１２条関係） 省略

第７号様式（第１３条関係） 省略

第８号様式（第１３条関係） 省略

第９号様式（第１６条関係） 省略

第１０号様式（第１７条関係） 省略

第１１号様式（第１８条関係） 省略

第５号様式の次に次の１様式を加える。
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第６号様式（第１２条関係） 奨学金貸与月額変更申請書

奨学金貸与月額変更申請書

年 月 日

愛媛県教育委員会 様
決 定 番 号
在学学校名（ 科）
本 人 住 所

氏 名 �
連帯保証人 住 所

氏 名 �

下記のとおり奨学金の貸与月額の変更を受けたいので申請します。

変
更
前

貸 与 区 分 自宅通学 ・ 自宅外通学

貸 与 月 額 円

変
更
後

貸 与 区 分 自宅通学 ・ 自宅外通学

貸 与 月 額 円

変 更 開 始 希 望 時 期 年 月分から

変 更 事 由

（注）１ 貸与区分の欄は、該当する文字を○で囲むこと。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第３号
技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則及び愛媛県県立学校管理規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則及び愛媛県県立学校管理規則の一部を改正する規則

（技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部改正）

第１条 技能労務職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則（昭和２７年愛媛県教育委員会規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（休日）

第２条 省略

� 省略

ア～ウ 省略

エ 勤務日等に割り振られた勤務時間の全部について第１０条の

２第１項の規定に基づき超勤代休時間（同項に規定する超勤

代休時間をいう。以下同じ。）を指定された日

� 省略

２ 省略

（休日の代休日）

第２条の２ 所属長は、休日である勤務日等に割り振られた勤務時

間の全部（以下「休日の全勤務時間」という。）について特に勤

務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる

日（以下「代休日」という。）として、当該休日後の勤務日等

（第１０条の２第１項の規定に基づき超勤代休時間が指定された勤

務日等及び休日を除く。次項において同じ。）を指定することが

できる。

２ 前項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休

日を起算日とする８週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該

休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振

られた勤務日等 について行わなければならな

い。

３・４ 省略

第１０条 省略

（超勤代休時間）

第１０条の２ 所属長は、技能労務職員の給与に関する規則（昭和４９

年愛媛県教育委員会規則第８号）第２条の規定により技能労務職

員の給与に関する規程（昭和３２年愛媛県訓第１３６７号）の適用を受

ける職員の例により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、当

該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間

（以下「超勤代休時間」という。）として、人事委員会規則の例

により、勤務日等（休日及び代休日を除く。）に割り振られた勤

務時間の全部又は一部を指定することができる。

２ 所属長は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない

旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

３ 第１項の規定に基づき超勤代休時間を指定された職員は、当該

超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、

正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

（休日）

第２条 省略

� 省略

ア～ウ 省略

� 省略

２ 省略

（休日の代休日）

第２条の２ 所属長は、休日である勤務日等に割り振られた勤務時

間の全部（以下「休日の全勤務時間」という。）について特に勤

務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる

日（以下「代休日」という。）として、当該休日後の勤務日等

（

休日を除く。 ）を指定することが

できる。

２ 前項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休

日を起算日とする８週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該

休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振

られた勤務日等（休日を除く。）について行わなければならな

い。

３・４ 省略

第１０条 省略
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教育委員会告示

教育委員会訓令

第１０条の３ 省略 第１０条の２ 省略

（愛媛県県立学校管理規則の一部改正）

第２条 愛媛県県立学校管理規則（昭和３１年愛媛県教育委員会規則第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（代休日等）

第２５条の２ 省略

２ 省略

３ 校長が指定する教頭は、職員に超勤代休時間を指定することが

できる。

（代休日等）

第２５条の２ 省略

２ 省略

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県教育委員会告示第４号
義務教育諸学校教科用図書採択地区の設定（昭和４７年９月愛媛県教育委員会告示第８号）の一部を次のように改正し、平成２２年４月１日

から施行する。

平成２２年３月３１日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

名称 区域 名称 区域

省略 省略

今治地区 今治市 今治地区 今治市、越智郡

越智地区 越智郡

省略 省略

東温地区 東温市 東温・上浮穴地区 東温市、上浮穴郡

上浮穴地区 上浮穴郡

伊予地区 伊予市 伊予地区 伊予市、伊予郡

松前・砥部地区 伊予郡

省略 省略

宇和島地区 宇和島市 宇和島地区 宇和島市、北宇和郡、南宇和郡

北宇和地区 北宇和郡

南宇和地区 南宇和郡

�愛媛県教育委員会訓令第１号
教育委員会事務局

教 育 機 関

愛媛県教職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定めるものとする。
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人事委員会規則

平成２２年３月３１日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県教職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令

愛媛県教職員安全衛生管理規程（平成２１年４月愛媛県教育委員会訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次

第１章 総則（第１条―第３条）

第２章 安全衛生管理体制（第４条―第１４条）

第３章 健康障害等の予防措置（第１５条―第１８条）

第４章 健康診断等（第１９条―第２２条）

第５章 雑則（第２３条―第２５条）

附則

（産業医）

第８条 省略

２ 省略

３ 前項に定める者のほか 、必要に応じ、産業医

の指導の下に教職員の健康管理業務を行う医師、保健師その他必要

な資格を有する者を委嘱することができる。

４～７ 省略

別表第２（第１９条関係） 健康診断の種類及び内容

（産業医）

第８条 省略

２ 省略

３ 前項に定める者のほか、事務局にあっては、必要に応じ、産業医

の指導の下に教職員の健康管理業務を行う医師

を委嘱することができる。

４～７ 省略

別表第２（第１９条関係） 健康診断の種類及び内容

種類 対象職員 検査項目 実施回数 備考 種類 対象職員 検査項目 実施回数 備考

省略 省略

そ

の

他

の

健

康

診

断

子 宮

が ん

検 診

２０歳以上

２８歳以下

の偶数年

齢及び３０

歳以上の

女子職員

省略 そ

の

他

の

健

康

診

断

子 宮

が ん

検 診

３０

歳以上の

女子職員

省略

省略 省略

様式第３号（第９条関係） 作業主任者選任報告書 様式第３号（第９条関係） 作業主任者選任報告書

省略 省略

作 業 区 分 省略 常 時 勤 務 す る 職 員 数 省略

省略 省略

注 省略 注 省略

附 則

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則２－２２
愛媛県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

愛媛県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則（愛媛県人事委員会規則２－１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（委任事務）

第２条 法及びこれに基く条例並びに規則に別段の定めがある場合

の外、人事委員会の権限に属する事務中次に掲げる事務を処理す

る権限は、事務局長に委任する。

�～� 省略

� 事務局職員の児童手当及び子ども手当の認定に関すること。

�～� 省略

（委任事務）

第２条 法及びこれに基く条例並びに規則に別段の定めがある場合

の外、人事委員会の権限に属する事務中次に掲げる事務を処理す

る権限は、事務局長に委任する。

�～� 省略

� 事務局職員の児童手当の決定 に関すること。

�～� 省略

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則６－１８２
公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則（愛媛県人事委員会規則６－１５９）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

愛媛県土地開発公社

公立大学法人愛媛県立医療技術大学

省略

財団法人砂防・地すべり技術センター（昭和５０年７月２９日に

財団法人砂防・地すべり技術センターという名称で設立され

た法人をいう。）

公立学校共済組合

愛媛県土地開発公社

省略

財団法人砂防・地すべり技術センター（昭和５０年７月２９日に

財団法人砂防・地すべり技術センターという名称で設立され

た法人をいう。）

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則６－１８３
職員の採用及び昇任に関する規則及び一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

職員の採用及び昇任に関する規則及び一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部を改正する規則

（職員の採用及び昇任に関する規則の一部改正）

第１条 職員の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委員会規則６－５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（選考により採用する職）

第６条 次に掲げる職への採用は、人事委員会の行う選考によるも

のとする。

�～� 省略

� 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年愛媛県

条例第１号）第４条の規定により任期を定めて採用された者を

もつて補充しようとする職

（選考により採用する職）

第６条 次に掲げる職への採用は、人事委員会の行う選考によるも

のとする。

�～� 省略
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� 省略

� 省略

（選考の委任）

第２５条 省略

２ 第６条第６号に規定する職へ採用する場合の選考であつて、人

事委員会が適当であると認めるものは、任命権者に委任する。

� 省略

� 省略

（選考の委任）

第２５条 省略

２ 第６条第５号に規定する職へ採用する場合の選考であつて、人

事委員会が適当であると認めるものは、任命権者に委任する。

（一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部改正）

第２条 一般職の任期付職員の採用等に関する規則（愛媛県人事委員会規則６－１６２）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第８条 省略

（条例第３条又は第４条の規定により任期を定めて採用された職

員の号給の決定の特例）

第９条 条例第３条又は第４条の規定により任期を定めて採用され

た職員の号給は、初任給等規則第１３条から第１５条の２までの規定

にかかわらず、その者が従事する業務に応じてあらかじめ人事委

員会と協議して定める基準に従い決定することができる。

第１０条 省略

第８条 省略

第９条 省略

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則６－１８４
一般職の任期付職員の採用等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

一般職の任期付職員の採用等に関する規則等の一部を改正する規則

（一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部改正）

第１条 一般職の任期付職員の採用等に関する規則（愛媛県人事委員会規則６－１６２）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（第２条第２項任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特

例）

第６条 条例第２条第２項の規定により任期を定めて採用された職

員（以下「第２条第２項任期付職員」という。）であって、その

者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員

の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委員会規則６―５）の

規定による試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者

に相当する者として人事委員会が認めたものについては、職員の

初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―

４３。以下「初任給等規則」という。）別表第１１から別表第１８まで

に定める級別資格基準表（以下この条及び次条において「級別資

格基準表」という。）の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当

該試験に対応する区分を適用することができる。

２ 省略

（第２条第２項任期付職員の号給の決定の特例）

第７条 新たに第２条第２項任期付職員となった者の号給は、採用

の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職

員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き

（第２条第２項任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特

例）

第６条 条例第２条第２項の規定により任期を定めて採用された職

員（以下「第２条第２項任期付職員」という。）であって、その

者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員

の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委員会規則６―５）の

規定による試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者

に相当する者として人事委員会が認めたものについては、職員の

初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―

４３。以下「初任給等規則」という。）別表第１１から別表第１９まで

に定める級別資格基準表（以下この条及び次条において「級別資

格基準表」という。）の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当

該試験に対応する区分を適用することができる。

２ 省略

（第２条第２項任期付職員の号給の決定の特例）

第７条 新たに第２条第２項任期付職員となった者の号給は、採用

の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職

員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き
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続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初

任給等規則別表第２３から別表第３０までに定める初任給基準表（以

下この条において「初任給基準表」という。）を適用して得られ

る初任給（前条第１項の規定の適用を受ける職員にあっては、同

項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試

験欄の区分を適用して得られる初任給）を基礎とし、かつ、部内

の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場

合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決

定することができる。

続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初

任給等規則別表第２３から別表第３１までに定める初任給基準表（以

下この条において「初任給基準表」という。）を適用して得られ

る初任給（前条第１項の規定の適用を受ける職員にあっては、同

項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試

験欄の区分を適用して得られる初任給）を基礎とし、かつ、部内

の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場

合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決

定することができる。

（職員の給与の支給等に関する規則の一部改正）

第２条 職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（管理職手当）

第１８条 職員が、月の１日から末日までの期間の全日数にわたつて

勤務しなかつた場合（条例第２１条第１項の場合及び公務上の負傷

若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第

１２１号）第２条第２項及び第３項に規定する通勤による負傷若し

くは疾病（外国派遣条例第３条第１項に規定する派遣職員の派遣

先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第２条第２項及び第３項

に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。）又は公益的法

人等派遣条例第３条第１号に規定する派遣職員の派遣先団体（公

益的法人等派遣条例第２条第３項第１号に規定する派遣先団体を

いう。）の業務上の負傷若しくは疾病若しくは公益的法人等派遣

条例第１２条第１号に規定する退職派遣者の在職する特定法人（公

益的法人等派遣条例第１０条に規定する特定法人をいう。）の業務

上の負傷若しくは疾病若しくはこれらの者の労働者災害補償保険

法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する通勤（当該業

務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第２条第２項第１号

及び第２号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第

３項に規定する通勤に該当するものに限る。）による負傷若しく

は疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。）は、管

理職手当は支給することができない。

（管理職手当）

第１８条 職員が、月の１日から末日までの期間の全日数にわたつて

勤務しなかつた場合（条例第２１条第１項の場合及び公務上の負傷

若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第

１２１号）第２条第２項及び第３項に規定する通勤による負傷若し

くは疾病（外国派遣条例第３条第１項に規定する派遣職員の派遣

先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第２条第２項及び第３項

に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。）又は公益的法

人等派遣条例第３条第１号に規定する派遣職員の派遣先団体（公

益的法人等派遣条例第２条第３項第１号に規定する派遣先団体を

いう。）の業務上の負傷若しくは疾病若しくは公益的法人等派遣

条例第１２条第１号に規定する退職派遣者の在職する特定法人（公

益的法人等派遣条例第１０条に規定する特定法人をいう。）の業務

上の負傷若しくは疾病若しくはこれらの者の労働者災害補償保険

法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する通勤

による負傷若しく

は疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。）は、管

理職手当は支給することができない。

（職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部改正）

第３条 職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（産業技術研究所、衛生環境研究所等に勤務する職員の特殊勤務

手当）

第７条 省略

２ 条例第９条に定める「特に危険性を有する薬品を取り扱う業

務」とは、次に掲げる勤務箇所の試験室等において、特に危険で

ある薬品の試験等に直接従事する場合をいう。

（産業技術研究所、衛生環境研究所等に勤務する職員の特殊勤務

手当）

第７条 省略

２ 条例第９条に定める「特に危険性を有する薬品を取り扱う業

務」とは、次に掲げる勤務箇所の試験室等において、特に危険で

ある薬品の試験等に直接従事する場合をいう。

勤務箇所名 業 務 の 内 容 勤務箇所名 業 務 の 内 容

省略

省略

省略 省略

医療技術大学

省略

省略

３ 条例第９条に定める「病理細菌を取り扱う業務」とは、次に掲 ３ 条例第９条に定める「病理細菌を取り扱う業務」とは、次に掲
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げる勤務箇所の試験室等において、危険である細菌検査の研究又

は製造等に従事する場合をいう。

げる勤務箇所の試験室等において、危険である細菌検査の研究又

は製造等に従事する場合をいう。

勤務箇所名 業 務 の 内 容 勤務箇所名 業 務 の 内 容

省略

省略

省略 省略

医療技術大学

省略

省略

（職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正）

第４条 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職務の級の分類基準）

第３条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な

職務の内容は、別表第１から別表第８まで（級別標準職務表）に

定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責

任の度が同程度の職務は、別表第１０（級別職務区分表）に定める

ところによる。

（級別資格基準）

第４条 級別資格基準は、次に掲げる基準表のとおりとする。

�～� 省略

２ 省略

（職務の級の決定）

第９条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、か

つ、次に定めるところにより決定するものとする。

� 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ人事委員会の承

認を得ること。

ア～ク 省略

�・� 省略

（初任給基準表の種類）

第１０条 初任給基準表の種類は、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

（特殊の職に採用する場合等の号給）

第１７条 次に掲げる場合において、号給の決定について第１５条又は

第１５条の２の規定による場合にはその採用が著しく困難になると

認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員

との均衡を考慮し、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基

準に従い、その者の号給を決定することができる。

� 顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある教授

、助教授、研究員、医師等の職に職員を採用しようとする

場合

� 省略

（昇格の特例）

第２１条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に

関する条例（昭和６３年愛媛県条例第４号）第３条第１項に規定す

る派遣職員（以下「外国派遣職員」という。）が職務に復帰した

場合

（職務の級の分類基準）

第３条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な

職務の内容は、別表第１から別表第９まで（級別標準職務表）に

定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責

任の度が同程度の職務は、別表第１０（級別職務区分表）に定める

ところによる。

（級別資格基準）

第４条 級別資格基準は、次に掲げる基準表のとおりとする。

�～� 省略

� 大学教育職員給料表級別資格基準表 （別表第１９）

２ 省略

（職務の級の決定）

第９条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、か

つ、次に定めるところにより決定するものとする。

� 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ人事委員会の承

認を得ること。

ア～ク 省略

ケ 大学教育職員給料表の職務の級２級以上

�・� 省略

（初任給基準表の種類）

第１０条 初任給基準表の種類は、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 大学教育職員給料表初任給基準表 （別表第３１）

（特殊の職に採用する場合等の号給）

第１７条 次に掲げる場合において、号給の決定について第１５条又は

第１５条の２の規定による場合にはその採用が著しく困難になると

認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員

との均衡を考慮し、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基

準に従い、その者の号給を決定することができる。

� 顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある教授、准

教授、助教授、研究員、医師等の職に職員を採用しようとする

場合

� 省略

（昇格の特例）

第２１条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に

関する条例（昭和６３年愛媛県条例第４号）第３条第１項に規定す

る派遣職員（以下「外国派遣職員」という。）が職務に復帰した

場合又は職員の分限に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第４３号）

第２条の規定により休職にされた職員（以下「研究休職職員」と
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において、部内の他の職員との均衡上特

に必要があると認められるときは、第１９条の規定にかかわらず、

あらかじめ人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の級に

昇格させることができる。

２ 省略

（行政職給料表の７級以上の職員に相当する職員）

第２９条 職員給与条例第４条第６項の人事委員会規則で定める職員

又は教育職員給与条例第７条第３項の人事委員会規則で定める教

育職員は、次に掲げる職員とする。

�～� 省略

� 省略

� 省略

（昇給号給数の抑制に係る年齢の特例）

第３１条 職員給与条例第４条第７項の人事委員会で定める職員は、

医療職給料表� の適用を受ける職員と

し、同項の人事委員会規則で定める年齢は、５７歳とする。

２ 省略

（復職時等における号給の調整）

第３６条の２ 省略

２ 外国派遣職員が職務に復帰した場合

における号給の調整について、前項の規定による場合には

部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同

項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定め

る基準に従いその者の号給を調整することができる。

別表第９ 削除

いう。）が復職した場合において、部内の他の職員との均衡上特

に必要があると認められるときは、第１９条の規定にかかわらず、

あらかじめ人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の級に

昇格させることができる。

２ 省略

（行政職給料表の７級以上の職員に相当する職員）

第２９条 職員給与条例第４条第６項の人事委員会規則で定める職員

又は教育職員給与条例第７条第３項の人事委員会規則で定める教

育職員は、次に掲げる職員とする。

�～� 省略

� 大学教育職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が４

級であるもの

� 省略

� 省略

（昇給号給数の抑制に係る年齢の特例）

第３１条 職員給与条例第４条第７項の人事委員会で定める職員は、

医療職給料表�又は大学教育職員給料表の適用を受ける職員と

し、同項の人事委員会規則で定める年齢は、５７歳とする。

２ 省略

（復職時等における号給の調整）

第３６条の２ 省略

２ 外国派遣職員が職務に復帰した場合又は研究休職職員が復職し

た場合における号給の調整について、前項の規定による場合には

部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同

項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定め

る基準に従いその者の号給を調整することができる。

別表第９（第３条関係）

大学教育職員給料表級別標準職務表

職務の級 標 準 的 な 職 務

１級 大学の助教又は助手の職務

２級 大学の講師の職務

３級 大学の准教授の職務

４級 大学の学長、学部長又は教授の職務

別表第１０（第３条関係）

級 別 職 務 区 分 表

１ 行政職給料表級別職務区分表

別表第１０（第３条関係）

級 別 職 務 区 分 表

１ 行政職給料表級別職務区分表

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

職務の

級区分
部 局 職務の級区分欄の級に含まれる職

省略 省略

６級 知事の事務部局 省略

省略

６級 知事の事務部局 省略

医療技術大学総務課長

省略

省略 省略

省略 省略

９級 知事の事務部局 省略 ９級 知事の事務部局 省略

医療技術大学事務局長

省略 省略

２～８ 省略 ２～８ 省略

９ 大学教育職員給料表級別職務区分表
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職務の

級区分
職務の級区分欄の級に含まれる職

１級 助教

助手

２級 講師

３級 准教授

４級 学長

学部長

学科長

地域交流センター長

学生部長

図書館長

教授

別表第１９ 削除 別表第１９（第４条関係）

大学教育職員給料表級別資格基準表

職 種 学 歴 免 許 等
職 務 の 級

１ 級

学 長 大学卒

学 部 長 ０

教 授 短大卒

０

准 教 授 大学卒

０

短大卒

０

講 師 大学卒

０

短大卒

０

助 教 大学卒

助 手 ０

短大卒

２．５

別表第３１ 削除 別表第３１（第１０条関係）

大学教育職員給料表初任給基準表

職 種 学 歴 免 許 等 初 任 給

助 教

助 手

博士課程（大学６卒後のものに限

る。）修了

１級３７号給

博士課程（大学６卒後のものを除

く。）修了

１級３１号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学６卒

１級１３号給

大学卒 １級１号給

別表第３２（第３６条の２関係）

休職期間等調整換算表

別表第３２（第３６条の２関係）

休職期間等調整換算表
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休 職 等 の 期 間 換 算 率 休 職 等 の 期 間 換 算 率

職員給与条例第２１条第１項若しくは教育職

員給与条例第２０条第１項に規定する休職又は

職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する

条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号。以下「職

員休暇条例」という。）第３条第２項若しく

は教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に

関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３１号。以

下「教育職員休暇条例」という。）第４条第

２項の規定による有給休暇のうち通勤（地方

公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第

２条第２項及び第３項に規定する通勤をい

う。）による負傷若しくは疾病に係る休暇若

しくは職員休暇条例第６条の規定若しくは教

育職員休暇条例第７条の規定による休暇の期

間

省略 職員給与条例第２１条第１項若しくは教育職

員給与条例第２０条第１項に規定する休職又は

職員休暇条例

第３条第２項若しく

は教育職員休暇条例

第４条第

２項の規定による有給休暇のうち通勤（地方

公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第

２条第２項及び第３項に規定する通勤をい

う。）による負傷若しくは疾病に係る休暇若

しくは職員休暇条例第６条の規定若しくは教

育職員休暇条例第７条の規定による休暇の期

間

省略

研究休職職員の休職の期間 ３
以下

３

省略 省略

備考 外国派遣職員並びに公益的法人等派遣職員及び退職派遣

者に関するこの表の適用については、外国派遣職員の派遣

先の業務並びに公益的法人等派遣職員の派遣先団体及び退

職派遣者の在職する特定法人の業務（当該業務に係る労働

者災害補償保険法第７条第２項に規定する通勤（当該業務

に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第２条第２項第

１号及び第２号に規定する勤務場所とみなした場合に同項

及び同条第３項に規定する通勤に該当するものに限る。）

を含む。）を公務とみなす。

別表第３３（第２２条関係）

昇 格 時 号 給 対 応 表

１～８ 省略

備考 外国派遣職員並びに公益的法人等派遣職員及び退職派遣

者に関するこの表の適用については、外国派遣職員の派遣

先の業務並びに公益的法人等派遣職員の派遣先団体及び退

職派遣者の在職する特定法人の業務（当該業務に係る労働

者災害補償保険法第７条第２項に規定する通勤

を含む。）を公務とみなす。

別表第３３（第２２条関係）

昇 格 時 号 給 対 応 表

１～８ 省略

９ 大学教育職員給料表昇格時号給対応表

昇格した日の

前日に受けて

いた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級

１ １ １ １

２ １ １ １

３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

１０ １ １ １

１１ １ １ １

１２ １ １ １

１３ １ １ １

１４ １ ２ １

愛 媛 県 報平成２２年３月３１日 第２１５３号外１

４５



１５ １ ３ １

１６ １ ４ １

１７ １ ５ １

１８ １ ６ １

１９ １ ７ １

２０ １ ８ １

２１ １ ９ １

２２ ２ １０ １

２３ ３ １１ １

２４ ４ １２ １

２５ ５ １３ １

２６ ６ １４ １

２７ ７ １５ １

２８ ８ １６ １

２９ ９ １７ １

３０ １０ １８ ２

３１ １１ １９ ３

３２ １２ ２０ ４

３３ １３ ２１ ５

３４ １４ ２２ ６

３５ １５ ２３ ７

３６ １６ ２４ ８

３７ １７ ２５ ９

３８ １８ ２６ １０

３９ １９ ２７ １１

４０ ２０ ２８ １２

４１ ２１ ２９ １３

４２ ２２ ３０ １４

４３ ２３ ３１ １５

４４ ２４ ３２ １６

４５ ２５ ３３ １７

４６ ２６ ３４ １８

４７ ２７ ３５ １９

４８ ２８ ３６ ２０

４９ ２９ ３７ ２１

５０ ３０ ３８ ２１

５１ ３１ ３９ ２２

５２ ３２ ４０ ２２

５３ ３３ ４１ ２３

５４ ３３ ４１ ２３

５５ ３３ ４２ ２４

５６ ３４ ４２ ２４

５７ ３４ ４３ ２５

５８ ３４ ４３ ２５
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５９ ３５ ４４ ２５

６０ ３５ ４４ ２６

６１ ３５ ４５ ２６

６２ ３６ ４６ ２６

６３ ３６ ４７ ２７

６４ ３６ ４８ ２７

６５ ３７ ４９ ２７

６６ ３７ ５０ ２８

６７ ３８ ５１ ２８

６８ ３８ ５２ ２８

６９ ３９ ５３ ２９

７０ ３９ ５４ ２９

７１ ４０ ５５ ３０

７２ ４０ ５６ ３０

７３ ４１ ５７ ３１

７４ ４１ ５７ ３１

７５ ４２ ５８ ３２

７６ ４２ ５８ ３２

７７ ４３ ５９ ３３

７８ ４３ ５９ ３３

７９ ４４ ６０ ３３

８０ ４４ ６０ ３４

８１ ４５ ６１ ３４

８２ ４５ ６１ ３４

８３ ４６ ６２ ３５

８４ ４６ ６２ ３５

８５ ４７ ６３ ３５

８６ ４７ ６３ ３６

８７ ４８ ６４ ３６

８８ ４８ ６４ ３６

８９ ４９ ６５ ３７

９０ ４９ ６５

９１ ４９ ６６

９２ ４９ ６６

９３ ５０ ６７

９４ ５０ ６７

９５ ５０ ６８

９６ ５０ ６８

９７ ５１ ６９

９８ ５１ ６９

９９ ５１ ７０

１００ ５１ ７０

１０１ ５２ ７１

１０２ ５２ ７１
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１０３ ５２ ７２

１０４ ５２ ７２

１０５ ５３ ７３

１０６ ５３

１０７ ５３

１０８ ５４

１０９ ５４

１１０ ５４

１１１ ５５

１１２ ５５

１１３ ５５

１１４ ５６

１１５ ５６

１１６ ５６

１１７ ５７

１１８ ５７

１１９ ５７

１２０ ５７

１２１ ５８

１２２ ５８

１２３ ５８

１２４ ５８

１２５ ５９

１２６ ５９

１２７ ５９

１２８ ５９

１２９ ６０

（職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部改正）

第５条 職員の通勤手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－６５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（返納の事由及び額等）

第１４条 条例第１０条第４項の人事委員会規則で定める事由は、通勤

手当（１箇月の支給単位期間に係るものを除く。）を支給される

職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

�・� 省略

� 月の中途において、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。

以下「法」という。）第２８条第２項の規定

により休職にされ、法第５５条の２第１項た

だし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法（昭和２４年法

律第１号）第２６条の規定により大学院修学休業をし、公益的法

人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７

号）第２条第３項第１号に規定する職員派遣（以下「公益的法

人等派遣」という。）をされ、外国の地方公共団体の機関等に

（返納の事由及び額等）

第１４条 条例第１０条第４項の人事委員会規則で定める事由は、通勤

手当（１箇月の支給単位期間に係るものを除く。）を支給される

職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

�・� 省略

� 月の中途において、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。

以下「法」という。）第２８条第２項の規定又は職員の分限に関

する条例（昭和２６年愛媛県条例第４３号。以下「分限条例」とい

う。）第２条の規定により休職にされ、法第５５条の２第１項た

だし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法（昭和２４年法

律第１号）第２６条の規定により大学院修学休業をし、公益的法

人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７

号）第２条第３項第１号に規定する職員派遣（以下「公益的法

人等派遣」という。）をされ、外国の地方公共団体の機関等に
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派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第

４号。以下「外国派遣条例」という。）第２条第１項の規定に

より派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３

年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第２条の規定

により育児休業をし、法第２６条の５第１項に規定する自己啓発

等休業をし、又は法第２９条の規定により停職にされた場合であ

つて、これらの期間が２以上の月にわたることとなるとき。

� 省略

２・３ 省略

（支給単位期間）

第１６条 省略

２ 月の中途において、法第２８条第２項 の規定

により休職にされ、法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可

を受け、教育公務員特例法第２６条の規定により大学院修学休業を

し、公益的法人等派遣をされ、外国派遣条例第２条第１項の規定

により派遣され、育児休業法第２条の規定により育児休業をし、

法第２６条の５第１項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第２９

条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が２以

上の月にわたることとなつたとき（次項に規定する場合に該当し

ているときを除く。）は、支給単位期間は、その後復職し、又は

職務に復帰した日の属する月の翌月（その日が月の初日である場

合にあつては、その日の属する月）から開始する。

３ 省略

派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第

４号。以下「外国派遣条例」という。）第２条第１項の規定に

より派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３

年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第２条の規定

により育児休業をし、法第２６条の５第１項に規定する自己啓発

等休業をし、又は法第２９条の規定により停職にされた場合であ

つて、これらの期間が２以上の月にわたることとなるとき。

� 省略

２・３ 省略

（支給単位期間）

第１６条 省略

２ 月の中途において、法第２８条第２項又は分限条例第２条の規定

により休職にされ、法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可

を受け、教育公務員特例法第２６条の規定により大学院修学休業を

し、公益的法人等派遣をされ、外国派遣条例第２条第１項の規定

により派遣され、育児休業法第２条の規定により育児休業をし、

法第２６条の５第１項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第２９

条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が２以

上の月にわたることとなつたとき（次項に規定する場合に該当し

ているときを除く。）は、支給単位期間は、その後復職し、又は

職務に復帰した日の属する月の翌月（その日が月の初日である場

合にあつては、その日の属する月）から開始する。

３ 省略

（管理職手当に関する規則の一部改正）

第６条 管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－６８）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

部 局 公 職 区 分 部 局 公 職 区 分

知事の事務

部局

省略

省略

省略

１ 種 知事の事務

部局

省略

医療技術大学長

医療技術大学事務局長

省略

医療技術大学学部長

省略

１ 種

省略 省略

省略

省略

４ 種 省略

医療技術大学総務課長

医療技術大学学科長

医療技術大学地域交流センター長

省略

４ 種

省略

省略

５ 種 省略

医療技術大学学生部長

医療技術大学図書館長

省略

５ 種

省略 省略

備考 省略

別表第２（第３条関係）

１～６ 省略

備考 省略

別表第２（第３条関係）

１～６ 省略
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７ 大学教育職員給料表

職務の級 区 分 管理職手当

４ 級 １ 種 １０４，０００円

４ 種 ７２，８００円

５ 種 ６２，４００円

別表第３（第３条関係）

１～６ 省略

別表第３（第３条関係）

１～６ 省略

７ 大学教育職員給料表

職務の級 区 分 管理職手当

４ 級 １ 種 ８１，８００円

４ 種 ５７，３００円

５ 種 ４９，１００円

（初任給調整手当の支給等に関する規則の一部改正）

第７条 初任給調整手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－１５５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（初任給調整手当を支給する職）

第２条 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以

下「職員給与条例」という。）第１８条の４第１項第１号

に規定する職は、医療職給料表�の適用を受ける職員の職（医

師法（昭和２３年法律第２０１号）第１６条の２第１項に規定する臨床

研修（以下「臨床研修」という。）を受ける職員の職を除く。）

で、次に掲げるものとする。

�～� 省略

２ 職員給与条例第１８条の４第１項第２号に規定する職は、行政職

給料表の適用を受ける職員の職で、医学又は歯学に関する専門的

知識を必要とすると人事委員会が認めるものとする。

３ 職員給与条例第１８条の４第１項第３号に規定する職は、行政職

給料表、研究職給料表及び医療職給料表�の適用を受ける職員の

職で、獣医師法（昭和２４年法律第１８６号）第７条第２項に規定す

る獣医師免許証を有する者をもつて充てる職とする。

別表（第６条関係）

（初任給調整手当を支給する職）

第２条 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以

下「職員給与条例」という。）第１８条の４第１項第１号及び第２

号に規定する職は、医療職給料表�の適用を受ける職員の職（医

師法（昭和２３年法律第２０１号）第１６条の２第１項に規定する臨床

研修（以下「臨床研修」という。）を受ける職員の職を除く。）

又は大学教育職員給料表の適用を受ける職員の職のうち医学に関

する専門的知識を必要とする職で、次に掲げるものとする。

�～� 省略

２ 職員給与条例第１８条の４第１項第３号に規定する職は、行政職

給料表の適用を受ける職員の職で、医学又は歯学に関する専門的

知識を必要とすると人事委員会が認めるものとする。

３ 職員給与条例第１８条の４第１項第４号に規定する職は、行政職

給料表、研究職給料表及び医療職給料表�の適用を受ける職員の

職で、獣医師法（昭和２４年法律第１８６号）第７条第２項に規定す

る獣医師免許証を有する者をもつて充てる職とする。

別表（第６条関係）

職員の

区分

期間の

区分

職員給与条例１

号職員

職

員

給

与

条

例

２

号

職

員

職

員

給

与

条

例

３

号

職

員

職員の

区分

期間の

区分

職員給与条例１

号職員

職員給与条例２号職員 職

員

給

与

条

例

３

号

職

員

職

員

給

与

条

例

４

号

職

員

１

種

２

種

３

種

４

種

５

種

１

種

２

種

３

種

４

種

５

種

１

種

２

種

３

種

４

種

５

種

� １年

未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� １年

未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

円

３０

６，

９０

０

円

２６

８，

５０

０

円

２１

６，

００

０

円

１５

９，

１０

０

円

１０

０，

１０

０

省

略

省

略
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� １年

以上２

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� １年

以上２

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

３０

６，

９０

０

２６

８，

５０

０

２１

６，

００

０

１５

９，

１０

０

１０

０，

１０

０

省

略

省

略

� ２年

以上３

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� ２年

以上３

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

３０

６，

９０

０

２６

８，

５０

０

２１

６，

００

０

１５

９，

１０

０

１０

０，

１０

０

省

略

省

略

� ３年

以上４

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� ３年

以上４

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

３０

６，

９０

０

２６

８，

５０

０

２１

６，

００

０

１５

９，

１０

０

１０

０，

１０

０

省

略

省

略

� ４年

以上５

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� ４年

以上５

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

３０

６，

９０

０

２６

８，

５０

０

２１

６，

００

０

１５

９，

１０

０

１０

０，

１０

０

省

略

省

略

� ５年

以上６

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� ５年

以上６

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

３０

６，

９０

０

２６

８，

５０

０

２１

６，

００

０

１５

９，

１０

０

１０

０，

１０

０

省

略

省

略

� ６年

以上７

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� ６年

以上７

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

３０

６，

９０

０

２６

８，

５０

０

２１

６，

００

０

１５

９，

１０

０

１０

０，

１０

０

省

略

省

略

� ７年

以上８

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� ７年

以上８

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

３０

６，

９０

０

２６

８，

５０

０

２１

６，

００

０

１５

９，

１０

０

１０

０，

１０

０

省

略

省

略

� ８年

以上９

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� ８年

以上９

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

３０

６，

９０

０

２６

８，

５０

０

２１

６，

００

０

１５

９，

１０

０

１０

０，

１０

０

省

略

省

略

	 ９年

以上１０

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

	 ９年

以上１０

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

３０

６，

９０

０

２６

８，

５０

０

２１

６，

００

０

１５

９，

１０

０

１０

０，

１０

０

省

略

省

略


 １０年

以上１１

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略


 １０年

以上１１

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

３０

６，

９０

０

２６

８，

５０

０

２１

６，

００

０

１５

９，

１０

０

１０

０，

１０

０

省

略

� １１年

以上１２

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� １１年

以上１２

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

３０

６，

９０

０

２６

８，

５０

０

２１

６，

００

０

１５

９，

１０

０

１０

０，

１０

０

省

略

� １２年

以上１３

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� １２年

以上１３

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

３０

６，

９０

０

２６

８，

５０

０

２１

６，

００

０

１５

９，

１０

０

１０

０，

１０

０

省

略

愛 媛 県 報平成２２年３月３１日 第２１５３号外１
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� １３年

以上１４

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� １３年

以上１４

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

３０

６，

９０

０

２６

８，

５０

０

２１

６，

００

０

１５

９，

１０

０

１０

０，

１０

０

省

略

� １４年

以上１５

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� １４年

以上１５

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

３０

６，

９０

０

２６

８，

５０

０

２１

６，

００

０

１５

９，

１０

０

１０

０，

１０

０

省

略

� １５年

以上１６

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� １５年

以上１６

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

３０

６，

９０

０

２６

８，

５０

０

２１

６，

００

０

１５

９，

１０

０

１０

０，

１０

０

省

略

� １６年

以上１７

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� １６年

以上１７

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

３０

２，

５０

０

２６

４，

５０

０

２１

２，

７０

０

１５

６，

５０

０

９８

，５

００

省

略

� １７年

以上１８

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� １７年

以上１８

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

２９

８，

１０

０

２６

０，

５０

０

２０

９，

４０

０

１５

３，

９０

０

９６

，９

００

省

略

� １８年

以上１９

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� １８年

以上１９

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

２９

３，

７０

０

２５

６，

５０

０

２０

６，

１０

０

１５

１，

３０

０

９５

，３

００

省

略

� １９年

以上２０

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� １９年

以上２０

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

２８

９，

３０

０

２５

２，

５０

０

２０

２，

８０

０

１４

８，

７０

０

９３

，７

００

省

略

� ２０年

以上２１

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� ２０年

以上２１

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

２８

４，

９０

０

２４

８，

５０

０

１９

９，

５０

０

１４

６，

１０

０

９２

，１

００

省

略

	 ２１年

以上２２

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

	 ２１年

以上２２

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

２７

３，

００

０

２３

８，

６０

０

１９

２，

２０

０

１４

０，

５０

０

８８

，８

００

省

略


 ２２年

以上２３

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略


 ２２年

以上２３

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

２６

０，

８０

０

２２

８，

５０

０

１８

４，

７０

０

１３

５，

２０

０

８５

，１

００

省

略

� ２３年

以上２４

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� ２３年

以上２４

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

２４

９，

００

０

２１

８，

８０

０

１７

７，

７０

０

１２

９，

６０

０

８１

，９

００

省

略

� ２４年

以上２５

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� ２４年

以上２５

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

２３

７，

１０

０

２０

８，

８０

０

１７

０，

３０

０

１２

４，

３０

０

７８

，２

００

省

略

愛 媛 県 報平成２２年３月３１日 第２１５３号外１
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� ２５年

以上２６

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� ２５年

以上２６

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

２２

５，

１０

０

１９

８，

９０

０

１６

３，

１０

０

１１

８，

９０

０

７４

，９

００

省

略

� ２６年

以上２７

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� ２６年

以上２７

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

２１

０，

００

０

１８

５，

２０

０

１５

２，

００

０

１１

１，

１０

０

７０

，０

００

省

略

� ２７年

以上２８

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� ２７年

以上２８

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

１９

５，

２０

０

１７

１，

８０

０

１４

１，

４０

０

１０

３，

２０

０

６５

，５

００

省

略

� ２８年

以上２９

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� ２８年

以上２９

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

１８

０，

３０

０

１５

８，

４０

０

１３

０，

６０

０

９５

，４

００

６１

，１

００

省

略

� ２９年

以上３０

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� ２９年

以上３０

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

１６

５，

１０

０

１４

４，

７０

０

１１

９，

５０

０

８７

，６

００

５６

，２

００

省

略

� ３０年

以上３１

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� ３０年

以上３１

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

１４

７，

８０

０

１２

９，

８０

０

１０

８，

００

０

７９

，１

００

５１

，５

００

省

略

� ３１年

以上３２

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� ３１年

以上３２

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

１３

０，

４０

０

１１

４，

８０

０

９６

，２

００

７０

，７

００

４６

，４

００

省

略

� ３２年

以上３３

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

� ３２年

以上３３

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

１１

３，

３０

０

１０

０，

１０

０

８４

，８

００

６２

，０

００

４１

，９

００

省

略

	 ３３年

以上３４

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

	 ３３年

以上３４

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

８２

，８

００

７５

，３

００

６５

，３

００

４９

，４

００

３３

，８

００

省

略


 ３４年

以上３５

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略


 ３４年

以上３５

年未満

省

略

省

略

省

略

省

略

省

略

５５

，０

００

５２

，５

００

４７

，５

００

３７

，５

００

２６

，５

００

省

略

備考１ 省略

２ この表において、「職員給与条例１号職員」とは職員

給与条例第１８条の４第１項第１号の職を占める職員を、

「職員給与条例２号職員」とは同項第２号の職を占める

職員を、「職員給与条例３号職員」とは同項第３号の職

を占める職員を

いう。

３ 省略

備考１ 省略

２ この表において、「職員給与条例１号職員」とは職員

給与条例第１８条の４第１項第１号の職を占める職員を、

「職員給与条例２号職員」とは同項第２号の職を占める

職員を、「職員給与条例３号職員」とは同項第３号の職

を占める職員を、「職員給与条例４号職員」とは同項第

４号の職を占める職員をいう。

３ 省略

（期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部改正）

第８条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－２０４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（期末手当の支給を受ける職員）

第２条 職員給与条例第１９条第１項前段又は教育職員給与条例第１９

条第１項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、それ

ぞれこれらの項に規定する基準日（以下「基準日」という。）に

在職する職員（職員給与条例第１９条の２各号又は教育職員給与条

例第１９条の２各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次

に掲げる職員以外の職員とする。

� 地 方 公 務 員 法（昭 和２５年 法 律 第２６１号。以 下「法」と い

う。）第２８条第２項第１号の規定

に該当して休職に

されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

�～� 省略

第３条 職員給与条例第１９条第１項後段又は教育職員給与条例第１９

条第１項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員と

し、これらの職員には、期末手当を支給しない。

� 省略

� その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者

（非常勤である者にあつては、法第２８条の５第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員（以下「短時間勤務職員」とい

う。）に限る。）となつたもの

ア～オ 省略

カ 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第

１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。

以下同じ。）の役員及び職員のうち人事委員会の定める者

� その退職に引き続き次に掲げる者（非常勤である者にあつて

は、短時間勤務職員その他人事委員会の定める者に限る。）と

なつたもの

ア・イ 省略

ウ 特定独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１年法律第

１０３号）第２条第２項に規定する特定独立行政法人をいう。

以下同じ。）の職員 のうち人

事委員会の定める者

エ～カ 省略

キ 地方独立行政法人の役員及び職員（前号カに掲げる者を除

く。）のうち人事委員会の定める者

第４条 職員給与条例第２１条第５項又は教育職員給与条例第２０条第

５項の規則で定める職員は、前条第２号及び第３号に掲げる職員

とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

（特定幹部職員としない職員）

第５条の２ 職員給与条例第１９条第２項の規則で定める職員は、管

理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―６８）別表第１

の区分（以下「管理職手当の区分」という。）が１種に該当する

職を占める職員のうち、次に掲げる職員（休職にされている職員

のうち職員給与条例第２１条第１項に該当する職員以外の職員、外

国派遣職員及び公益的法人等派遣職員を除く。）以外の職員とす

る。

�～� 省略

（期末手当に係る在職期間）

第７条 前条第１項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

（期末手当の支給を受ける職員）

第２条 職員給与条例第１９条第１項前段又は教育職員給与条例第１９

条第１項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、それ

ぞれこれらの項に規定する基準日（以下「基準日」という。）に

在職する職員（職員給与条例第１９条の２各号又は教育職員給与条

例第１９条の２各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次

に掲げる職員以外の職員とする。

� 地 方 公 務 員 法（昭 和２５年 法 律 第２６１号。以 下「法」と い

う。）第２８条第２項第１号の規定又は職員の分限に関する条例

（昭和２６年愛媛県条例第４３号）第２条の規定に該当して休職に

されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

�～� 省略

第３条 職員給与条例第１９条第１項後段又は教育職員給与条例第１９

条第１項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員と

し、これらの職員には、期末手当を支給しない。

� 省略

� その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者

（非常勤である者にあつては、法第２８条の５第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員（以下「短時間勤務職員」とい

う。）に限る。）となつたもの

ア～オ 省略

カ 特定独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１年法律第

１０３号）第２条第２項に規定する特定独立行政法人をいう。

以下同じ。）の 職員のうち人事委員会の定める者

� その退職に引き続き次に掲げる者（非常勤である者にあつて

は、短時間勤務職員その他人事委員会の定める者に限る。）と

なつたもの

ア・イ 省略

ウ 特定独立行政法人

の職員（前号カに掲げる者を除く。）のうち人

事委員会の定める者

エ～カ 省略

第４条 職員給与条例第２１条第６項又は教育職員給与条例第２０条第

５項の規則で定める職員は、前条第２号及び第３号に掲げる職員

とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

（特定幹部職員としない職員）

第５条の２ 職員給与条例第１９条第２項の規則で定める職員は、管

理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―６８）別表第１

の区分（以下「管理職手当の区分」という。）が１種に該当する

職を占める職員のうち、次に掲げる職員（休職にされている職員

のうち職員給与条例第２１条第１項に該当する職員以外の職員、外

国派遣職員及び公益的法人等派遣職員を除く。）以外の職員とす

る。

�～� 省略

� 大学教育職員給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が

４級の職員

（期末手当に係る在職期間）

第７条 前条第１項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
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� 基準日以前６箇月以内の期間において、次に掲げる者が職員

給与条例又は教育職員給与条例の適用を受ける職員となつた場

合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

ア～エ 省略

オ 地方独立行政法人の役員及び職員のうち人事委員会の定め

る者

� 基準日以前６箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き

続き職員給与条例又は教育職員給与条例の適用を受ける職員と

なつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した

期間

ア・イ 省略

ウ 特定独立行政法人の職員 の

うち人事委員会の定める者

エ～カ 省略

キ 地方独立行政法人の役員及び職員（前号オに掲げる者を除

く。）のうち人事委員会の定める者

２ 省略

（一時差止処分に係る在職期間）

第７条の２ 職員給与条例第１９条の２及び第１９条の３（これらの規

定を職員給与条例第１９条の４第５項及び第２１条第６項において準

用する場合を含む。）又は教育職員給与条例第１９条の２及び第１９

条の３（これらの規定を教育職員給与条例第１９条の４第５項及び

第２０条第６項において準用する場合を含む。）に規定する在職期

間は、職員給与条例又は教育職員給与条例の適用を受ける職員と

して在職した期間とする。

２ 前条第１項第１号アからオまでに掲げる者及び同項第２号アか

らキまでに掲げる者が引き続き職員給与条例又は教育職員給与条

例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職し

た期間は、前項の在職期間とみなす。

（一時差止処分の手続）

第７条の３ 任命権者（その委任を受けた者を含む。以下同じ。）

は、職員給与条例第１９条の３第２項（職員給与条例第１９条の４第

５項及び第２１条第６項において準用する場合を含む。以下同

じ。）又は教育職員給与条例第１９条の３第２項（教育職員給与条

例第１９条の４第５項及び第２０条第６項において準用する場合を含

む。以下同じ。）に規定する一時差止処分（以下「一時差止処

分」という。）を行おうとする場合は、あらかじめ人事委員会に

協議しなければならない。

（不服申立ての教示）

第７条の７ 職員給与条例第１９条の３第５項（職員給与条例第１９条

の４第５項及び第２１条第６項において準用する場合を含む。）及

び教育職員給与条例第１９条の３第５項（教育職員給与条例第１９条

の４第５項及び第２０条第６項において準用する場合を含む。）に

規定する説明書（以下「処分説明書」という。）には、一時差止

処分について、知事に対して不服申立てをすることができる旨及

び不服申立期間を記載しなければならない。

（勤勉手当に係る勤務期間）

第１２条 省略

２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算す

る。

�～� 省略

� 負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務

員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３

� 基準日以前６箇月以内の期間において、次に掲げる者が職員

給与条例又は教育職員給与条例の適用を受ける職員となつた場

合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

ア～エ 省略

オ 特定独立行政法人の 職員のうち人事委員会の定め

る者

� 基準日以前６箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き

続き職員給与条例又は教育職員給与条例の適用を受ける職員と

なつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した

期間

ア・イ 省略

ウ 特定独立行政法人の職員（前号オに掲げる者を除く。）の

うち人事委員会の定める者

エ～カ 省略

２ 省略

（一時差止処分に係る在職期間）

第７条の２ 職員給与条例第１９条の２及び第１９条の３（これらの規

定を職員給与条例第１９条の４第５項及び第２１条第７項において準

用する場合を含む。）又は教育職員給与条例第１９条の２及び第１９

条の３（これらの規定を教育職員給与条例第１９条の４第５項及び

第２０条第６項において準用する場合を含む。）に規定する在職期

間は、職員給与条例又は教育職員給与条例の適用を受ける職員と

して在職した期間とする。

２ 前条第１項第１号アからオまでに掲げる者及び同項第２号アか

らオまでに掲げる者が引き続き職員給与条例又は教育職員給与条

例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職し

た期間は、前項の在職期間とみなす。

（一時差止処分の手続）

第７条の３ 任命権者（その委任を受けた者を含む。以下同じ。）

は、職員給与条例第１９条の３第２項（職員給与条例第１９条の４第

５項及び第２１条第７項において準用する場合を含む。以下同

じ。）又は教育職員給与条例第１９条の３第２項（教育職員給与条

例第１９条の４第５項及び第２０条第６項において準用する場合を含

む。以下同じ。）に規定する一時差止処分（以下「一時差止処

分」という。）を行おうとする場合は、あらかじめ人事委員会に

協議しなければならない。

（不服申立ての教示）

第７条の７ 職員給与条例第１９条の３第５項（職員給与条例第１９条

の４第５項及び第２１条第７項において準用する場合を含む。）及

び教育職員給与条例第１９条の３第５項（教育職員給与条例第１９条

の４第５項及び第２０条第６項において準用する場合を含む。）に

規定する説明書（以下「処分説明書」という。）には、一時差止

処分について、知事に対して不服申立てをすることができる旨及

び不服申立期間を記載しなければならない。

（勤勉手当に係る勤務期間）

第１２条 省略

２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算す

る。

�～� 省略

� 負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務

員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３
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項に規定する通勤による負傷若しくは疾病（外国派遣職員の派

遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第２条第２項及び第

３項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。）又は公

益的法人等派遣職員の派遣先団体（公益的法人等派遣条例第２

条第３項第１号に規定する派遣先団体をいう。）の業務上の負

傷若しくは疾病若しくは退職派遣者の在職する特定法人（公益

的法人等派遣条例第１０条に規定する特定法人をいう。）の業務

上の負傷若しくは疾病若しくはこれらの者の労働者災害補償保

険法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する通勤（当

該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第２条第２項

第１号及び第２号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及

び同条第３項に規定する通勤に該当するものに限る。）による

負傷若しくは疾病を除く。）により勤務しなかつた期間から次

に掲げる事由によつて勤務しなかつた期間（以下「休日等」と

いう。）を除いた日が３０日を超える場合には、その勤務しなか

つた全期間。ただし、人事委員会の定める期間を除く。

ア～ウ 省略

�～� 省略

別表第１（第５条の３関係）

項に規定する通勤による負傷若しくは疾病（外国派遣職員の派

遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第２条第２項及び第

３項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。）又は公

益的法人等派遣職員の派遣先団体（公益的法人等派遣条例第２

条第３項第１号に規定する派遣先団体をいう。）の業務上の負

傷若しくは疾病若しくは退職派遣者の在職する特定法人（公益

的法人等派遣条例第１０条に規定する特定法人をいう。）の業務

上の負傷若しくは疾病若しくはこれらの者の労働者災害補償保

険法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する通勤

による

負傷若しくは疾病を除く。）により勤務しなかつた期間から次

に掲げる事由によつて勤務しなかつた期間（以下「休日等」と

いう。）を除いた日が３０日を超える場合には、その勤務しなか

つた全期間。ただし、人事委員会の定める期間を除く。

ア～ウ 省略

�～� 省略

別表第１（第５条の３関係）

給料表 職 員 加 算 割 合 給料表 職 員 加 算 割 合

省略 省略

大学教育職

員給料表

職務の級４級の

職員

１００分の１５（人事委員会が別

に定める職員にあつては、

１００分の２０）

職務の級３級及

び２級の職員

１００分の１０（職務の級３級の

職員のうち人事委員会が別に

定める職員にあつては、１００

分の１５）

職務の級１級の

職員（人事委員

会が定める職員

に限る。）

１００分の５

省略 省略

備考 １ この表の給料表欄の給料表（行政職給料表、医療職

給料表� 、任期付職員条例第７

条第１項に規定する給料表、任期付研究員条例第５条

第１項に規定する給料表及び任期付研究員条例第５条

第２項に規定する給料表を除く。）に対応する職員欄

に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位

の職務の級の１級下位の職務の級に属する職員で、職

務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会

が特に必要と認めるものについては、加算割合が１００分

の５と定められている職員の区分に属する職員として

この表に掲げられているものとする。

２ 省略

備考 １ この表の給料表欄の給料表（行政職給料表、医療職

給料表�、大学教育職員給料表、任期付職員条例第７

条第１項に規定する給料表、任期付研究員条例第５条

第１項に規定する給料表及び任期付研究員条例第５条

第２項に規定する給料表を除く。）に対応する職員欄

に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位

の職務の級の１級下位の職務の級に属する職員で、職

務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会

が特に必要と認めるものについては、加算割合が１００分

の５と定められている職員の区分に属する職員として

この表に掲げられているものとする。

２ 省略

（愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部改正）

第９条 愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４７９）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県職員退職手当条例（昭和２９年愛媛県条

例第３号。以下「条例」という。）第５条の２第２項第２１号、第

５条の５、第６条の４第１項から第３項まで及び第５項、第１０

条、第１１条第２号並びに第２１条の規定に基づき、愛媛県職員の退

職手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

（基礎在職期間）

第３条の２ 条例第５条の２第２項第２１号に規定する人事委員会規

則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

�～� 省略

（基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い）

第３条の７ 退職した者の基礎在職期間に条例第５条の２第２項第

２号から第２１号までに掲げる期間（以下「特定基礎在職期間」と

いう。）が含まれる場合における条例第６条の４第１項並びに前

条及び次条の規定の適用については、その者は、特定基礎在職期

間において当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続

いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に

従事する職員として在職していたものとみなす。

２・３ 省略

４ 退職した者が第１項の規定により特定基礎在職期間において職

員として在職していたものとみなされる場合には、当該特定基礎

在職期間中の次の各号に掲げる期間に関して行われた処分又は行

為は、当該各号に定める期間に関して行われた処分又は行為とみ

なす。

�・� 省略

� 国家公務員法第７９条若しくは地方公務員法第２８条第２項に規

定する休職の期間（公務上の傷病による休職及び通勤による傷

病による休職の期間を除く。）

、同法

第２９条に規定する停職の期間、外国の地方公共団体の機関等に

派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第

４号）第２条第１項の規定による派遣の期間、地方公務員の育

児休業等に関する法律第２条第１項に規定する育児休業の期間

（前号に掲げる期間を除く。）、公益的法人等への職員の派遣

等に関する条例第２条第１項の規定による派遣の期間又は法人

の就業規則等に定められている休職の期間（第１号に掲げる期

間並びに業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休

職の期間を除く。）若しくは停職の期間（これに相当する出勤

停止の期間を含む。）、育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律第５条の規定による育児休

業の期間（前号に掲げる期間を除く。）その他人事委員会が定

める期間 第３条の６第３号に規定する現実に職務に従事する

ことを要しない期間

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県職員退職手当条例（昭和２９年愛媛県条

例第３号。以下「条例」という。）第５条の２第２項第１９号、第

５条の５、第６条の４第１項から第３項まで及び第５項、第１０

条、第１１条第２号並びに第２１条の規定に基づき、愛媛県職員の退

職手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

（基礎在職期間）

第３条の２ 条例第５条の２第２項第１９号に規定する人事委員会規

則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

�～� 省略

（基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い）

第３条の７ 退職した者の基礎在職期間に条例第５条の２第２項第

２号から第１９号までに掲げる期間（以下「特定基礎在職期間」と

いう。）が含まれる場合における条例第６条の４第１項並びに前

条及び次条の規定の適用については、その者は、特定基礎在職期

間において当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続

いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に

従事する職員として在職していたものとみなす。

２・３ 省略

４ 退職した者が第１項の規定により特定基礎在職期間において職

員として在職していたものとみなされる場合には、当該特定基礎

在職期間中の次の各号に掲げる期間に関して行われた処分又は行

為は、当該各号に定める期間に関して行われた処分又は行為とみ

なす。

�・� 省略

� 国家公務員法第７９条若しくは地方公務員法第２８条第２項に規

定する休職の期間（公務上の傷病による休職及び通勤による傷

病による休職の期間を除く。）、職員の分限に関する条例（昭

和２６年愛媛県条例第４３号）第２条に規定する休職の期間、同法

第２９条に規定する停職の期間、外国の地方公共団体の機関等に

派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第

４号）第２条第１項の規定による派遣の期間、地方公務員の育

児休業等に関する法律第２条第１項に規定する育児休業の期間

（前号に掲げる期間を除く。）、公益的法人等への職員の派遣

等に関する条例第２条第１項の規定による派遣の期間又は法人

の就業規則等に定められている休職の期間（第１号に掲げる期

間並びに業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休

職の期間を除く。）若しくは停職の期間（これに相当する出勤

停止の期間を含む。）、育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律第５条の規定による育児休

業の期間（前号に掲げる期間を除く。）その他人事委員会が定

める期間 第３条の６第３号に規定する現実に職務に従事する

ことを要しない期間

（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則の一部改正）

第１０条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則（愛媛県人事委員会規

則７－１０２７）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）
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第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

ア 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以 下「法」と い

う。）第２８条第２項

の規定により休職にされていた期

間

イ～キ 省略

�～� 省略

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

�～� 省略

� 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

ア 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以 下「法」と い

う。）第２８条第２項又は職員の分限に関する条例（昭和２６年

愛媛県条例第４３号）第２条の規定により休職にされていた期

間

イ～キ 省略

�～� 省略

（愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）

第１１条 愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則（愛媛県人事委員会規則７－１０３４）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（改正条例附則第３項の規定により読み替えて適用する改正条例

附則第２項に規定する人事委員会規則で定める額）

２ 愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例（平成１８年愛媛

県条例第７号。以下「改正条例」という。）附則第３項の規定に

より読み替えて適用する改正条例附則第２項に規定する人事委員

会規則で定める額は、職員のうち愛媛県職員退職手当条例（昭和

２９年愛媛県条例第３号）第７条第５項及び第６項、第８条第１項

から第３項まで並びに第８条の２の規定により同条例第５条の２

第２項第２号から第２１号までに掲げる期間（以下「特定基礎在職

期間」という。）が同条例第７条第１項に規定する職員としての

引き続いた期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員

の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるも

のが、その者の特定基礎在職期間において同条例第２条第１項に

規定する職員として在職していたものとみなした場合に当該特定

基礎在職期間にその者に適用されることとなる職員の初任給、昇

格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７─４３）の規定

の例により計算した場合にその者が改正条例の施行の日の前日に

おいて受けるべき給料月額とする。

附 則

（改正条例附則第３項の規定により読み替えて適用する改正条例

附則第２項に規定する人事委員会規則で定める額）

２ 愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例（平成１８年愛媛

県条例第７号。以下「改正条例」という。）附則第３項の規定に

より読み替えて適用する改正条例附則第２項に規定する人事委員

会規則で定める額は、職員のうち愛媛県職員退職手当条例（昭和

２９年愛媛県条例第３号）第７条第５項及び第６項並びに第７条の

４第１項から第３項まで の規定により同条例第５条の２

第２項第２号から第１９号までに掲げる期間（以下「特定基礎在職

期間」という。）が同条例第７条第１項に規定する職員としての

引き続いた期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員

の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるも

のが、その者の特定基礎在職期間において同条例第２条第１項に

規定する職員として在職していたものとみなした場合に当該特定

基礎在職期間にその者に適用されることとなる職員の初任給、昇

格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７─４３）の規定

の例により計算した場合にその者が改正条例の施行の日の前日に

おいて受けるべき給料月額とする。

（職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する規則の一部改正）

第１２条 職員の大学院等派遣研修費用の償還に関する規則（愛媛県人事委員会規則８－０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職員としての在職期間に含まれる休職の期間）

第８条 省略

２ 前項の規定の適用については、外国の地方公共団体の機関等に

派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第４

号）第３条第１項に規定する派遣職員（次条第１号において「外

国派遣職員」という。）の派遣先の機関の業務又は公益的法人等

への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７号）第

３条第１号に規定する派遣職員（次条第１号において「団体派遣

職員」という。）の派遣先団体（同条例第２条第３項第１号に規

定する派遣先団体をいう。次条第１号において同じ。）の業務

（当該業務に係る労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）

（職員としての在職期間に含まれる休職の期間）

第８条 省略

２ 前項の規定の適用については、外国の地方公共団体の機関等に

派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３年愛媛県条例第４

号）第３条第１項に規定する派遣職員（次条第１号において「外

国派遣職員」という。）の派遣先の機関の業務又は公益的法人等

への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７号）第

３条第１号に規定する派遣職員（次条第１号において「団体派遣

職員」という。）の派遣先団体（同条例第２条第３項第１号に規

定する派遣先団体をいう。次条第１号において同じ。）の業務

（当該業務に係る労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）
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第７条第２項に規定する通勤（当該業務に係る就業の場所を地方

公務員災害補償法第２条第２項第１号及び第２号に規定する勤務

場所とみなした場合に同項及び同条第３項に規定する通勤に該当

するものに限る。）を含む。次条第１号において同じ。）を公務

とみなす。

（特別職地方公務員等となった者に関する特例）

第１１条 条例第５条第１項及び第２項の規定により読み替えて適用

する条例第３条第３項の人事委員会規則で定める期間は、次に掲

げる期間とする。

� 国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第７９条の規定若しく

は地方公務員法第２８条第２項の規定若しくは同法第２７条第２項

の規定に基づく条例の規定又は第４条各号に掲げる法人に使用

される者に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの

（以下「法人の就業規則等」という。）の定めによる休職の期

間（公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又

は通勤（国家公務員災害補償法（昭和２６年法律第１９１号）（他の

法律において準用し、又は例による場合を含む。）の適用を受

ける者にあっては同法第１条の２第１項に規定する通勤、地方

公務員災害補償法の適用を受ける者にあっては同法第２条第２

項に規定する通勤、労働者災害補償保険法の適用を受ける者に

あっては同法第７条第２項に規定する通勤をいう。次条第１号

において同じ。）により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家

公務員法第７９条第１号又は地方公務員法第２８条第２項第１号に

掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされた場合におけ

る当該休職の期間を除く。）

�～� 省略

第７条第２項に規定する通勤（当該業務に係る就業の場所を地方

公務員災害補償法第２条第２項第１号及び第２号に規定する勤務

場所とみなした場合に同項 に規定する通勤に該当

するものに限る。）を含む。次条第１号において同じ。）を公務

とみなす。

（特別職地方公務員等となった者に関する特例）

第１１条 条例第５条第１項及び第２項の規定により読み替えて適用

する条例第３条第３項の人事委員会規則で定める期間は、次に掲

げる期間とする。

� 国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第７９条の規定若しく

は地方公務員法第２８条第２項の規定若しくは同法第２７条第２項

の規定に基づく条例の規定又は第４条各号に掲げる法人に使用

される者に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの

（以下「法人の就業規則等」という。）の定めによる休職の期

間（次に掲げる

期間を除く。）

ア 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又

は通勤（国家公務員災害補償法（昭和２６年法律第１９１号）

（他の法律において準用し、又は例による場合を含む。）の

適用を受ける者にあっては同法第１条の２第１項に規定する

通勤、地方公務員災害補償法の適用を受ける者にあっては同

法第２条第２項に規定する通勤、労働者災害補償保険法の適

用を受ける者にあっては同法第７条第２項に規定する通勤を

いう。次条第１号において同じ。）により負傷し、若しくは

疾病にかかり、国家公務員法第７９条第１号又は地方公務員法

第２８条第２項第１号に掲げる事由に相当する事由に該当して

休職にされた場合における当該休職の期間

イ 職員の分限に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第４３号）第

２条に規定する休職の期間

�～� 省略

（職員の分限に関する条例に基づく規則の一部改正）

第１３条 職員の分限に関する条例に基づく規則（愛媛県人事委員会規則９－０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（降任、免職及び休職）

第３条 条例第２条第１項及び第２項の規定により医師を指定して

あらかじめ診断を行わせた場合、任命権者は、医師に対して診断

書の作製を委嘱しなければならない。

２ 省略

（処分の通知）

第４条 条例第２条第１項及び第２項の規定により職員を降任さ

せ、休職にし、又は免職する場合において、任命権者が法第４９条

（降任、免職及び休職）

第３条 条例第３条第１項及び第２項の規定により医師を指定して

あらかじめ診断を行わせた場合、任命権者は、医師に対して診断

書の作製を委嘱しなければならない。

２ 省略

（処分の通知）

第４条 条例第３条第１項及び第２項の規定により職員を降任、休

職 又は免職する場合において、任命権者が法第４９条
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第１項又は第３項による説明書の交付を行つたときは、その説明

書の写し１通を添えてこれを人事委員会に通知しなければならな

い。

第１項又は第３項による説明書の交付を行つたときは、その説明

書の写し１通を添えてこれを人事委員会に通知しなければならな

い。

（職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部改正）

第１４条 職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（新たに条例の適用を受ける職員の年次休暇の付与）

第１０条 国若しくは他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人法

（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政

法人若しくは国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第

７条の２第１項に規定する公庫等のうち人事委員会が定めるもの

の職員（地方独立行政法人の職員にあつては、役員（常時勤務に

服することを要しない者を除く。）を含む。）であつた者が人事

交流により引き続き職員となつた場合又は公益的法人等への職員

の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７号）第１２条第１

項に規定する退職派遣者であつた者が公益的法人等への一般職の

地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）第１０条

第１項の規定により職員として採用された場合の当該職員の年次

休暇の日数の取扱いについては、第４条の規定にかかわらず、職

員との権衡を考慮して別に定める。

２ 省略

（新たに条例の適用を受ける職員の年次休暇の付与）

第１０条 国若しくは他の地方公共団体

若しくは国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第

７条の２第１項に規定する公庫等のうち人事委員会が定めるもの

の職員

であつた者が人事

交流により引き続き職員となつた場合又は公益的法人等への職員

の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４７号）第１２条第１

項に規定する退職派遣者であつた者が公益的法人等への一般職の

地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）第１０条

第１項の規定により職員として採用された場合の当該職員の年次

休暇の日数の取扱いについては、第４条の規定にかかわらず、職

員との権衡を考慮して別に定める。

２ 省略

（職員の自己啓発等休業に関する規則の一部改正）

第１５条 職員の自己啓発等休業に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－５５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（退職手当の取扱い）

第６条 条例第１１条第２項の規定により読み替えて適用する愛媛県

職員退職手当条例（昭和２９年愛媛県条例第３号。以下「退職手当

条例」という。）第７条第４項の人事委員会規則で定める要件

は、次の各号のいずれにも該当することとする。

�・� 省略

� 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員として

の在職期間（退職手当条例第７条第５項の規定により職員とし

ての引き続いた在職期間に含むものとされる期間並びに退職手

当条例第８条第１項及び第４項並びに第８条の２第１項の規定

により職員としての引き続いた在職期間とみなされる期間を含

む。）が５年に達するまでの期間中に退職したものでないこ

と。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでな

い。

ア・イ 省略

ウ 退職手当条例第２０条

の規定に該当し退職した場合

２ 前項第３号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含

まないものとする。

� 法第２８条第２項の規定による休職の期間（通勤による傷病若

しくは退職手当条例第５条第１項に規定する公務上の傷病（他

の法令等の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷

病を含む。）により法第２８条第２項第１号に掲げる事由に

（退職手当の取扱い）

第６条 条例第１１条第２項の規定により読み替えて適用する愛媛県

退職手当条例 （昭和２９年愛媛県条例第３号。以下「退職手当

条例」という。）第７条第４項の人事委員会規則で定める要件

は、次の各号のいずれにも該当することとする。

�・� 省略

� 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員として

の在職期間（退職手当条例第７条第５項の規定により職員とし

ての引き続いた在職期間に含むものとされる期間並びに退職手

当条例第７条の４第１項及び第６項 の規定

により職員としての引き続いた在職期間とみなされる期間を含

む。）が５年に達するまでの期間中に退職したものでないこ

と。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでな

い。

ア・イ 省略

ウ 退職手当条例第７条の４第４項及び第５項、第８条第３項

並びに第１４条の規定に該当し退職した場合

２ 前項第３号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含

まないものとする。

� 法第２８条第２項の規定による休職の期間（通勤による傷病若

しくは退職手当条例第５条第１項に規定する公務上の傷病（他

の法令等の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷

病を含む。）により法第２８条第２項第１号に掲げる事由に該当
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該当して休職にされた場合におけ

る当該休職の期間を除く。）

�～� 省略

し、又は職員の分限に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第４３

号）第２条に規定する事由に該当して休職にされた場合におけ

る当該休職の期間を除く。）

�～� 省略

（管理職員等の範囲を定める規則の一部改正）

第１６条 管理職員等の範囲を定める規則（愛媛県人事委員会規則１３－１６）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）

機関 職 機関 職

省略 省略

知事

部局

省略 知事

部局

省略

出先

機関

省略 出先

機関

省略

医療技術大学 学長 事務局長 学部長 課長

地域交流センター長 図書館長

省略 省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略

附 則

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、第９条中愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則第１条、第３条の２及び

第３条の７第１項の改正規定、第１１条の規定並びに第１５条中職員の自己啓発等休業に関する規則第６条第１項の改正規定は、公布の日か

ら施行する。

２ この規則の施行の日前に公立大学法人愛媛県立医療技術大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例（平成２２年愛媛県条例第１５号）

第２条の規定による改正前の職員の分限に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第４３号）第２条の規定により休職にされたことがある者につ

いては、第９条の規定による改正前の愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則第３条の７第４項第３号の規定は、なおその効力を有

する。この場合において、同号中「職員の分限に関する条例」とあるのは、「公立大学法人愛媛県立医療技術大学の設立に伴う関係条例

の整備に関する条例（平成２２年愛媛県条例第１５号）第２条の規定による改正前の職員の分限に関する条例」とする。

�愛媛県人事委員会規則７－１０８３
職員の給与の支給等に関する規則及び職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

職員の給与の支給等に関する規則及び職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則

（職員の給与の支給等に関する規則の一部改正）

第１条 職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－０）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（超過勤務手当等）

第１２条 省略

２ 職員が職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和

２６年愛媛県条例第５６号。以下「職員勤務時間等条例」という。）

第１０条の２第１項の規定により指定された超勤代休時間に勤務し

た場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超

過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用

については、同項中「次の」とあるのは、「職員の休日、休暇並

びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５６号）第１０

（超過勤務手当等）

第１２条 省略
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条の２第１項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する

月の次の」とする。

第１３条の２ 省略

２ 条例第１４条第２項に規定する人事委員会規則で定める勤務は、

正規の勤務時間（職員勤務時間等条例

第１１条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。）が割り

振られた日の正規の勤務時間外にした勤務のうちその勤務の時間

とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が７時間４５

分に達するまでの間の勤務（以下「７時間４５分に達するまでの間

の超過勤務」という。）をした週について、次に掲げる時間を順

次（第３号に掲げる時間については、その週の初日から末日まで

の時間を順次）加えた場合において、当該順次加えた時間が３８時

間４５分（その週に条例第１５条第２項本文の規定により休日給を支

給されることとなる日（以下「休日等」という。）がある場合に

あつては、これに当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた

時間）を超えた日以後の日の当該超えた同号に掲げる時間に係る

勤務とする。

� 省略

� 職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則（愛媛県人事

委員会規則１２―１。以下「職員勤務時間等規則」という。）第

１２条第２項に規定する週休日の振替等（以下「週休日の振替

等」という。）により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて

勤務した時間（条例第１４条第３項の規定により超過勤務手当が

支給される時間を除く。）

� 省略

３・４ 省略

５ 条例第１４条第４項の職員勤務時間等条例第１１条第３項及び第４

項の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定

めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める日における勤務とする。

� 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部

を職員勤務時間等条例第１１条第３項本文の規定の適用を受ける

職員として勤務した者（人事委員会が定める職員を除く。）

次に掲げる日

ア 当該月における日曜日

イ 当該月における週休日の振替（職員勤務時間等規則第１２条

第２項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る

日が日曜日であるものに限る。）により週休日に変更された

日

� 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部

を職員勤務時間等条例第１１条第３項ただし書の規定の適用を受

ける職員として勤務した者（当該月における週休日（同項ただ

し書の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」

という。）の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職

員その他人事委員会が定める職員を除く。） 次に掲げる日

ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

� 当該月における日曜日の日数が４である場合 当該月に

おける最初の原週休日から、当該原週休日から数えて４番

目の原週休日までの間の原週休日

� 当該月における日曜日の日数が５である場合 当該月に

おける最初の原週休日から、当該原週休日から数えて５番

目の原週休日までの間の原週休日

第１３条の２ 省略

２ 条例第１４条第２項に規定する人事委員会規則で定める勤務は、

正規の勤務時間（職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条

例（昭和２６年愛媛県条例第５６号。以下「職員勤務時間等条例」と

いう。）第１１条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。）が割り

振られた日の正規の勤務時間外にした勤務のうちその勤務の時間

とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が７時間４５

分に達するまでの間の勤務（以下「７時間４５分に達するまでの間

の超過勤務」という。）をした週について、次に掲げる時間を順

次（第３号に掲げる時間については、その週の初日から末日まで

の時間を順次）加えた場合において、当該順次加えた時間が３８時

間４５分（その週に条例第１５条第２項本文の規定により休日給を支

給されることとなる日（以下「休日等」という。）がある場合に

あつては、これに当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた

時間）を超えた日以後の日の当該超えた同号に掲げる時間に係る

勤務とする。

� 省略

� 職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則（愛媛県人事

委員会規則１２―１。以下「職員勤務時間等規則」という。）第

１２条第３項に規定する週休日の振替等（以下「週休日の振替

等」という。）により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて

勤務した時間（条例第１４条第３項の規定により超過勤務手当が

支給される時間を除く。）

� 省略

３・４ 省略
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イ 当該月における週休日の振替（職員勤務時間等規則第１２条

第２項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る

日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であ

るものに限る。）により週休日に変更された日

� 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の

日数が４である場合 当該月における最初の原週休日か

ら、当該原週休日から数えて４番目の原週休日までの間の

原週休日

� 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の

日数が５である場合 当該月における最初の原週休日か

ら、当該原週休日から数えて５番目の原週休日までの間の

原週休日

� 前２号に掲げる職員以外の職員 前２号に掲げる職員との権

衡を考慮して人事委員会が定める日

６ 省略 ５ 省略

様式第２号を次のように改める。
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様式第２号（第２０条関係） 超過勤務、休日勤務及び夜勤命令簿

超過勤務、休日勤務及び夜勤命令簿
年 月 所 属 職 名 氏 名

勤 務 命 令 勤 務 命 令 （ 変 更 ） ・ 確 認

備 考所属長

の 印

従 事

すべき日
従事すべき事務の内容

勤務開始・
終 了 時 刻
（うち休憩時間）

区 分
勤 務 の 区 分 従事者

の 印

所属長

の 印超 過 勤 務 休 日 勤 務 夜 勤

： ～ ：

（ 時間 分）

勤務時間・
終 了 時 刻 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

う ち
休憩時間等

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

勤 務 時 間 時間 分 時間 分 時間 分

： ～ ：

（ 時間 分）

勤務時間・
終 了 時 刻 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

う ち
休憩時間等

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

勤 務 時 間 時間 分 時間 分 時間 分

： ～ ：

（ 時間 分）

勤務時間・
終 了 時 刻 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

う ち
休憩時間等

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

勤 務 時 間 時間 分 時間 分 時間 分

： ～ ：

（ 時間 分）

勤務時間・
終 了 時 刻 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

う ち
休憩時間等

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

勤 務 時 間 時間 分 時間 分 時間 分

： ～ ：

（ 時間 分）

勤務時間・
終 了 時 刻 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

う ち
休憩時間等

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

勤 務 時 間 時間 分 時間 分 時間 分

： ～ ：

（ 時間 分）

勤務時間・
終 了 時 刻 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

う ち
休憩時間等

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

勤 務 時 間 時間 分 時間 分 時間 分

： ～ ：

（ 時間 分）

勤務時間・
終 了 時 刻 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

う ち
休憩時間等

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

勤 務 時 間 時間 分 時間 分 時間 分

： ～ ：

（ 時間 分）

勤務時間・
終 了 時 刻 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

う ち
休憩時間等

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

勤 務 時 間 時間 分 時間 分 時間 分

： ～ ：

（ 時間 分）

勤務時間・
終 了 時 刻 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

う ち
休憩時間等

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

勤 務 時 間 時間 分 時間 分 時間 分

： ～ ：

（ 時間 分）

勤務時間・
終 了 時 刻 ： ～ ： ： ～ ： ： ～ ：

う ち
休憩時間等

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

： ～ ：
： ～ ：

勤 務 時 間 時間 分 時間 分 時間 分

計 時間 分 時間 分 時間 分

注１ この表において「休日勤務」とは、休日等（職員の給与に関する条例（昭和２６年
愛媛県条例第５７号）第１５条第１項に規定する休日等をいう。）に割り振られた正規
の勤務時間（職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例（昭和２６年愛媛県条
例第５６号）第１１条に規定する勤務時間をいう。）における勤務をいう。
２ 「勤務開始・終了時刻」欄は、途中の休憩等を含む勤務の開始時刻及び終了時刻
を２４時間制で記入すること。
３ 「うち休憩時間」欄は、勤務を命じる際に与える休憩時間を時間数で記入するこ
と。
４ 「うち休憩時間等」欄は、与えられた休憩時間その他の事由により職員が勤務を
しなかつた時間帯を２４時間制で記入すること。
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（職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部改正）

第２条 職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（休日）

第１条の２ 省略

�～� 省略

� 条例第１０条の２第１項の規定により割り振られた勤務時間の

全部について超勤代休時間（同項に規定する超勤代休時間をい

う。以下同じ。）を指定された日

（休日の代休日の指定）

第１条の２の２ 条例第２条の２第１項の規定に基づく代休日の指

定は、勤務することを命じた休日（条例第２条第１項に規定する

休日をいう。以下同じ。）を起算日とする８週間後の日までの期

間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時

間数の勤務時間が割り振られた勤務日等（条例第１０条の２第１項

の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除

く。）について行わなければならない。

２ 省略

（休暇の算定）

第３条 週休日、条例第１０条の２第１項の規定により割り振られた

勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休

日（条例第２条の２第１項の規定により代休日を指定されて、当

該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合を除く。）

又は代休日（勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合

に限る。）（以下「週休日等」という。）を挟んで年次休暇を与

えた場合は、その週休日等は、年次休暇として取り扱わない。た

だし、年次休暇を除く他の休暇については、週休日等は、それぞ

れその休暇の期間内の日とする。

２ 省略

第４条 省略

２ 前項における年次休暇の日数計算は、次の算式による。

２０日
�
�
�
�

短時間勤務職員にあつては、��
�
�
×
�
�
�
�

発令以後��
�
�

中途採用者

第１条の５に規定する日数 の月数
＝
の年次休暇

１２ の日数

第４条の２ 省略

２ 前項における年次休暇の日数計算は、次の算式による。

２０日
�
�
�
�

短時間勤務職員にあつては、��
�
�
×
�
�
�
�

在職する期��
�
�

中途退職者

第１条の５に規定する日数 間の月数
＝
の年次休暇

１２ の日数

（休暇の許可手続）

第６条 省略

２ 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定

によることができなかつた場合においては、その勤務しなかつた

時間の属する日又は勤務しなかつた日（勤務しなかつた日が２日

以上にわたるときは、その最初の日）から、週休日、条例第１０条

の２第１項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超

勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日（勤務を命ぜ

られた休日の全勤務時間を勤務した場合に限る。）を除き遅くと

も３日以内にその事由を付して所属長の許可を得なければならな

い。ただし、この期間経過後に許可の要求があつた場合において

も、所属長は、この期間中に承認を得ることができない正当な事

（休日）

第１条の２ 省略

�～� 省略

（休日の代休日の指定）

第１条の２の２ 条例第２条の２第１項の規定に基づく代休日の指

定は、勤務することを命じた休日（条例第２条第１項に規定する

休日をいう。以下同じ。）を起算日とする８週間後の日までの期

間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時

間数の勤務時間が割り振られた勤務日等（

休日を除

く。）について行わなければならない。

２ 省略

（休暇の算定）

第３条 週休日

、休

日（条例第２条の２第１項の規定により代休日を指定されて、当

該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合を除く。）

又は代休日（勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合

に限る。）（以下「週休日等」という。）を挟んで年次休暇を与

えた場合は、その週休日等は、年次休暇として取り扱わない。た

だし、年次休暇を除く他の休暇については、週休日等は、それぞ

れその休暇の期間内の日とする。

２ 省略

第４条 省略

２ 前項における年次休暇の日数計算は、次の算式による。

２０日
�
�
�
�

短時間勤務職員にあつては、��
�
�
×
�
�
�
�

発令以後��
�
�

中途採用者

第１条の４に規定する日数 の月数
＝
の年次休暇

１２ の日数

第４条の２ 省略

２ 前項における年次休暇の日数計算は、次の算式による。

２０日
�
�
�
�

短時間勤務職員にあつては、��
�
�
×
�
�
�
�

在職する期��
�
�

中途退職者

第１条の４に規定する日数 間の月数
＝
の年次休暇

１２ の日数

（休暇の許可手続）

第６条 省略

２ 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定

によることができなかつた場合においては、その勤務しなかつた

時間の属する日又は勤務しなかつた日（勤務しなかつた日が２日

以上にわたるときは、その最初の日）から、週休日

、休日及び代休日（勤務を命ぜ

られた休日の全勤務時間を勤務した場合に限る。）を除き遅くと

も３日以内にその事由を付して所属長の許可を得なければならな

い。ただし、この期間経過後に許可の要求があつた場合において

も、所属長は、この期間中に承認を得ることができない正当な事
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由があると認める場合に限り、許可を与えることができる。

３・４ 省略

第１０条の２ 省略

（超勤代休時間の指定）

第１０条の３ 条例第１０条の２第１項の人事委員会規則で定める期間

は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以下

「給与条例」という。）第１４条第４項に規定する６０時間を超えて

勤務した全時間に係る月（以下「６０時間超過月」という。）の末

日の翌日から同日を起算日とする２月後の日までの期間とする。

２ 任命権者は、条例第１０条の２第１項の規定に基づき超勤代休時

間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等

（休日及び代休日を除く。第４項において同じ。）に割り振られ

た勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤

務手当の支給に係る６０時間超過月における給与条例第１４条第４項

の規定の適用を受ける時間（以下この項及び第６項において「６０

時間超過時間」という。）の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

� 給与条例第１４条第１項第１号に掲げる勤務に係る時間（次号

に掲げる時間を除く。） 当該時間に該当する６０時間超過時間

の時間数に１００分の２５を乗じて得た時間数

� 給与条例第１４条第２項に規定する７時間４５分に達するまでの

間の勤務に係る時間 当該時間に該当する６０時間超過時間の時

間数に１００分の５０を乗じて得た時間数

� 給与条例第１４条第１項第２号に掲げる勤務に係る時間 当該

時間に該当する６０時間超過時間の時間数に１００分の１５を乗じて

得た時間数

３ 前項の場合において、その指定は、４時間又は７時間４５分（年

次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあつて

は、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を

合計した時間数が４時間又は７時間４５分となる時間）を単位とし

て行うものとする。

４ 任命権者は、条例第１０条の２第１項の規定に基づき１回の勤務

に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する

場合には、第１項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻

から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わ

なければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員

の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限り

でない。

５ 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しな

い旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

６ 任命権者は、条例第１０条の２第１項に規定する措置が６０時間超

過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したも

のであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員

に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

（代休日の指定等の特例）

第１４条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若

しくは季節的事情により、第１条の２の２、第１０条の３、第１１条

及び第１２条の規定によるときは、能率を甚だしく阻害し、又は職

員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、これ

らの規定により難いときは、人事委員会の承認を得て、代休日の

指定、超勤代休時間の指定、週休日、勤務時間の割振り及び週休

日の振替等につき別段の定めをすることができる。

由があると認める場合に限り、許可を与えることができる。

３・４ 省略

第１０条の２ 省略

（代休日の指定等の特例）

第１４条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若

しくは季節的事情により、第１条の２の２ 、第１１条

及び第１２条の規定によるときは、能率を甚だしく阻害し、又は職

員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、これ

らの規定により難いときは、人事委員会の承認を得て、代休日の

指定 、週休日、勤務時間の割振り及び週休

日の振替等につき別段の定めをすることができる。

愛 媛 県 報平成２２年３月３１日 第２１５３号外１

６６
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附 則

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

２ この規則施行の際現にある第１条の規定による改正前の職員の給与の支給等に関する規則様式第２号の規定による超過勤務、休日勤務

及び夜勤命令簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

�愛媛県人事委員会規則７－１０８４
職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の通勤手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－６５）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（交通の用具）

第１１条 条例第１０条第１項第２号に規定する交通の用具は、自転車

及び自動車その他の原動機付の交通用具とする。ただし、国又は

地方公共団体の所有に属するものを除く。

（支給単位期間）

第１５条 省略

２ 前項第１号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれか

に掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に

生ずることが当該 期

間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事

由が生ずることとなる日の属する月（その日が月の初日である場

合にあつては、その日の属する月の前月）までの期間について、

前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定

めることができる。

� 法２８条の２第１項の規定による退職その他の離職をするこ

と。

� 長期間の研修等のために旅行をすること。

� 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤

経路又は通勤方法に変更があること。

� 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更

があること。

� その他人事委員会が前各号に掲げる事由に準ずると認める事

由が生ずること。

（交通の用具）

第１１条 条例第１０条第１項第２号に規定する交通の用具は、次の各

号に掲げるもの とする。ただし、国又は

地方公共団体の所有に属するものを除く。

� 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

� 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通器具

（支給単位期間）

第１５条 省略

２ 前項第１号に掲げる交通機関等について、

同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、

法第２８条の２第１項の規定による退職その他の離職をすること、

長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により

通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他人事委員

会がこれらに準ずると認める事由が生ずることが同号に定める期

間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事

由が生ずることとなる日の属する月（その日が月の初日である場

合にあつては、その日の属する月の前月）までの期間について、

前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定

めることができる。

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１０８５
期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－２０４）の一部を次のように改正する。

愛 媛 県 報平成２２年３月３１日 第２１５３号外１
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（勤勉手当の成績率）

第１４条 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用された職員（次条において

「再任用職員」という。）以外の職員の成績率は、当該職員の職

務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づ

き、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとす

る。ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第１９条の４第

１項又は教育職員給与条例第１９条の４第１項の職員が著しく少数

であること等の事情により、第１号及び第２号に定める成績率に

よることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いを

することができる。

� 勤務成績が特に優秀な職員 １００分の８７以上１００分の１４０以下

（職員給与条例第１９条第２項に規定する特定幹部職員（以下こ

の条及び次条において「特定幹部職員」という。）にあつて

は、１００分の１１３以上１００分の１８０以下）

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の７７以上１００分の８７未満（特定

幹部職員にあつては、１００分の１００以上１００分の１１３未満 ）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の６７（特定幹部職員にあつて

は、１００分の８７）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の６７未満（特定幹部職員

にあつては、１００分の８７未満）

２・３ 省略

第１４条の２ 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督

する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次

の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範

囲内を基本として、任命権者が定めるものとする。

� 勤務成績が優秀な職員 １００

分の３５超（特定幹部職員にあつては、１００分の４５超）

� 勤務成績が良好な職員 １００

分の３５（特定幹部職員にあつては、１００分の４５）

� 勤務成績が良好でない職員

１００分の３５未満（特定幹部職員にあつては、１００分の４５未満）

２ 省略

（勤勉手当の成績率）

第１４条 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用された職員（次条において

「再任用職員」という。）以外の職員の成績率は、当該職員の職

務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づ

き、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内を基本として、任命権者が定めるものとす

る。ただし、任命権者は、その所属の職員給与条例第１９条の４第

１項又は教育職員給与条例第１９条の４第１項の職員が著しく少数

であること等の事情により、第１号及び第２号に定める成績率に

よることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いを

することができる。

� 勤務成績が特に優秀な職員 １００分の８７以上１００分の１４０以下

（職員給与条例第１９条第２項に規定する特定幹部職員（以下こ

の条及び次条において「特定幹部職員」という。）にあつて

は、１００分の１１９以上１００分の１９０以下）

� 勤務成績が優秀な職員 １００分の７７以上１００分の８７未満（特定

幹部職員にあつては、１００分の１０５．５以上１００分の１１９未満）

� 勤務成績が良好な職員 １００分の６７（特定幹部職員にあつて

は、１００分の９２）

� 勤務成績が良好でない職員 １００分の６７未満（特定幹部職員

にあつては、１００分の９２未満）

２・３ 省略

第１４条の２ 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督

する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次

の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範

囲内を基本として、任命権者が定めるものとする。

� 勤務成績が優秀な職員 ６月に支給する場合においては１００

分の３５超（特定幹部職員にあつては、１００分の４５超）、１２月に

支給する場合においては１００分の４０超（特定幹部職員にあつて

は、１００分の５０超）

� 勤務成績が良好な職員 ６月に支給する場合においては１００

分の３５（特定幹部職員にあつては、１００分の４５）、１２月に支給

する場合においては１００分の４０（特定幹部職員にあつては、１００

分の５０）

� 勤務成績が良好でない職員 ６月に支給する場合においては

１００分の３５未満（特定幹部職員にあつては、１００分の４５未満）、

１２月に支給する場合においては１００分の４０未満（特定幹部職員

にあつては、１００分の５０未満）

２ 省略

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１０８６
特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則

特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－３６８）の一部を次のように改正する。

愛 媛 県 報平成２２年３月３１日 第２１５３号外１

６８



次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 前

別表第１ 特地公署（第２条、第３条関係）

所在地 公署 級別

区分

四国

中央

市

金砂町平野山乙４９９番

地の６

四国中央警察署金砂駐在

所

２級

新宮町新宮４４６番地 四国中央警察署新宮駐在

所

新居

浜市

別子山甲４７４番地 四国中央警察署別子山駐

在所

３級

今治

市

関前岡村甲６９７番地１８ 今治警察署関前駐在所 １級

大 三 島 町 宗 方３５０３番

地１

伯方警察署宗方駐在所

越智

郡

上島町岩城３５７０番地 東予地方局産業経済部今

治支局地域農業室普及指

導員岩城駐在所

２級

上島町弓削明神３０５番

地

弓削高等学校

上 島 町 魚 島１番 耕 地

１３６６番地

伯方警察署魚島駐在所

上島町弓削下弓削６９

番地１

伯方警察署弓削駐在所

上島町生名２１２１番地 伯方警察署生名駐在所

上島町岩城１５３３番地 伯方警察署岩城駐在所 １級

松山

市

東川町乙４４番地７ 動物愛護センター １級

中島大浦１６２６番地１ 松山西警察署中島駐在所

饒１９１番地１ 松山西警察署西中島駐在

所

上浮 久万高原町若山７１５番

地

久万高原警察署面河駐在

所

３級

穴郡

久 万 高 原 町 渋 草２３０８

番地２

久万高原警察署渋草駐在

所

２級

久万高原町柳井川７９７

番地１

久万高原警察署柳谷駐在

所

久万高原町西谷１０１６８

番地第１

久万高原警察署西谷駐在

所

久万高原町露峰甲５５８

番地５

久万高原警察署父二峰駐

在所

１級

久万高原町上黒岩３３

番地

久万高原警察署御三戸駐

在所

久 万 高 原 町 七 鳥２６００

番地

久万高原警察署仕七川駐

在所

伊予 砥部町総津６９１番地 松山南警察署広田駐在所 １級

郡

大洲 河辺町植松３９６番地 大洲警察署河辺駐在所 ２級

市 森山甲１１０４番地の５ 大洲警察署森山駐在所 １級

柳沢甲７５１番地の１ 大洲警察署柳沢駐在所

肱川町宇和川３４６２番

地

大洲警察署宇和川駐在所

肱川町山鳥坂３４３番地 大洲警察署肱川駐在所

改 正 後

別表第１ 特地公署（第２条、第３条関係）

所在地 公署 級別

区分

四国

中央

市

金砂町平野山乙４９９番

地の６

四国中央警察署金砂駐在

所

１級

新宮町新宮４４６番地 四国中央警察署新宮駐在

所

新居

浜市

別子山甲４７４番地 四国中央警察署別子山駐

在所

３級

今治

市

関前岡村甲６９７番地１８ 今治警察署関前駐在所 ３級

大 三 島 町 宗 方３５０３番

地１

伯方警察署宗方駐在所 ２級

越智

郡

上 島 町 魚 島１番 耕 地

１３６６番地

伯方警察署魚島駐在所 ４級

上島町生名２１２１番地 伯方警察署生名駐在所 ３級

上島町岩城３５７０番地 東予地方局産業経済部今

治支局地域農業室普及指

導員岩城駐在所

２級

上島町弓削明神３０５番

地

弓削高等学校

上島町弓削下弓削６９

番地１

伯方警察署弓削駐在所

上島町岩城１５３３番地 伯方警察署岩城駐在所

松山

市

饒１９１番地１ 松山西警察署西中島駐在

所

２級

中島大浦１６２６番地 中予地方局産業経済部産

業振興課地域農業室普及

指導員中島駐在所

１級

中島大浦１６２６番地１ 松山西警察署中島駐在所

上浮 久万高原町若山７１５番

地

久万高原警察署面河駐在

所

４級

穴郡

久 万 高 原 町 渋 草２３０８

番地２

久万高原警察署渋草駐在

所

３級

久万高原町西谷１０１６８

番地第１

久万高原警察署西谷駐在

所

久万高原町露峰甲５５８

番地５

久万高原警察署父二峰駐

在所

２級

久万高原町上黒岩３３

番地

久万高原警察署御三戸駐

在所

久 万 高 原 町 七 鳥２６００

番地１

久万高原警察署仕七川駐

在所

久万高原町柳井川７９７

番地１

久万高原警察署柳谷駐在

所

伊予 砥部町総津６９１番地 松山南警察署広田駐在所 ２級

郡

大洲 柳沢甲７５１番地の１ 大洲警察署柳沢駐在所 ２級

市 河辺町植松３９６番地 大洲警察署河辺駐在所

肱川町山鳥坂３４３番地

１

大洲警察署肱川駐在所 １級

愛 媛 県 報平成２２年３月３１日 第２１５３号外１
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１

喜多 内子町本川４０２４番地

１

大洲警察署参川駐在所 ２級

郡

内子町上田渡８１１番地 大洲警察署田渡駐在所

内子町小田３６４番地１ 大洲警察署小田駐在所 １級

八幡 保 内 町 磯 崎１２３８番 地

の１

八幡浜警察署磯津駐在所 ２級

浜市

西宇 伊方町三崎５１１番地 三崎高等学校 ２級

和郡 伊 方 町 三 机 乙２８１０番

地３

八幡浜警察署瀬戸駐在所

伊方町大久字シンデ

ン１１３８番地１

八幡浜警察署四ツ浜駐在

所

伊 方 町 三 崎１７００番 地

１９

八幡浜警察署三崎駐在所

西予 野村町惣川２５１番地 西予警察署惣川駐在所 ３級

市 城 川 町 古 市２１２８番 地

の２

野村高等学校土居分校 ２級

城 川 町 高 野 子６１番 地

の３

西予警察署高川駐在所

城川町遊子谷２４１５番

地

西予警察署遊子川駐在所

城川町土居５７８番地 西予警察署土居駐在所

明浜町高山甲３６５７番

地

西予警察署高山駐在所 １級

野村町鳥鹿野７４０番地 西予警察署渓筋駐在所

野村町予子林８１６番地

２

西予警察署坂石駐在所

城川町下相１０５０番地 西予警察署魚成駐在所

宇和 日振島１７４０番地 宇和島警察署日振島駐在

所

３級

島市

津島町御内３５３番地 宇和島市御槇県有林事務

所

２級

下波５５１６番地 農林水産研究所水産研究

センター

１級

津島町山財字長野乙

１４４番地

山財ダム管理事務所

津島町嵐２３７番地の１ 宇和島警察署下灘駐在所

遊子４４０７番地 宇和島警察署遊子駐在所

下波２９５２番地４ 宇和島警察署下波駐在所

北宇 松野町大字目黒３９８番

地第２

宇和島警察署目黒駐在所 ２級

和郡

鬼北町大字上大野４０５

番地

北宇和高等学校日吉分校

鬼 北 町 大 字 小 松１３９５

番地

宇和島警察署三島駐在所 １級

鬼北町大字下鍵山１２９

番地

宇和島警察署日吉駐在所

南宇

和郡

愛南町福浦９５８番地 愛南警察署福浦駐在所 ２級

愛南町中浦８６６番地 愛南警察署中浦駐在所 １級

愛南町柏３７４番地 愛南警察署内海駐在所

愛南町船越１３１４番地 愛南警察署船越駐在所

別表第２ 準特地公署（第２条関係）

喜多 内子町本川４０２４番地

１

大洲警察署参川駐在所 ２級

郡

内子町上田渡８１１番地 大洲警察署田渡駐在所

内 子 町 大 瀬 中 央４４７５

番地

大洲警察署大瀬駐在所 １級

内子町河内７６５番地 大洲警察署河内駐在所

内子町小田３６４番地１ 大洲警察署小田駐在所

八幡 保 内 町 磯 崎１２３８番 地

の１

八幡浜警察署磯津駐在所 ２級

浜市

西宇 伊方町三崎５１１番地 三崎高等学校 ２級

和郡 伊 方 町 三 机 乙２８１０番

地３

八幡浜警察署瀬戸駐在所

伊方町大久字シンデ

ン１１３８番地１

八幡浜警察署四ツ浜駐在

所

伊 方 町 三 崎１７００番 地

１９

八幡浜警察署三崎駐在所

西予 野村町惣川２５１番地 西予警察署惣川駐在所 ３級

市 城 川 町 高 野 子６１番 地

の３

西予警察署高川駐在所 ２級

城川町遊子谷２４１５番

地

西予警察署遊子川駐在所

城川町土居５７８番地 西予警察署土居駐在所

明浜町高山甲３６５７番

地

西予警察署高山駐在所 １級

野村町予子林８１６番地

２

西予警察署坂石駐在所

城川町下相１０５０番地 西予警察署魚成駐在所

宇和 日振島１７４０番地 宇和島警察署日振島駐在

所

４級

島市

津島町御内３５３番地 宇和島市御槇県有林事務

所

２級

下波５５１６番地 農林水産研究所水産研究

センター

１級

津島町山財字長野乙

１４４番地

山財ダム管理事務所

遊子４４０７番地 宇和島警察署遊子駐在所

北宇

和郡

松野町大字目黒３９８番

地第２

宇和島警察署目黒駐在所 ２級

鬼北町大字上大野４０５

番地

北宇和高等学校日吉分校 １級

鬼 北 町 大 字 小 松１３９５

番地

宇和島警察署三島駐在所

鬼北町大字下鍵山１２９

番地

宇和島警察署日吉駐在所

南宇 愛南町中浦８６６番地 愛南警察署中浦駐在所 ２級

和郡 愛南町福浦９５８番地 愛南警察署福浦駐在所

愛南町船越１３１４番地 愛南警察署船越駐在所 １級

別表第２ 準特地公署（第２条関係）
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所在地 公署

今治 大三島町宮浦６３６７番地 台ダム管理事務所

市 上浦町瀬戸３９６９番地１ 伯方警察署瀬戸崎駐在所

松山

市

東川町乙４４番地７ 動物愛護センター

上浮

穴郡

久万高原町下畑野川甲３６９

番地の１

久万高原警察署川瀬駐在所

大洲 森山甲１１０４番地の５ 大洲警察署森山駐在所

市 肱川町宇和川３４６２番地 大洲警察署宇和川駐在所

西予

市

野村町鳥鹿野７４０番地 西予警察署渓筋駐在所

宇和 津島町嵐２３７番地の１ 宇和島警察署下灘駐在所

島市 下波２９５２番地４ 宇和島警察署下波駐在所

北宇

和郡

鬼北町大字小倉２２０番地 宇和島警察署泉駐在所

南宇

和郡

愛南町柏３７４番地 愛南警察署内海駐在所

所在地 公署

今治 大三島町宮浦６３６７番地 台ダム管理事務所

市 上浦町瀬戸３９６９番地１ 伯方警察署瀬戸崎駐在所

松山

市

中島大浦１６２６番地 中予地方局産業経済部産業

振興課地域農業室普及指導

員中島駐在所

上浮

穴郡

久万高原町下畑野川甲３６９

番地の１

久万高原警察署川瀬駐在所

喜多 内子町大瀬中央４４７５番地 大洲警察署大瀬駐在所

郡 内子町河内７６５番地 大洲警察署河内駐在所

北宇 鬼北町大字小倉２２０番地 宇和島警察署泉駐在所

和郡

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正前の特地勤務手当等に関する規則（以下「旧規則」という。）別表第１級別区分欄に掲げる級別が１級とされていた公署のうち、

改正後の特地勤務手当等に関する規則（以下「新規則」という。）別表第１に掲げられないこととなった公署は、この規則の施行の日

（以下「施行日」という。）の前日から引き続き当該公署に在勤している職員に係る特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給

については、当該公署が移転するまでの間、同表級別区分欄に掲げる級別が１級とされている新規則第２条の特地公署とみなす。

３ 前項の職員に係る特地勤務手当の月額は、新規則第３条の規定にかかわらず、施行日の前日において受けていた特地勤務手当の月額

（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認

を受けた職員及び同法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなった職員（以下「育児短時間勤務職員等」という。）にあっては、

同日に育児短時間勤務職員等であったとしたならば受けることとなった特地勤務手当の月額）（以下「旧特地勤務手当の月額」とい

う。）に相当する額とする。

４ 新規則別表第１級別区分欄に掲げる級別が旧規則別表第１級別区分欄に掲げる級別より下位である公署に施行日の前日から引き続き在

勤している職員の特地勤務手当の月額は、新規則第３条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が旧特地勤務手当の

月額に達するまでの間（その期間内に当該公署が移転した場合又は当該公署が特地公署に該当しなくなった場合にあっては、その移転し、

又は該当しなくなった日の前日までの間）、当該旧特地勤務手当の月額に相当する額とする。

�愛媛県人事委員会規則１２－５９
職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則及び教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則及び教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則

（職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部改正）

第１条 職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（条例第３条第５項ただし書の人事委員会規則で定める場合及び

単位）

第１条の４ 条例第３条第５項ただし書の人事委員会規則で定める

場合は、次に掲げる場合とする。

�・� 省略

（条例第３条第５項ただし書の人事委員会規則で定める場合及び

単位）

第１条の４ 条例第３条第５項ただし書の人事委員会規則で定める

場合は、次に掲げる場合とする。

�・� 省略
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� 第１２条第２項に規定する４時間の勤務時間の割振り変更を行

つたことにより、４時間の勤務時間について割り振ることをや

めた勤務日の勤務時間のすべてについて年次休暇及び前条第１

項の表�の項に規定する有給休暇を与える場合において、これ

らの休暇を与えられる時間に１時間未満の端数があるとき。

� １回の勤務に６時間を超える勤務時間を割り振つた場合であ

つて、休憩時間（当該勤務に複数の休憩時間を置いた場合にあ

つては、そのうち最も長い休憩時間（当該休憩時間が複数ある

場合にあつては、そのうちから任命権者又はその委任を受けた

者（以下「所属長」という。）が指定した休憩時間））の前後

いずれか一方の勤務時間のすべてについて年次休暇及び前条第

１項の表�の項に規定する有給休暇を与える場合において、こ

れらの休暇を与えられる時間に１時間未満の端数があるとき。

２ 省略

（休暇の算定）

第３条 省略

２ １時間又は１分を単位として与えた休暇を日に換算する場合

は、７時間４５分の休暇をもつて１日とする。ただし、短時間勤務

職員にあつては、勤務日１日についての勤務時間（不斉一型短時

間勤務職員にあつては、その者の１日当たりの勤務時間）に相当

する時間（５分を単位とし、これに満たない端数があるときは、

これを切り捨てた時間）の休暇をもつて１日とする。

（休暇の許可手続）

第６条 職員は、休暇（条例第５条から第９条までに規定する有給

休暇を除く。）を得ようとするときは、あらかじめ、その事由及

び期間を記載した書面を所属長

に提出し、その許可を得なければならな

い。

２～４ 省略

２ 省略

（休暇の算定）

第３条 省略

２ １時間 を単位として与えた休暇を日に換算する場合

は、７時間４５分の休暇をもつて１日とする。ただし、短時間勤務

職員にあつては、勤務日１日についての勤務時間（不斉一型短時

間勤務職員にあつては、その者の１日当たりの勤務時間）に相当

する時間（５分を単位とし、これに満たない端数があるときは、

これを切り捨てた時間）の休暇をもつて１日とする。

（休暇の許可手続）

第６条 職員は、休暇（条例第５条から第９条までに規定する有給

休暇を除く。）を得ようとするときは、あらかじめ、その事由及

び期間を記載した書面を任命権者又はその委任を受けた者（以下

「所属長」という。）に提出し、その許可を得なければならな

い。

２～４ 省略

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部改正）

第２条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（休暇の許可の事由及び期間）

第２条の３ 条例第４条第２項の有給休暇の許可に係る同条第４項

の人事委員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由と

し、当該許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同欄

に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

（休暇の許可の事由及び期間）

第２条の３ 条例第４条第２項の有給休暇の許可に係る同条第４項

の人事委員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由と

し、当該許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同欄

に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

事 由 期 間 事 由 期 間

�～� 省略 �～� 省略

� 学校教職員等結核予防要綱（昭和２９

年教育委員会告示第３５号）に基き、健

康診断の結果、勤務軽減の必要がある

と認められた場合

勤務軽減を必要

と認める期間

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

２～６ 省略

（条例第４条第５項ただし書の人事委員会規則で定める場合及び

単位）

第２条の４ 条例第４条第５項ただし書の人事委員会規則で定める

２～６ 省略

（条例第４条第５項ただし書の人事委員会規則で定める場合及び

単位）

第２条の４ 条例第４条第５項ただし書の人事委員会規則で定める
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場合は、次に掲げる場合とする。

�・� 省略

� 第１２条第２項に規定する４時間の勤務時間の割振り変更を行

つたことにより、４時間の勤務時間について割り振ることをや

めた勤務日の勤務時間のすべてについて年次休暇及び前条第１

項の表�の項に規定する有給休暇を与える場合において、これ

らの休暇を与えられる時間に１時間未満の端数があるとき。

� １回の勤務に６時間を超える勤務時間を割り振つた場合であ

つて、休憩時間（当該勤務に複数の休憩時間を置いた場合にあ

つては、そのうち最も長い休憩時間（当該休憩時間が複数ある

場合にあつては、そのうちから任命権者又はその委任を受けた

者（以下「所属長」という。）が指定した休憩時間））の前後

いずれか一方の勤務時間のすべてについて年次休暇及び前条第

１項の表�の項に規定する有給休暇を与える場合において、こ

れらの休暇を与えられる時間に１時間未満の端数があるとき。

２ 省略

（休暇の計算）

第４条 １時間又は１分を単位として与えられた休暇を日に換算す

る場合は、７時間４５分の休暇をもつて１日とする。ただし、短時

間勤務教育職員にあつては、勤務日１日についての勤務時間（不

斉一型短時間勤務教育職員にあつては、その者の１日当たりの勤

務時間）に相当する時間（５分を単位とし、これに満たない端数

があるときは、これを切り捨てた時間）の休暇をもつて１日とす

る。

２ 省略

（休暇の許可手続）

第６条 職員は、休暇（条例第６条から第１０条までに規定する有給

休暇を除く。）を得ようとするときは、あらかじめ、その事由及

び期間を記載した書面を所属長

に提出して、その許可を得なければならな

い。

２～４ 省略

場合は、次に掲げる場合とする。

�・� 省略

２ 省略

（休暇の計算）

第４条 １時間 を単位として与えられた休暇を日に換算す

る場合は、７時間４５分の休暇をもつて１日とする。ただし、短時

間勤務教育職員にあつては、勤務日１日についての勤務時間（不

斉一型短時間勤務教育職員にあつては、その者の１日当たりの勤

務時間）に相当する時間（５分を単位とし、これに満たない端数

があるときは、これを切り捨てた時間）の休暇をもつて１日とす

る。

２ 省略

（休暇の許可手続）

第６条 職員は、休暇（条例第６条から第１０条までに規定する有給

休暇を除く。）を得ようとするときは、あらかじめ、その事由及

び期間を記載した書面を任命権者又はその委任を受けた者（以下

「所属長」という。）に提出して、その許可を得なければならな

い。

２～４ 省略

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第１号
愛媛県企業職員就業規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県企業職員就業規程の一部を改正する管理規程

愛媛県企業職員就業規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（休日）

第１１条 職員の休日は、次に掲げる日（週休日に当たる日を除

く。）とする。

� 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日（第４条第２項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定め

られている職員以外の職員にあつては、当該休日が週休日に当

（休日）

第１１条 職員の休日は、次に掲げる日（週休日に当たる日を除

く。）とする。

� 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日（第４条第２項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定め

られている職員以外の職員にあつては、当該休日が週休日に当
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たるときは、当該休日の直後の勤務日等（当該勤務日等が次の

いずれかの日に当たるときは、当該勤務日等の直後の次に掲げ

る日でない勤務日等）

ア～ウ 省略

エ 第１２条の２第１項の規定に基づき時間外勤務代休時間（同

項に規定する時間外勤務代休時間をいう。）を指定された勤

務日等（当該勤務日等に割り振られた勤務時間の全部を指定

された場合に限る。）

� 省略

２ 省略

（休日の代休日）

第１１条の２ 所属長は、休日である勤務日等に割り振られた勤務時

間の全部（以下「休日の全勤務時間」という。）について特に勤

務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる

日（以下「代休日」という。）として、当該休日後の勤務日等

（第１２条の２第１項の規定により同項に規定する時間外勤務代休

時間が指定された勤務日等及び休日を除く。次項において同

じ。）を指定することができる。

２ 前項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休

日を起算日とする８週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該

休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振

られた勤務日等 について行わなければならな

い。

３・４ 省略

第１２条 省略

（時間外勤務代休時間）

第１２条の２ 所属長は、愛媛県企業職員の給与に関する規程第９条

の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例

（昭和２６年愛媛県条例第５７号。以下「例による一般職給与条例」

という。）第１４条第４項の規定により算定した時間外勤務手当を

支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代

わる措置の対象となるべき時間（以下「時間外勤務代休時間」と

いう。）として、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正

規の勤務時間外にした勤務（週休日における勤務のうち管理者が

定める勤務を除く。）の時間と割振り変更前の正規の勤務時間

（愛媛県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年

愛媛県条例第３８号）第１０条第２項に規定する割振り変更前の正規

の勤務時間をいう。以下同じ。）を超えて勤務することを命ぜら

れ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合

計が１箇月について６０時間を超えて勤務した全時間に係る月（以

下「６０時間超過月」という。）の末日の翌日から同日を起算日と

する２月後の日までの期間内にある勤務日等（休日及び代休日を

除く。第３項及び第５項において同じ。）に割り振られた勤務時

間の全部又は一部を指定することができる。

２ 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当

該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合

を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

３ 所属長は、第１項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定す

る場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られ

た勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする

時間外勤務手当の支給に係る６０時間超過月における例による一般

職給与条例第１４条第４項の規定の適用を受ける時間（以下この項

及び第７項において「６０時間超過時間」という。）の次の各号に

たるときは、当該休日の直後の勤務日等（当該勤務日等が次の

いずれかの日に当たるときは、当該勤務日等の直後の次に掲げ

る日でない勤務日等）

ア～ウ 省略

� 省略

２ 省略

（休日の代休日）

第１１条の２ 所属長は、休日である勤務日等に割り振られた勤務時

間の全部（以下「休日の全勤務時間」という。）について特に勤

務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる

日（以下「代休日」という。）として、当該休日後の勤務日等

（

休 日 を 除 く

。）を指定することができる。

２ 前項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休

日を起算日とする８週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該

休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振

られた勤務日等（休日を除く。）について行わなければならな

い。

３・４ 省略

第１２条 省略
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掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するも

のとする。

� 例による一般職給与条例第１４条第１項第１号に掲げる勤務に

係る時間（次号に掲げる時間を除く。） 当該時間に該当する

６０時間超過時間の時間数に１００分の２５を乗じて得た時間数

� 例による一般職給与条例第１４条第２項に規定する７時間４５分

に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する６０時

間超過時間の時間数に１００分の５０を乗じて得た時間数

� 例による一般職給与条例第１４条第１項第２号に掲げる勤務に

係る時間 当該時間に該当する６０時間超過時間の時間数に１００

分の１５を乗じて得た時間数

４ 前項の場合において、その指定は、４時間又は７時間４５分（年

次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合

にあつては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務

代休時間の時間数を合計した時間数が４時間又は７時間４５分とな

る時間）を単位として行うものとする。

５ 所属長は、第１項の規定に基づき１回の勤務に割り振られた勤

務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、

同項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、

又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければなら

ない。ただし、所属長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉

を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

６ 所属長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望

しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないも

のとする。

７ 所属長は、第１項に規定する措置が６０時間超過時間の勤務をし

た職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにか

んがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤

務代休時間を指定するよう努めるものとする。

附 則

この管理規程は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第２号
愛媛県企業職員被服貸与規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県企業職員被服貸与規程の一部を改正する管理規程

第１条 愛媛県企業職員被服貸与規程（昭和４６年公営企業管理規程第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（被服の貸与）

第２条 職員に対しては、別表に定める貸与基準により、被服を貸

与する。

２ 被服の生地及び形状は、別に定める。

３ 所属長は、被服貸与台帳（様式第１号）を備え、貸与の状況を

記録しなければならない。

（貸与の種類）

第２条 職員に貸与する被服は、次のとおりとする。

� 個別貸与被服

� 共用貸与被服

（貸与の基準）

第３条 個別貸与被服の貸与を受ける者、品名、数量、着用期間及

び貸与期間の基準は別表第１によるものとし、共用貸与被服の品

名、用途、貸与期間並びに備付箇所及び数量の基準は別表第２に
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（貸与被服の着用及び管理等）

第３条 省略

２ 被服の貸与を受けた職員

は、

貸与被服を常に善良な管理者の注意をもつて管理しなければなら

ない。

３ 省略

（再貸与等）

第４条 被服の貸与を受けた職員は、貸与被服を亡失したとき、又

は貸与被服が損傷により使用に堪えなくなつたときは、被服再貸

与申請書（様式第２号）を所属長 に提出しなければ

ならない。

２ 所属長は、被服再貸与申請書の提出を受けたときは、事情を調

査しなければならない。

３ 所属長は、第２条第１項の規定にかかわらず、業務の状況又は

被服の損耗の程度により、別表 に定める被服

の一部を貸与せず、又は同表 に定める貸与期間を延長する

ことができる。

第５条 省略

（賠償）

第６条 被服の貸与を受けた職員は、故意又は過失により貸与被服

を亡失し、又は損傷したときは、相当額の賠償をしなければなら

ない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでな

い。

２ 省略

第７条 省略

第８条 省略

別表（第２条関係）

貸与基準

よるものとする。

２ 被服の生地及び形状は、別に定める。

（貸与申請）

第４条 被服の貸与を受けようとする職員は、貸与申請書（様式第

１号）を所属長を経て管理者に提出しなければならない。

（貸与の承認）

第５条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ、

適当と認めた者に貸与を決定するものとする。

２ 所属長は、貸与台帳（様式第２号）を備え、貸与の状況を記録

しなければならない。

（貸与被服の着用及び管理等）

第６条 省略

２ 被服の貸与を受けた職員（共用被服については、当該業務の責

任者又は主たる常用者のあるときはその職員。以下同じ。）は、

貸与被服を常に善良な管理者の注意をもつて管理しなければなら

ない。

３ 省略

（再貸与等）

第７条 被服の貸与を受けた職員は、貸与被服を亡失したとき、又

は貸与被服がき損により使用にたえなくなつたときは、再貸与申

請書（様式第３号 ）を所属長を経て管理者に提出しなければ

ならない。

２ 所属長は、再貸与申請書 の提出を受けたときは、事情を調

査しなければならない。

３ 所属長は、第３条第１項の規定にかかわらず、業務の状況又は

被服の損耗の程度により、別表第１及び別表第２に定める被服等

の一部を貸与せず、又はこれらの表に定める貸与期間を延長する

ことができる。

第８条 省略

（賠償）

第９条 被服の貸与を受けた職員は故意 又は過失により貸与被服

を亡失し、又はき損したときは、相当額の賠償をしなければなら

ない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでな

い。

２ 省略

第１０条 省略

第１１条 省略

別表第１（第３条関係）

個別被服貸与基準

貸与を受ける者 品 名 数量 着用

期間

貸与

期間

貸与を受ける者 品 名 数量 着用

期間

貸与

期間

自動車運転員、作業員、設

備保安員及び庁務員の業務

に従事する職員

省略 自動車運転員、作業員、設

備保安員及び庁務員の業務

に従事する職員並びに発電

所、建設事務所又は管理事

務所に勤務する職員

省略

省略 省略

公営企業管理局に勤務する 作 業 衣 ２着 〃 ３年 建設事務所に勤務する職員 保 安 帽 １個 〃 〃

職員のうち、工事の監督、

指導又は検査若しくは施設

等の管理の業務に従事する

作 業 ズ ボ ン ２着 〃 〃 発電所、建設事務所又は管

理事務所に勤務する職員

き や は ん １双 〃 １年

作 業 衣

（夏）

２着 夏期 ２年
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職員 作 業 ズ ボ ン

（夏）

２着 〃 〃

防 寒 服 １着 冬期 ３年

ゴ ム 長 靴 １足 年間 〃

安 全 靴 １足 〃 〃

雨 が つ ぱ １着 〃 ２年

ヘ ル メ ッ ト １個 〃 ３年

発電所又は管理事務所に勤

務する職員

作 業 衣 ２着 〃 ２年

作 業 ズ ボ ン ２着 〃 〃

作 業 衣

（夏）

２着 夏期 〃

作 業 ズ ボ ン

（夏）

２着 〃 〃

防 寒 服 １着 冬期 ３年

ゴ ム 長 靴 １足 年間 〃

安 全 靴 １足 〃 〃

雨 が つ ぱ １着 〃 ２年

ヘ ル メ ッ ト １個 〃 ３年

別表第２

共用被服貸与基準

貸与品名 用 途
貸与

期間

備付個所及び数量

備

考

本局 発電

所

建設

事務

所

管理

事務

所

作 業 衣

作業ズボン

ゴ ム 長 靴

パトロール

シューズ

雨 合 羽

保 安 帽

脚 絆

外勤作業ま

たは来客用

外勤作業ま

たは来客用

外勤作業ま

たは来客用

外勤作業ま

たは来客用

外勤作業ま

たは来客用

外勤作業ま

たは来客用

外勤作業ま

たは来客用

２４月

〃

〃

〃

〃

〃

１２月

２０着

２０着

５足

５足

５着

２０個

２０双

５着

５着

５足

５足

５着

５双

５着

５着

１０足

１０足

１０着

５個

５双

５着

５着

５足

５足

５着

５双

第２条 愛媛県企業職員被服貸与規程の一部を次のように改正する。

様式第１号を削る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第２条関係） 被服貸与台帳

省略

様式第２号（第４条関係） 被服再貸与申請書

省略

様式第２号

省略

様式第３号

省略
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所属長 様

省略

次のとおり被服の再貸与を受けたいので 申請しま

す。

１ 省略

２ 亡失（損傷）年月日

３ 省略

管理者 様

省略

次のとおり亡失（き損）したので再貸与くださるよう申請しま

す。

１ 省略

２ 亡失（き損）年月日

３ 省略

附 則

１ この管理規程は、平成２２年４月１日から施行する。

２ この管理規程施行の際現に改正前の愛媛県企業職員被服貸与規程別表第１及び別表第２に定める貸与基準により貸与されている被服は、

当該貸与された日に、改正後の愛媛県企業職員被服貸与規程別表に定める貸与基準により貸与された被服とみなす。

�愛媛県公営企業管理規程第３号
愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程

愛媛県立病院料金規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名称 区 分 単位 金 額 備 考 名称 区 分 単位 金 額 備 考

省略 省略

文書料 省略 文書料 省略

診療明細書（再発

行 の 場 合 に 限

る。）

省略 診療明細書 省略

省略 省略

省略 省略
べん

分娩介助

料

診療日の午前８時

３０分以降午後５時
べん

１５分以前に分娩し

た場合

１件 １７４，０００円
べん

分娩介助

料

診療日の午前８時

３０分以降午後５時
べん

１５分以前に分娩し

た場合

１件 １４５，０００円

午前５時後午後１０
べん

時前に分娩した場

合（診療日の午前

８時３０分以降午後

５時１５分以前に分
べん

娩 し た 場 合 を 除

く。）

１件 １９９，０００円 午前５時後午後１０
べん

時前に分娩した場

合（診療日の午前

８時３０分以降午後

５時１５分以前に分
べん

娩 し た 場 合 を 除

く。）

１件 １６３，０００円

午後１０時以降翌日

午前５時以前に分
べん

娩した場合

１件 ２０２，０００円 午後１０時以降翌日

午前５時以前に分
べん

娩した場合

１件 １６９，０００円

省略 省略

人工妊娠

中絶料

省略 省略 人工妊娠

中絶料

省略 省略

妊娠満１２週以上満

１６週未満

１件 １０９，２００円 妊娠満１２週以上満

１６週未満

１件 ９９，７５０円

妊娠満１６週以上満 １件 １１３，４００円 妊娠満１６週以上満 １件 １０７，１００円
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２２週未満 ２２週未満

省略 省略

新生児介

補料

消費税法別表第１

第８号に規定する

助産に係る資産の

譲渡等に該当する

ものに係るもの

１日 ７，１５０円 新生児介

補料

消費税法別表第１

第８号に規定する

助産に係る資産の

譲渡等に該当する

ものに係るもの

１日 ６，５７０円

上記以外のもの １日 ７，５００円 上記以外のもの １日 ６，８９０円

省略 省略

乳房マッ

サージ料

１回 ２，３１０円 乳房マッ

サージ料

１回 ２，１００円

省略 省略

体外受精

料

卵採取料 １回 ３５，９００円 初診料又は

再診料、投

薬料、注射

料、検 査

料、画像診

断料、入院

料及び入院

時食事療養

費は、別途

負 担 と す

る。

卵培養料 １回 ３１，８００円
はい

胚移植料 １回 ３２，９００円
はい

融解胚移植料 １回 ４２，９９０円

顕微授精料 １回 ３１，８４０円

はい

胚凍結保存料 １回 ２６，２８０円

精子凍結保存料 １回 ７，２４０円

習慣流産

免疫療法

料

１回 ２１，９４０円

内視鏡下

小切開泌
しゅよう

尿器腫瘍

手術料

１回 ５７，０００円

死後処置

料

１回 ４，１００円 死後処置

料

１回 ３，５００円

エックス

線フイル

ム複製料

省略 エックス

線フイル

ム複製料

省略

光ディスク（ＣＤ

―Ｒに限る。）

１枚 １，０５０円 光ディスク（ＣＤ

―Ｒに限る。）

１枚 ６０円

省略 省略

特別初診

料

消費税法

別表第１

第８号に

規定する

助産に係

る資産の

譲渡等に

該当する

ものに係

るもの

省略 特別初診

料

消費税法

別表第１

第８号に

規定する

助産に係

る資産の

譲渡等に

該当する

ものに係

るもの

省略

愛媛県

立今治

病院

１回 １，５００円 愛媛県

立今治

病院

１回 ７５０円

愛媛県

立新居

浜病院

１回 ７５０円 愛媛県

立新居

浜病院

１回 ４００円
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上記以外

のもの

省略 上記以外

のもの

省略

愛媛県

立今治

病院

１回 １，５７０円 愛媛県

立今治

病院

１回 ７８０円

愛媛県

立新居

浜病院

１回 ７８０円 愛媛県

立新居

浜病院

１回 ４２０円

セカンド

オピニオ

ン外来料

省略 セカンド

オピニオ

ン外来料

省略

面談料 １回 ５，２５０円

省略 省略

病衣貸出

料

省略 病衣貸出

料

省略

診療カー

ド再発行

料

１枚 １００円

食事提供

料

入院中の患者以外

の患者及び入院中

の患者の付添人に

対して、人工透析

実施時間中等に食

事を提供した場合

省略 食事提供

料

入院中の患者以外

の患者

に

対して、人工透析

実施時間中等に食

事を提供した場合

省略

健康保険

法及び高

齢者の医

療の確保

に関する

法律以外

の法令の

規定によ

る療養又

は医療に

関する給

付に係る

費用の額

の算定方

法で第１

条に規定

する算定

方法と異

なるもの

が適用さ

れる療養

又は医療

に係る料

金

省略 健康保険

法及び老

人保健法

以外

の法令の

規定によ

る療養又

は医療に

関する給

付に係る

費用の額

の算定方

法で第１

条に規定

する算定

方法と異

なるもの

が適用さ

れる療養

又は医療

に係る料

金

省略

省略 省略

注 省略

別表第３（第２条関係）

注 省略

別表第３（第２条関係）
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名称 病院名 区 分 １日１病床の金額 名称 病院名 区 分 １日１病床の金額

消費税法別表第１

第８号に規定する

助産に係る資産の

譲渡等に該当する

ものに係るもの

左記以外の

もの

消費税法別表第１

第８号に規定する

助産に係る資産の

譲渡等に該当する

ものに係るもの

左記以外の

もの

室料

差額

愛媛県

立中央

病院

特別室� １６，０００円 １６，８００円 室料

差額

愛媛県

立中央

病院

特別室� ２０，０００円 ２１，０００円

省略 省略

愛媛県

立今治

病院

特別室� １２，０００円 １２，６００円 愛媛県

立今治

病院

特別室� １８，５００円 １９，４２０円

省略 省略

省略 省略

愛媛県

立南宇

和病院

特別室 ７，５００円 ７，８７０円 愛媛県

立南宇

和病院

特別室 １１，０００円 １１，５５０円

省略 省略

愛媛県

立新居

浜病院

特別室 ７，５００円 ７，８７０円 愛媛県

立新居

浜病院

特別室 １１，０００円 １１，５５０円

省略 省略

附 則

１ この管理規程は、平成２２年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県立病院料金規程別表第３の規定は、この管理規程の施行の日以後の病床の使用に係る室料差額について適用し、同日前

の病床の使用に係る室料差額については、なお従前の例による。

�愛媛県公営企業管理規程第４号
愛媛県企業職員の給与の特例に関する管理規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２２年３月３１日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県企業職員の給与の特例に関する管理規程の一部を改正する管理規程

愛媛県企業職員の給与の特例に関する管理規程（平成１８年愛媛県公営企業管理規程第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この管理規程は、県の財政事情を踏まえ、愛媛県企業職員

の給与に関する規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第５号。

以下「企業職員給与規程」という。）又は特定任期付企業職員の

給与に関する管理規程（平成１５年愛媛県公営企業管理規程第４

号。以下「特定任期付企業職員給与規程」という。）の適用を受

ける職員（以下「職員」という。）の給料

を減額するため、職員の給料月額等につい

て、企業職員給与規程及び特定任期付企業職員給与規程の特例を

定めるものとする。

（給料月額の特例）

第２条 職員の給料月額（企業職員給与規程第９条の規定又は特定

任期付企業職員給与規程の規定によりその例によることとされる

職員又は特定任期付職員に適用される職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号。以下「一般

（趣旨）

第１条 この管理規程は、県の財政事情を踏まえ、愛媛県企業職員

の給与に関する規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第５号。

以下「企業職員給与規程」という。）又は特定任期付企業職員の

給与に関する管理規程（平成１５年愛媛県公営企業管理規程第４

号。以下「特定任期付企業職員給与規程」という。）の適用を受

ける職員（以下「職員」という。）の給料、管理職手当及び地域

手当その他の給与（給料月額を算出の基礎とするもの（退職手当

を除く。）に限る。）を減額するため、職員の給料月額等につい

て、企業職員給与規程及び特定任期付企業職員給与規程の特例を

定めるものとする。

（給料月額の特例）

第２条 職員の給料月額（企業職員給与規程第９条の規定又は特定

任期付企業職員給与規程の規定によりその例によることとされる

職員又は特定任期付職員に適用される職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号。以下「一般
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職給与改正条例」という。）附則第７項から第９項までの規定に

よる給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定

による給料の額の合計額）は、企業職員給与規程第２条から第４

条までの規定、特定任期付企業職員給与規程の規定によりその例

によることとされている職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛

県条例第５７号。以下「一般職員給与条例」という。）第３条から

第４条の２までの規定、一般職給与改正条例附則第７項から第９

項までの規定又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平

成１５年愛媛県条例第１号。以下「一般職任期付職員条例」とい

う。）第７条の規定にかかわらず、これらの規定により定められ

た額から当該額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端

数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じて得た額とす

る。ただし、給料の調整額及び手当 の額の算出の基礎となる

給料月額については、この限りでない。

�・� 省略

� 前２号に掲げる職員以外の職員 １００分の０．５

（給料の調整額の特例）

第３条 職員の給料の調整額の額は、企業職員給与規程附則第５項

の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額

に、前条各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたとき

は、これを切り捨てた額）を減じて得た額とする。ただし、手当

の額の算出の基礎となる給料の調整額については、この限り

でない。

附 則

（この管理規程の失効）

２ この管理規程は、平成２３年３月３１日限り、その効力を失う。

職給与改正条例」という。）附則第７項から第９項までの規定に

よる給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定

による給料の額の合計額）は、企業職員給与規程第２条から第４

条までの規定、特定任期付企業職員給与規程の規定によりその例

によることとされている職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛

県条例第５７号。以下「一般職員給与条例」という。）第３条から

第４条の２までの規定、一般職給与改正条例附則第７項から第９

項までの規定又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平

成１５年愛媛県条例第１号。以下「一般職任期付職員条例」とい

う。）第７条の規定にかかわらず、これらの規定により定められ

た額から当該額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端

数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じて得た額とす

る。ただし、給料の調整額及び退職手当の額の算出の基礎となる

給料月額については、この限りでない。

�・� 省略

� 企業職員給与規程第９条の規定によりその例によることとさ

れる職員に適用される一般職員給与条例第１９条第５項の規定に

より期末手当の加算を受けるべき職にある職員又は企業職員給

与規程第９条の規定によりその例によることとされる技能労務

職員に適用される技能労務職員の給与に関する規程（昭和３２年

１１月訓第１，３６７号）第４条第４項第１号に掲げる職務の級が３

級以上の職員の職務の級にある職員（前２号に掲げる職員を除

く。） １００分の３

� 前３号に掲げる職員以外の職員 １００分の２．６

（給料の調整額の特例）

第３条 職員の給料の調整額の額は、企業職員給与規程附則第５項

の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額

に、前条各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたとき

は、これを切り捨てた額）を減じて得た額とする。ただし、退職

手当の額の算出の基礎となる給料の調整額については、この限り

でない。

（管理職手当の特例）

第４条 職員の管理職手当の月額は、企業職員給与規程第５条の規

定にかかわらず、同条の規定により定められた額から当該額に、

１００分の７．５を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てた額）を減じて得た額とする。

附 則

（この管理規程の失効）

２ この管理規程は、平成２２年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

この管理規程は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、公布の日から施行する。

平成２２年３月３１日 発行

愛 媛 県 報平成２２年３月３１日 第２１５３号外１

８２


